
 







は じ め に

私たちが暮らす岐阜県は、日本のほぼ中央に位置し、北部の飛騨地

域は、標高３千メートルを超える飛騨山脈の山々が連なる一方、南部

の美濃地域は、木曽三川（木曽川、長良川、揖斐川）という清流が流

れる肥沃な濃尾平野からなり、古くから「飛
ひ

山
さん

濃
のう

水
すい

」の地と呼ばれて

きました。

この起伏に富んだ複雑な地形や変化に富んだ気候は、多種・多様な動植物を育み、多彩で豊か

な自然環境を形成しました。私たちはこうした豊かな自然と共存しながら様々な自然の恵みを受

け、本県ならではの農林漁業や特色ある地場産業、すばらしい伝統文化を育んできました。

本県では、平成 18年５月に開催された「全国植樹祭」や、平成 22年６月に全国で初めて河川

を舞台に開催された「全国豊かな海づくり大会～ぎふ長良川大会～」を通じて、県土の８０％を

占める森林を保全すること、そして森林が育む清流を森・川・海が一体となって保全することの

大切さを、本県の取り組みを紹介しながら、全国に向けて相次いで発信してまいりました。

特に海づくり大会では、天皇陛下から「長良川の美しさに改めて感動しました 岐阜県は太平

洋と日本海の両方につながる清流を持っている この魅力を大いに活かしてください」とのお言

葉を賜り、また平成 22年に本県で開催されたＡＰＥＣ中小企業大臣会合に参加された海外の閣僚

からは「岐阜はクリーンでグリーンな場所」と称賛の声をいただきました。

私たちは、このように県外からも非常に高い評価を得ている本県の豊かな自然や恵まれた環境

に感謝しつつ、これらを県民共通の財産として、確実に次の世代へと引き継いでいかなくてはな

りません。

このたび、新たな「岐阜県環境基本計画」を策定するに当たり、「清流」を本県のアイデンテ

ィティとして明確に打ち出すことにしました。

この計画では、「県民総参加による緑豊かな『清流の国ぎふ』づくり」を基本理念に掲げ、２

つの基本目標「人と自然が共生する豊かで美しい岐阜県」「持続的発展が可能な岐阜県」を実現

するため、５つの基本施策を立て、その施策の方向性を示しました。

計画の実現には、行政はもとより、県民、事業者の方々の積極的な参加と協力が欠かせません。

「清流の国ぎふ」の実現に向け、県民総参加で取り組んでいくため、本計画の趣旨をご理解いた

だき、一層のご支援とご協力をお願いする次第です。

最後に、この「岐阜県環境基本計画」の策定に当たっては、岐阜県環境審議会で審議いただい

たほか、環境に関する意識調査をはじめ意見交換会など、多くの県民の方々から貴重なご意見を

賜り、県議会で議決をいただきました。この場をお借りして、ご協力いただいた多くの方々に深

く感謝を申し上げます。

平成２３年３月

                                            岐阜県知事
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第１部  環境基本計画策定の基本的な考え方 

 
 

（１）策定の背景   

 本県では、平成７年３月に制定された「岐阜県環境基本条例」に基づき、平成８年３月に「岐阜県環

境基本計画」を策定して以降、平成 13年（第２次）、平成 18年（第３次）と策定し、環境の保全及び創

出に関する取組みを推進してきました。 

 平成 18 年３月に策定した「岐阜県環境基本計画」（第３次）では、「自然生態系を保全する」「生活環

境を守る」「循環型社会をつくる」「地球環境を保全する」「県民協働を進める」の５つを基本目標とし、

着実に諸施策を展開してまいりました。 

 しかし、その後、環境を取りまく情勢も変化してまいりました。 

国では、地球温暖化対策として「温室効果ガス排出量を 1990年（平成２年）比で 2020年（平成 32年）

までに 25％削減」という国際公約とその実現に向けた様々な取組み、そして生物多様性では、「生物多様

性国家戦略 2010」や平成 22 年に開催されたＣＯＰ１０を契機に、生物の多様性の保全とその持続可能な

利用を見据えた社会の実現のための施策の充実・強化が進められています。 

本県におきましても、「岐阜県環境基本計画」（第３次）の策定から５年が経過し、絶滅の恐れがある

野生生物の種類の増加や、家庭ごみの減量等の残された課題、地球温暖化対策や、良好な水質・大気の

保全等の引続き取組むべき課題、そして、全国豊かな海づくり大会の成果を踏まえた県民運動の展開と

いった新たに取組むべき課題への対応が求められています。 

  これらの課題に的確に対応し、環境行政・施策の基本的な指針とするため、新たな環境基本計画（第

４次）を策定します。 

 

（２）環境行政の推移   

  本県では、高度経済成長に伴い発生した、産業型公害や大規模な開発による自然環境破壊への対策と

して、昭和 43 年に｢岐阜県公害防止条例」、昭和 47 年に「岐阜県自然環境保全条例」を制定し、環境保

全に取組んできました。 
 さらに生活環境の破壊を防止し、その改善を図るため、昭和 46 年には生活環境の保全と改善を目的と

した「岐阜県生活環境の確保に関する条例」を制定しました（平成７年に「岐阜県環境基本条例」の制

定により廃止）。 
 これらの取組みを踏まえ、より総合的な環境行政を推進するため、平成２年には、環境管理計画「岐

阜県環境プラン」を策定しました。 
  さらに平成７年３月、健康に良い豊かで快適な環境の保全及び創出を目的とした「岐阜県環境基本条

例」を制定するとともに、平成８年３月に同条例第 10 条に基づき、「健康に良い空気・水・土が保全・

創出された環境と人が共生できる社会の構築」を基本目標とした「岐阜県環境基本計画」（第１次）を

策定し、環境関係施策の総合的かつ計画的な推進を図ってきました。 
  平成 13 年３月に、「安全で、安心な『大気』『水』『土』『緑』が保全された、豊かな自然環境と快

適な生活環境を将来の世代に引き継いでいくことができる社会の構築」を基本理念とした「岐阜県環境

１．計画策定の趣旨 
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基本計画」（第２次）を策定しました。

平成 18年３月には、「『飛山濃水』の豊かな自然と文化を守り育み、県民協働により循環型社会の形
成をめざします」を基本理念とした「岐阜県環境基本計画」（第３次）を策定しました。 第３次計画で

はこの基本理念に基づき、「自然生態系を保全する」「生活環境を守る」「循環型社会をつくる」「地

球環境を保全する」「県民協働を進める」を５つの基本目標とし、環境分野において様々な施策に取組

んできました。

「自然生態系を保全する」では、レッドデータブックの改訂や、希少野生生物保護条例に基づき希少

野生生物（16 種）の保護を進めてきました。また、「河川環境レンジャー」を委嘱し自然環境に配慮し
た河川整備の事業を行う等、生物の生息環境等の保全を図ってきました。

「生活環境を守る」では、清流調査隊を公募し地域を流れる川の水質を改善するために、県民が連携

して川の状況調査、家庭での生活排水の削減に取組む活動を実施しました。また、良好な水質、大気環

境の確保に努め、湖沼は全て、河川についてもほぼ環境基準を達成することができました。

「循環型社会をつくる」では、「岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条

例」を施行し、事業者と地域住民の円滑な合意形成を図る枠組みを構築しました。

「地球環境を保全する」では、レジ袋の有料化に取組み、平成 21年度には県内全市町村で導入が実現
しました。また、「もったいない・ぎふ県民運動」、「CHANGE マイライフ」等の県民運動を推進し、

平成 20年度に県民、事業者、行政等が一体となって対策を進める「岐阜県地球温暖化防止基本条例」を
制定しました。

「県民協働を進める」では、平成 20年度に小学校の指導者向け環境教育プログラムを作成し、公開し
ました。また、水の子ども会議、緑と水の子ども会議、カワゲラウオッチング等様々なプログラムを実

施しました。

このように第３次計画では、様々な施策を講じてまいりましたが、社会の情勢の変化とともに環境に

関する引続き取組むべき課題、そして新たに取組むべき課題が改めて浮き彫りとなり、それらに対し、

今後も積極的かつ具体的な施策を講じていく必要があります。

（１）基本理念

日本のほぼ真ん中に位置する本県は、緑豊かな「森」、清らかな「川」

といった自然環境に恵まれ、その中で私たちは生活の歴史を刻み、個性あ

る文化を育ててきました。

とりわけ、森を源として流れ出た「川」=「清流」は、肥沃な大地を形
成し、周辺を潤し、そこで暮らす私たちは今も直接その恩恵に浴していま

す。

県民総参加による緑豊かな「清流の国ぎふ」づくり

２．計画の視点
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（２－２）基本目標２  

 

 

 
大量生産、大量消費の社会経済システムは、私たちに経済的に豊か

で便利な生活をもたらしましたが、その反面、環境に大きな負荷を及

ぼしています。 
   再生可能エネルギーや、限りある資源の効率的な利用により、環境

と経済活動の良好な関係を築くとともに、持続的発展が可能な岐阜県

づくりを進めます。 
 
 基本施策Ⅲ  低炭素社会ぎふづくり 
（取組方針） 

    ・県内の温室効果ガス排出量の抑制に向け、化石燃料に頼らない省エネルギー型のライフスタイル、 
事業活動への転換を図るとともに、自然エネルギーや新エネルギーの利用を促進します。 

 ・二酸化炭素の貴重な吸収源である森林を整備するため、間伐などの取組みを進めます。 
 ・新エネルギー分野を県の新たな成長産業とするため、その育成支援に努めます。  
 
 基本施策Ⅳ  循環型社会ぎふづくり 
（取組方針） 

  ・環境に配慮した商品やサービスを選択する消費行動を多くの家庭や事業所に定着させ、資源の循環 
的な利用を基本とする社会を確立するため、３Ｒの考え方を広く啓発します。 

 ・３Ｒの取組みを進めてもなお生じる廃棄物については適正な処理を進めます。 
 ・企業による再生利用技術や環境への負荷が尐ない処理技術の開発を促進するため、支援を行います。 
 
（２－３）これらを支える横断的な「環境にやさしいぎふの人づくり」 

 
 これらの上記２つの基本目標の達成にあたって、いずれも「人づくり」が欠かせません。 
 従って、２つの基本目標を支える横断的な基本施策を掲げます。 
 
  基本施策Ⅴ  環境にやさしいぎふの人づくり 
（取組方針） 

    ・多くの県民が環境教育・環境学習に参加できるよう、子どもから大人まで幅広い世代を対象にした 
環境教育・環境学習の機会の充実を図ります。 

    ・「全国豊かな海づくり大会」を通じて醸成された、森・川・海が一体となった環境保全の大切さをよ 
り多くの県民が認識し、環境への負荷が尐ないライフスタイルが定着するとともに、積極的に環境 
保全活動に参加いただくため、「清流の国ぎふ」づくりに向けた県民運動を展開します。 

 

持続的発展が可能な岐阜県 

次世代エネルギーインフラ 
（中山間地モデル） 



― � ―

環境基本計画 
 

 
5 

（３）計画の役割  

岐阜県環境基本計画は次の役割を果たします。 
１.本計画は、岐阜県環境基本条例（平成７年条例第９号）第 10 条に定める、「豊かで快適な環境の保全

と創出に関する目標、施策の方向、配慮の方針等」を明らかにするものです。 
２.本計画は、緑豊かな「清流の国ぎふ」づくりに向けた施策の基本的な方向を明らかにするものです。 
３.本計画は、県民、事業者、行政の積極的な連携、協力のもと、環境の保全及び創出に関する取組みを

推進するための施策の基本的な方向を明らかにするものです。 
４.本計画は、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」（平成 15 年法律第 130

号）第８条に規定する環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する方針、計画等を兼ね備える

ものです。 
 
（４）計画の期間  

本計画は、岐阜県長期構想の計画期間の最終年度（平成 30 年度）を見据え、その実現に向けて平成 23
年度から平成 27 年度までを計画期間とします。 
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（３）外来生物の防除や野生鳥獣の保護・管理の推進 
現現状状とと課課題題  

○外国から持ち込まれた外来生物によって、在来の野生生物の生態系が脅かされています。また、森

林の手入れ不足や過疎化・高齢化による耕作放棄地の増加により、野生鳥獣の生息環境は悪化して

います。 
○外来生物のうち、生態系や人、農林水産業等へ被害を及ぼす、またはその恐れがある特定外来生物

については、積極的に防除する必要があります。 
○また、生息数が著しく増加し、農林業への被害が顕著な野生鳥獣や、減尐により種の安定的な維持

が危ぶまれている野生鳥獣については、個体数の調整や保護を図る必要があります。 
○カワウによるアユ等の主要な漁獲対象魚に対する食害がみられます。本県のカワウの生息羽数は約

1,700羽（県地球環境課調査）と、近年やや減尐傾向にあるものの、隣接する滋賀県や愛知県には数
万羽が生息しており、そこからの移動や飛来もあることから、継続的な駆逐、追い払いが必要です。 

 
具具体体的的なな施施策策  

○特定外来生物等の防除 
・アライグマやヌートリア等については、市町村において外来生物法に基づく防除実施計画を策定

し、これに基づき計画的な防除が実施されるよう、連携して取組みます。 
・オオキンケイギク等の植物については、生態系等に被害を及ぼす恐れがある場合は、種子の結実

前に除去する等、効果的な防除に努めます。 
・オオバコ等、高山帯などへの侵入が進んでいる在来の低地性植物については、関係機関との連携

を強化し、その防除を進めます。また、白山国立公園においては、自然公園法改正により創設さ

れた生態系維持回復事業を国等の関係機関と連携して推進します。 
・アルゼンチンアリやカミツキガメ等、人に被害を加えるおそれがある特定外来生物については、

緊急に防除すべき特定外来生物として、関係機関と連携して緊急防除を行います。 
○特定鳥獣保護管理計画に基づく取組みの推進 

・イノシシやツキノワグマ等、著しく増加または減尐している野生鳥獣については、その個体群の

長期にわたる安定的な維持と、農林業への被害の軽減を図るため、その捕獲数の制限の緩和や狩

猟期間の延長、あるいは捕獲の禁止・制限などにより、計画的な保護管理に努めます。併せて、

狩猟者等、保護管理の担い手となる人材の育成・確保にも努めます。 
○カワウ被害対策の実施 

    ・県内の漁業協同組合等と協力し、カワウの駆除を行います。 

ウシモツゴ（指定希尐野生生物） フクジュソウ（指定希尐野生生物） 
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・ねぐらでは、コロニーへの移り変わりを防ぐために追い払いを実施するとともに、コロニーでは、

巣内の卵への石けん水塗布を実施し、繁殖抑制を行います。 

アライグマ（特定外来生物） ヌートリア（特定外来生物） 
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・希尐生物や地域として保全が必要な生態系に配慮した工事を実施する場合、従来工法との差額の

うち地元負担分を支援します。 

○農村地域のビオトープ化の推進 

・農村地域に広範に存在する、ため池や農業用用排水路などを改修するにあたっては、メダカやホ

タル等、地域の在来種の生存状況に配慮します。 

○治山事業を通じた水辺環境の保全 

・豪雤により被災し、荒廃した渓流や渓畔林（水辺空間を含む）を治山事業により復旧します。ま

た、土砂流出の発生源となる山腹崩壊地や荒廃森林の復旧整備を進め、良好な水辺環境の形成を

図ります。 

○新たな魚つき保安林の指定に向けた取組みの推進 

・魚つき保安林の指定の目的や制度の内容について普及啓

発を行うとともに、地元関係者との調整を進めるなど、

魚つき保安林の拡大に努めます。 

○自然の水辺復活プロジェクトの推進 

・自然との共生に効果が認められる工法を岐阜県自然共生

工法として認定し、その普及啓発に向けＰＲを行います。 

・自然環境を保全するための人材を、岐阜県自然工法管理

士として認定し、その活用を図ります。 

・岐阜県自然共生工法研究会と共同で、シンポジウムや勉強 

会等を開催し、自然環境に配慮した社会基盤整備の推進に向け、普及啓発を行います。  

○自然と共生した川づくりの推進 

  ・河川整備において、自然と共生した川づくりを一層推進し、貴重な自然環境の保全、復元を図り 

ます。 

○自然環境に配慮した砂防事業の実施 

・砂防えん堤については、可能な限り鋼製スリット型えん堤を用いることで動物や魚類の行動を遮

断しない構造の施設の設置に努めるなど、自然環境に配慮した砂防事業を推進します。 

○河川内の魚道の適切な維持管理 

・魚道については、河川毎に年に１～２回程度、巡視点検を行うとともに、漁業関係者等と情報共

有を図り、状態を把握します。また、必要に応じて土砂の除去や補修など、魚道の適切な維持管

理を行います。 

 
 

魚つき保安林（関市） 

河川魚道（郡上市 吉田川（島谷用水堰）） 自然と共生した川づくり 
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（２）里地里山の保全 
現状と課題 

○農村地域においては、地域の生態系や景観などに配慮した生活環境の整備を進めていますが、地域

住民が一体となって、その生活環境を保全していくことが期待されます。 
○里山林については、手入れが行き届かず放置されている事例もあります。本来、里山が有する生態

系保全の機能を発揮させるため、その維持管理を進める必要があります。 

○松枯れやナラ枯れなど、病害虫等による森林被害の発生区域が拡大しています。その被害の拡大を

防止するため、被害状況を的確に把握し、対策を講じる必要があります。 

○また、農山村地域においては過疎化や高齢化により、農地や周辺環境の維持管理が困難な状況にあ 
り、サルやイノシシなどの野生鳥獣との棲み分けができず、農作物への被害が深刻となっています。 
 

具具体体的的なな施施策策  

○耕作放棄地の発生防止及び有効活用 
  ・中山間地域等を対象とした直接支払制度の活用や、基盤整備事業等の実施、農産物の販路拡大や 

加工による農家所得の向上により、耕作放棄地の発生防止に努めます。 
 ・地域ぐるみで行う農地再生運動の展開や、企業等との連携、市民農園等の新たな活用など、耕作 
放棄地の有効活用を促進します。 

○１工事１配慮運動の実施 
・農業農村整備事業の工事を施工する際は、環境との調和に配慮した「１工事１配慮運動」をより

一層推進し、農村環境の保全に努めます。 
○地域住民による環境保全活動の取組みの推進 
・二次的な自然を形成するため池や、農業用用排水路などの土地改良施設を地域住民が中心となっ

て維持・管理を行うよう、体制を整備します。 
○里山の保全整備に関する情報共有 
・各地域・各団体で行われている里山保全に関する活動について、事例紹介や情報交換を行い、県

下の里山整備の活動を一層推進します。 
○里山整備の指導者の知識や技術の向上 
・里山を保全し、活用するために策定した「里山整備の進め方」を技術的な指針として普及・活用

し、里山の整備活動を推進します。 
・各圏域に設定した里山保全利用モデル地区において、それぞれの地域の実情にあった里山の保全

利用活動を行い、地域住民が主体となった里山保全を進めます。 
・地域の里山整備活動の実施箇所において、整備方法についての研修を行い、指導者の知識や技術

の向上を図ります。 
○森林被害防止対策の推進 
・空気が乾燥する時期を中心に「山火事予防運動」を展開し、森林パトロールや各種広報媒体によ

る啓発活動を実施します。 
・森林被害を早期に発見し、状況に応じた防除対策を推進するとともに、森林被害状況調査を実施

し、市町村が行う防除対策を支援します。 
○森林文化アカデミーにおける里山林に関する調査 
・里山林の保全のために、近年の緊急の課題であるナラ枯れ被害を調査します。 
・里山林の利用とその採算性の検討のために、手入れ不足のアカマツ林をマツタケ山として整備し、 
マツタケの発生量を調査します。 

 ○農作物への鳥獣被害防止対策の実施 
・鳥獣害対策相談員の専門能力の向上を図るなど指導体制の強化を図り、集落ぐるみで取組む被 



― �� ―

環境基本計画 

 
13 

害対策を支援し、被害防護柵の効果的な設置やモンキードッグの導入などを促進します。 
・緩衝地帯の設置や、農作物・食品の残さ管理など、野生鳥獣が近づかない農村の環境づくりを進

めていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

里山整備活動 ナラ枯れ被害 
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取取組組方方針針  

 
 
（１）自然公園等の保全と利用 
現状と課題 

○自然公園内に、自然とのふれあいを目的とした登山道、園路、休憩舎等の施設を整備しています。

今後も利用者の安全性及び利便性の向上を図るため、施設の破損状況を調査するとともに、利用者

のニーズを反映した再整備を進める必要があります。 
○豊かな自然と史跡を訪ねながら、心身の健康と安らぎを得るための長距離自然歩道を整備していま

すが、今後も安全に利用いただくため、わかりやすい標識の設置などに努める必要があります。 
○県内には、古くから湯治や保養などに利用されている温泉が多数あります。引き続き、貴重な自然

資源であり、観光資源でもある温泉を保護し、適正な利用を図っていくことが必要です。 
 
具体的な施策 

○自然公園の保全 
・自然保護員による巡視等により、自然公園の保全を図ります。 
・多くの人が訪れる乗鞍地域の自然環境を保全するため、環境影響評価調査及び環境パトロール等

を引き続き実施します。 
○自然公園の環境整備 
・自然公園の優れた景観を保全するとともに、利用者のニー

ズを把握し、高齢者や障がい者の方にも使い易い施設を整

備します。 
・自然環境、景観、生物多様性の保全に配慮した施設整備を  

推進します。 
・木造施設の整備にあたっては、環境に配慮するとともに、 

地域材、間伐材を積極的に利用します。 
○長距離自然歩道の環境整備 
・長距離自然歩道の適正な維持管理のため、歩道のパトロール、草刈り、軽易な補修、トイレ等の

清掃を地域住民と協力体制が得られる市町村へ管理委託します。 
・既存施設の破損状況を調査し、施設の更新を行う際には、誰もが使いやすい施設を整備します。 
○温泉の適正利用の推進 
・貴重な資源である温泉を保護するため、既存の温泉や環境への影響を配慮し、掘削や動力装置の

設置が適正に行われるよう指導していきます。 

・温泉が安心して利用できるよう、事業者に対して、定期的な成分分析や適正な掲示の実施につい

て指導します。 

 

３．自然とのふれあいの機会の充実 

  自然公園などの適正な維持管理に努めるとともに、本県の素晴らしい自然環境にふれあう機会の充

実を図るため、環境や自然をキーワードにしたグリーンツーリズムやエコツーリズムなどを推進し、

自然と共生する社会づくりを進めます。 

揖斐県立自然公園 
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（２）自然とのふれあいの機会の充実 
現状と課題 

○本県の豊かな自然環境や農林漁業を活用したエコツーリズムやグリーン・ツーリズムの取組みが進

められており、徐々に実施地域や参加者も増えています。また、受入地域では、地域の消費が拡大

するという効果も現れています。 
○今後は、受入地域の施設や人材、体験プログラムの充実など、受入体制の整備を図り、地域の貴重

な自然資源を有効に活用した取組みに発展させることが必要です。また、持続的な取組みとするた

めには、受入地域にとっても、地域が活性化され、地域経済に寄与する仕組みとすることが必要で

す。 
 
具体的な施策 

○エコツーリズムの推進 

・県内の豊かな自然や文化をより深く理解していただくために、地域の生態系を破壊することなく

自然を観察・体験できるエコツーリズムを引き続き推進します。 

○グリーン・ツーリズムの推進 

・魅力的な体験プログラムの開発や、企画運営ができるインストラクターの育成を進めるとともに、

県グリーン・ツーリズム推進連絡会議の活動を活発化し、受入地域の充実を図り、県下全域へ波

及するよう支援します。 

○ぎふウェルネス・ツーリズムの推進 

・自然、エコ、食、温泉、健康、癒し、美容などを組み合わせた、地球にも人にもやさしい、本県

ならではの新たな宿泊型の旅のスタイル「ぎふウェルネス・ツーリズム」を推進しＰＲします。 

 

 

 

 

 

エコツーリズム（小坂の滝めぐり） 山村での野菜づくり体験 
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取取組組方方針針  

 
 
（１）環境影響評価制度の運用 
現状と課題 

○環境に著しい影響を及ぼすおそれがある大規模開発事業については、「環境影響評価法」や「岐阜

県環境影響評価条例」に基づき、事業者が、あらかじめ環境への影響について調査、予測、評価を

行い、その結果に基づき、環境保全に適切に配慮することとなっており、県ではこの制度の適正な

運用に努めています。 
○環境影響評価の対象とならない規模の開発事業についても、一定規模以上のものについて、事業者

は、「岐阜県自然環境保全条例」に基づく知事との自然環境保全協定の締結をしたり、岐阜県地域

環境保全指針に基づき各環境配慮項目についての自己判定をすることとなっています。 
○しかし、環境影響評価に係る情報公開が十分ではなく、また、評価を行う段階では既に事業の枠組

が概ね決定されており、柔軟に事業の見直しを行うことが困難となっています。このため、国にお

いて「環境影響評価法」の改正作業が進められており、県においても、同様に「岐阜県環境影響評

価条例」の改正を検討する必要があります。 
 
具具体体的的なな施施策策  

○環境影響評価制度等の適正な運用 

・引き続き、環境影響評価制度の適正な運用に努めます。 
・自然環境保全協定の締結を行うことにより、良好な自然の確保を図ります。 
・岐阜県地域環境保全指針による自己判定を事業者が適切に行うよう促します。 

○戦略的環境アセスメント（ＳＥＡ）の導入 

・事業の検討段階において環境影響評価を実施する仕組みを検討します。 
○情報提供の仕組みの充実 

・事業者が方法書の段階から積極的に情報提供（説明会等の実施）することの義務化を検討します。 
・環境影響評価に関する各図書（方法書・準備書・評価書）について、電子縦覧手続きの導入を検

討します。 
○事後調査結果の公表 

・事後調査結果を公表する仕組みを検討します。 
 

４．環境に配慮した社会基盤の整備 

本県の豊かな自然環境を保全するため、開発事業の実施にあたっては、環境に配慮した社会基盤の整

備を進める観点から、環境影響評価制度等の適正な運用に努めます。 
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＜水質汚濁事故発生件数＞ 

第３部 快適生活環境ぎふづくり 

 

取取組組方方針針  

 
 
（１）汚濁発生源の抑制 
現現状状とと課課題題  

○県内河川の水質は、水質環境基準の類型を指定している 69 水域の全てにおいて環境基準を達成して

おり、良好な水質が維持されています。また、全シアン、カドミウムなど、人の健康に関する項目

（環境基準健康項目）も、すべて環境基準に適合しています。 

○河川の水質汚濁の原因となる排水については、産業系排水は、工場排水の規制や汚水処理技術の向

上などにより、負荷量が年々減尐しています。一方、生活系排水は、公共下水道、農業集落排水施

設、浄化槽の普及により、汚濁負荷量は減尐してきていますが、産業系排水と比べるとやや高い状

況です。 

 

○河川に油が流出したり、魚がへい死する水

質汚濁事故の発生件数は、ここ５年で最も

多かった平成 18 年度以降は減尐傾向にあ

りますが、依然として毎年 60 件以上発生し

ています。その半数近くは油の流出事故で

あり、原因は設備の操作や管理のミス、施

設の老朽化等によるものですが、今後も予

防に向けた取組みを地道に継続する必要が

あります。 
 

○汚水処理人口普及率は毎年上昇しており、平成 21 年度末では 86.3%に達していますが、近年は上昇

率が鈍化しており、より効率的かつ効果的な施設整備が求められています。 

１．健全な水循環の確保 

県内の河川では概ね良好な水質が保たれています。 

今後も、この良好な水質を維持していくため、家庭での生活排水対策や、企業における各種水質基

準の遵守、ぎふクリーン農業などの取組みを一層推進し、「清流の国ぎふ」にふさわしい、健全な水循

環の確保に努めていきます。 
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○「浄化槽法」改正以前に設置された、し尿のみを処理する単独処理浄化槽が浄化槽全体の３分の２

近くを占めており、台所や風呂などの生活排水が処理されず排水されているため、単独処理浄化槽

から合併処理浄化槽への転換が必要です。  
○「浄化槽法」に基づく法定検査率は高い水準を維持しています（検査率(H20)：83.1%全国第３位）

が、浄化槽の維持管理（清掃、保守点検、法定検査）の 100％実施に向けた普及啓発、指導が必要で

す。 
○「ぎふクリーン農業」の取組みは、県内作物作付け面積の 24％に当たる 12,377ha に及び、化学合

成農薬や化学肥料の県内での使用量は、平成 6 年対比で約 60％減となっています。今後も「ぎふク

リーン農業」に対する県民の理解を深め、普及促進を図ることが必要です。 
○ゴルフ場及びその周辺地域の環境を保全するため、県内ゴルフ場における農薬使用量の削減を推進

してきた結果、農薬使用量は平成元年と比較し、概ね１／３程度まで削減されてきています。ゴル

フ場における農薬使用量の削減と周辺環境及び動植物への影響の尐ない農薬の使用を引き続き推進

することが必要です。 
 
具具体体的的なな施施策策  

○公共用水域の常時監視 
・公共用水域の水質を監視し、環境基準への適合状況を把握

するとともに、水質に関する情報などを県民に提供します。

また、感覚による川の評価方法や、水生生物による水質調

査（カワゲラウオッチング）など、身近な河川等の保全に

関心を高めていただくための取組みを進めます。 
○環境基準の類型見直し 
・水域の水質や利用状況の変化に対応して、適宜、水質環境

基準の類型の当てはめを見直していきます。また、水生生

物保全のための類型指定を実施していきます。 
○水質総量規制の推進 

・伊勢湾水質総量削減計画の達成を目指し、指定地域から発生するＣＯＤ、窒素及びりんを削減す

るため、総量規制基準の設定をはじめとする取組みを推進します。 

○生活排水対策の推進 

・各家庭において、調理くずの流出防止や廃食用油の回収・リサイクル、洗剤の適正使用などの生

活排水対策が実践されるよう、啓発していきます。特に都市河川の流域においては、「清流調査隊」

を公募し、生活排水対策の実践と普及に向け重点的に取組みます。 

○工場、事業場の排水対策の推進 
・水質汚濁防止法の改正により、データ改ざんに対する罰則規定、事業者の責務規定などが創設さ 
れたことを踏まえ、事業者自らの公害防止意識の向上を図るため、立入検査による指導を継続し

て実施し、法令に基づく排水規制を厳正に適用します。 
○水質汚濁事故への対応 
・水質汚濁事故が発生した場合は、関係機関と連携して原因調査、汚濁物質の回収を行います。ま

た、工場、事業場への立入検査や市町村の広報を通じて、水質汚濁事故の未然防止を啓発してい

きます。 
○水質保全・改善の促進 
・下水道、農業集落排水及び合併処理浄化槽等の汚水処理施設を整備することにより、水質保全や

水質改善に努めます。 
○農業集落排水施設の整備促進 

採水 
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・農業集落排水施設の劣化状況等を調べる機能診断調査、及びその結果に基づき施設機能を保全す

るための対策方法等を定めた整備計画（最適整備構想）を必要に応じて市町村単位で策定できる

よう支援します。 
・また、適正な保全管理による施設の長寿命化や、最適整備構想に基づく計画的な更新整備など、

農業集落排水処理施設の機能強化対策を支援します。 
○浄化槽の普及促進 
・市町村が行う生活排水処理計画の策定に対し、適切な助言を行い、効果的かつ効率的な計画策定

を支援します。浄化槽による整備がもっとも効率的かつ効果的な地域については、積極的な整備

を促進するため、浄化槽整備区域の設定及び市町村設置による浄化槽整備を促します。また、市

町村が行う設置補助については、今後も支援します。 
○単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進 
・市町村が行う合併処理浄化槽設置に伴う単独処理浄化槽撤去費補助について、今後も支援します。 

○浄化槽の維持管理についての普及啓発、指導 
・浄化槽法改正による県の維持管理に関する指導権限の強化に伴い、県内各圏域に１名（計５名）

の浄化槽管理指導専門職を配置し、戸別訪問を中心とした普及啓発や指導を実施します。 
○環境に配慮した営農活動の普及推進 
・ぎふクリーン農業について、各種媒体を用いた情報発信や販売コーナーの設置、フェアの開催な

ど量販店等と連携したＰＲ活動を展開し、県民の理解を深めます。 
・ぎふクリーン農業の実践のために必要となるＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）技術の開発・普

及や機械・施設の導入、残留農薬自主検査を支援します。 
・化学合成農薬や化学肥料の削減割合を一層高める栽培（化学合成農薬や化学肥料の 50%以上削減

や原則不使用）の普及に取組みます。 
・農業生産活動における環境保全上のリスク（農業資材の不適切な廃棄、周辺環境への農薬飛散、

堆肥や肥料の過剰な施用による周辺環境への汚染など）を低減させるための生産管理手法である

「ＧＡＰ（農業生産工程管理）」の導入を推進します。 
 ○ゴルフ場における農薬適正使用の推進 

・「農薬取締法」及び「岐阜県ゴルフ場の環境管理に関する規則」に基づき、ゴルフ場事業者に対し、

農薬使用量の削減及び環境への影響が尐ない農薬の使用を指導します。 
・ゴルフ場における農薬使用者などを対象に農薬管理指導士を育成し、農薬の適正使用を推進しま

す。 
 

清流調査隊 水生生物による水質調査 
（カワゲラウオッチング） 
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（２）土壌、地下水保全の推進 
現状と課題 

○平成元年に都道府県による地下水の常時監視が開始されて以降、本県では 56件の地下水汚染事案が

発生しており、そのうち、自然由来によるものは 11件となっています。また、56件のうち、浄化対

策を終了した事案は６件、浄化対策またはモニタリング調査を継続している事案は 50件です。 
○平成 15年の土壌汚染対策法の施行後、平成 21 年度末までに、同法に基づく有害物質使用特定施設

の廃止件数は 101 件、うち土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない区域

の指定は５件（うち２件は指定の解除）となっています。 
＜土壌汚染対策法の施行状況（岐阜市除く）： 平成 15年２月 15日～平成 22年３月 31日＞ 

 

 

 

 

 

 

○地下水汚染のほか、土壌汚染に起因した地下水汚染の拡大を防止するためには、迅速に汚染範囲を

特定することが必要です。 

○現在、県内には、「農用地汚染防止法（農用地の土壌の汚染防止等に関する法律）」に基づく汚染対

策地域はありませんが、農用地土壌の保全及び農作物の安全性確保のため、国や生産者団体とも連

携をとり、有害物質の実態把握に努める必要があります。 

 
具具体体的的なな施施策策  

○継続的な地下水質調査の実施 
・県内の地下水質の概況を把握するための調査を実施すると

ともに、汚染が確認された際には、迅速に対応できるよう、

関係機関との連携に努めていきます。 
○地下水汚染または土壌汚染事案への迅速な対応 
・地下水汚染のほか、土壌汚染に起因した地下水汚染のおそ

れが認められる際は、「岐阜県地下水の適正管理及び汚染

対策に関する要綱」に基づき迅速な対応に努めるとともに、

必要に応じて、専門家の意見を聞きながら対策を講じてい

きます。 
○土壌汚染対策法への対応 
・改正土壌汚染対策法の適正な運用を図るため、関係機関に対する法律の周知徹底及び、土壌汚染

に係る情報の収集と提供に努めます。 
○農用地の土壌汚染への対応 
・農作物の重金属等調査を通じ、農用地における有害物質の把握に努め、必要があれば「農用地汚

染防止法」に基づき、速やかに汚染防止対策を実施します。 
 

 

土壌汚染対策法に基づく有害物質使用特定施設の廃止件数 101件 

うち 使用中等で調査猶予（法３条第１項ただし書適用）  84件 

うち 調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準以下   12件 

うち 調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準超過で区域

指定を行った件数 （うち 区域の指定の解除） 

５件 

（２件） 

土壌調査 
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（３）水をとりまく環境の保全 
現現状状とと課課題題  

○本県では、過去５年間に約７万２千ヘクタールの間伐を実施してきたところです。しかし、健全な

水循環を確保するために重要な役割を担う、水源地域の森林については、豪雨等による倒木や、近

年の林業活動の低下に伴う手入れ不足により、下層植生が衰退し、土壌流失の恐れがある人工林も

多く見られ、森林が本来果たすべき機能が低下している事例が見られます。このため、森林整備及

び山地保全のための事業を推進し、森林のもつ水源かん養機能の回復、維持を図る必要があります。        

○都市部の河川では、生活系排水が水質に与える影響が大きいことから、水質を改善するために、県

民一人ひとりが身近な水環境保全に対する意識を高め、それぞれが出来ることを実践することが必

要です。 

 
具具体体的的なな施施策策  

○間伐の推進 

・間伐を計画的に実施します。特に、地形や生育条件が不利な地域の人工林は、森林の状況に応じ

た間伐の実施により、針葉樹と広葉樹が適度に混じった森林への誘導を進めます。 

○治山事業を通じた水源かん養機能の保全 

・豪雨等により被災し、荒廃した渓流や崩壊地を治山事業で復旧します。また、森林が有する水源

かん養機能が低下した森林を回復するため整備を実施します。 

○県民による河川調査の実施 

・特別な器具や知識を必要とせず、感覚的に誰でも取組める「感覚による川の評価方法」を小中学

校や環境保全団体の協力を得て実施します。 

・河川調査の結果を公表し、県民の水環境の保全に対する意識を高めます。 

○「清流調査隊」による取組みの推進 

・都市河川の流域において水質を改善するために、河川の状況調査や、家庭での生活排水対策を実

践していただく「清流調査隊」を公募により編成し、県民参加の取組みを推進します。 

 

治山工事による復旧 山地災害の発生 



― �� ―

第３部 快適生活環境ぎふづくり 

 

 
22 

 

取取組組方方針針  

 
 
（１）汚染発生源の抑制 
現状と課題 

○県内 18箇所に設置された大気環境自動測定局で大気環境の常時監視を行っていますが、県内の大気

は概ね良好な状態が保たれています。 

   ＜大気環境常時監視環境基準達成率＞ 

 二酸化硫黄 二酸化窒素 光化学オキシダント 浮遊粒子状物質 

平成 19 年度 100％ 100％ ０％ 94％ 

平成 20 年度 100％ 100％ ０％ 100％ 

平成 21 年度 100％ 100％ ０％ 100％ 

  

＜光化学スモッグ注意報発令日数＞ 

平成 19 年度 ２日 

平成 20 年度 ４日 

平成 21 年度 ３日 

 
○一部の事業者による、ばい煙等の自主測定データの改ざんといった不適正事案が全国各地で発生し

ており、大気汚染防止法等の遵守について、指導を行う必要があります。 

○本県では公用車の環境対応車への買い換えを進めていますが、自動車排出ガスの抑制を進めるため

にも、より一層の取組みが必要です。 

○アスベストの使用が確認された県有施設については、施設利用者の健康、安全に配慮するため、計

画的に除去を進める必要があります。 
○アスベストの除去工事等にあたっては、「大気汚染防止法」に基づき、適切な措置を講ずるよう指導

するとともに、大気環境中のアスベスト濃度を把握するため、測定調査を実施しています。 
 
具体的な施策 

○監視、指導の実施 

・「大気汚染防止法」の改正により、データ改ざんに対する罰則規定や、事業者の責務規定等が新た

に創設されたことを踏まえ、事業者自らの公害防止意識の向上を図るため、監視、指導を継続し

て実施します。 

○近隣県市との連絡調整等 
・光化学スモッグに関しては、愛知県や三重県及び名古屋市など、東海地方における情報交換・連

絡調整を密にするとともに、光化学スモッグ注意報等の発令時には工場などに対して、排ガス量

の削減等について協力を依頼します。 

２．大気環境の保全 

 本県の大気環境については、光化学オキシダントを除いては環境基準が満たされるなど、概ね良好

な状態が維持されています。 

今後も各種基準が遵守されるよう、関係法令に基づき、工場や事業場に対する監視指導などの取組

みを継続し、快適な大気環境の保全に努めていきます。 
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○常時監視体制の整備 

・平成 21年９月に環境基準が定められた微小粒子状物質に関

する測定機器を設置するなど、常時監視体制を強化します。 

○環境にやさしい公用車の導入 

・公用車の環境対応車（低公害車）への買い替えを進めてい  

きます。 

 ○環境に配慮した自動車の使用 

   ・自動車の運転により大気環境が悪化することを広く県民に 

知らせ、アイドリングストップなど、エコドライブの普及 

啓発を推進します。 

○県有施設におけるアスベストの除去 

・アスベストの使用が確認されている県有施設について、計画的に除去を進めていきます。また、

除去されるまでの間は、定期的に大気環境調査を実施し、施設利用者の健康に影響がないことを

確認します。 

 

（２）オゾン層保護、酸性雨対策の推進 
現現状状とと課課題題  

○オゾン層保護と地球温暖化防止のため、オゾン層破壊等の原因物質であるフロンを適切に回収・処

理し、大気中への放出を抑制する必要があります。 
○本県では、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」に基づき、第一

種フロン類の回収業者の登録や回収量の報告の受理、立入検査等、フロン類の適正な回収に取組ん

でいますが、回収を要する設備の設置者等に対する法の周知が未だ十分ではありません。 

＜フロン類回収量報告書提出率＞ 
平成 19 年度 94% 

平成 20 年度 96% 

平成 21 年度 95% 

○酸性雨については、過去に行われた調査によると、全国の国設酸性雨測定所の中で、伊自良湖測定

所の pH が最も低いというデータが出ている（平成 15～19 年度平均：pH4.51）ものの、現在のと

ころ、酸性雨による生態系への影響は顕在化していません。 
○しかし、東アジア地域における急速な経済成長に伴い、酸性雨の原因となる越境大気汚染が問題化

しているなど、今後酸性雨による影響が現れることも予想されるため、継続した調査が必要です。 

 
具具体体的的なな施施策策  

○オゾン層保護や地球温暖化防止に対する意識の普及啓発 

・フロンを使用する設備の設置者に対して、法の趣旨の周知を図り、円滑なフロンの回収に努めま

す。また、フロン類のオゾン層破壊作用と温室効果作用に関する正しい知識の普及に努めます。 
○フロン類回収・破壊処理の推進 

・フロン類回収業者等による回収・破壊処理が適正に実施されるよう、立入検査による監視・指導

を行います。 

○ノンフロンの推進 

・フロン類使用量の削減及びノンフロン製品の普及を促進します。 

○酸性雨に関する調査の実施 

・引き続き、伊自良湖の酸性雨測定所における調査の他、陸水影響調査、土壌・植生影響調査(以上

環境省委託事業)により、総合的な調査を実施します。 

大気環境自動測定局（美濃加茂市） 
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取取組組方方針針  

 

 
（１）地盤沈下対策の推進 
現現状状とと課課題題  

○昭和 60 年に閣議決定された「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」において、岐阜・西濃地域は、地

盤沈下及び地下水位等の状況の観測または調査等に関する措置を講ずる「観測地域」に指定されて

います。 

○岐阜・西濃地域においては、地盤沈下の主要因とされる、地下水揚水量が全体的に減尐傾向にある

中、地下水位が上昇又は横ばいとなっており、渇水の発生時などを除くと、近年、面的な地盤沈下

は認められていません。 
＜地盤沈下面積の経年変化（㎞ 2）＞ 

 

 

 

 

（備考）１ 県地球環境課調べ 

   ２ 各年度の数値は、11月 1日を基準日とした過去 1年間の地盤沈下面積の概数を示す。 

○西濃地域においては、地下水の保全及び適正利用等を目的として、「西濃地下水利用対策協議会」が

組織され、昭和 49 年から地下水採取（揚水）の自主規制（地下水利用削減量の設定、新設井戸設

置の制限）を行い、水利用の合理化を進めています。また、岐阜地域においても同様に、「岐阜地

区地下水対策協議会」が組織され、地下水の保全と有効利用の意識向上に努めています。 
○岐阜・西濃地域における地盤沈下は沈静化しているものの、年間１㎝未満の沈下は継続しています。

また、渇水時には地下水位の低下、地盤沈下の発生が顕著であること、さらには、海抜ゼロメート

ル地帯を有する地域は、高潮や洪水、内水氾濫及び地震災害等の潜在的な危険性も高いため、引き

続き、地下水位等の状況を観測する必要があります。 
 

具具体体的的なな施施策策  

○水準測量、地下水位観測の実施 

・岐阜・西濃地域における水準測量及び 24 か所の観測井における地下水位観測を継続し、地盤沈下

の状況を監視します。 

○関係機関への情報提供 

・岐阜及び西濃地区の地下水（利用）対策協議会に地盤沈下及び地下水位の観測結果を提供し、地

元との連携強化に努めます。 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1㎝以上 2㎝未満 ０ ３ 38 ０ ０ ０ 12 ０ ０ ０ 

2㎝以上 3㎝未満 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

３．地盤沈下、騒音、振動、悪臭の防止 

 地盤沈下については、近年では面的な発生は見られませんが、今後も引き続き地下水位等の観測を

行い、その動向の的確な把握に努めるとともに、関係機関への情報提供を行っていきます。 

 また、騒音や振動、悪臭対策については、市町村が行う監視指導や立入検査等に対する技術指導を

通じて、良好な生活環境の維持に努めてきましたが、今後も各種環境基準が遵守されるよう、取組み

を継続していきます。 

年間沈下量  年度 
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（２）騒音、振動、悪臭発生源の抑制 
現現状状とと課課題題  

○騒音については、一般騒音及び道路交通騒音に係る環境基準の達成率は高い水準で推移しています。 

○一方、航空機騒音及び新幹線鉄道騒音については、環境基準の達成率が 50%以下となっています。

本県では、これまでも関係機関と連携し、事業者等に対策の実施を要望していますが、環境基準の

達成に向けて、引き続き対策を推進する必要があります。 

 ＜環境基準達成率＞ 

 一般騒音 道路交通騒音 航空機騒音 新幹線騒音 

平成 19 年度 84.4％ 93.7％ 62.5％ 47.5％ 

平成 20 年度 88.6％ 97.2％ 43.6％ 47.5％ 

平成 21 年度 89.2％ 92.5％ 50.0％ 47.5％ 

○悪臭については、畜産経営の規模の拡大や宅地開発による畜舎周辺の混住化により、苦情が増えて

おり、その対策を進める必要があります。 

 
具具体体的的なな施施策策  

○環境騒音測定観測調査の実施 
・今後も市町村と協力して一般地域及び道路に面する地域の

環境騒音、航空自衛隊岐阜基地周辺の航空機騒音、東海

道新幹線沿線における新幹線鉄道騒音に係る環境基準の

達成状況について調査を継続するとともに、事業者等に

対し騒音低減への働きかけを行っていきます。 
○交通規制の実施 
・人口集中地区を中心に警察と自治体や住民、更に道路管理

者等が連携して「あんしん歩行エリア」等を設定し、また、

これらのエリアやゾーンに含まれない地区においては「生

活道路対策」として、地域内の生活環境の特性に応じて、各種規制を組み合わせ、地区内の通過

交通の減尐や走行速度の低下に努め、騒音や振動のない、良好な生活環境の実現を図ります。 
○交通管制センターによる信号機の集中制御等 
・県内全域における交通情報を収集、提供するとともに、エリア内信号機を集中制御することによ

り、安定した交通流を形成し、騒音等の防止を図ります。 
○畜産環境保全推進指導協議会の開催 
・県域並びに地域の協議会を開催し、畜産経営に起因する環境問題について、情報交換を行うとと

もに、実態調査や巡回指導を行います。 
○臭気測定に基づく指導 
・規制基準を超えた畜産農家に対しては、改善に向けた指導を行います。 

○公害に係る紛争への対応 
・公害に係る紛争が生じた場合には、岐阜県公害審査会によるあっせん、調停及び仲裁制度を活用

し、その解決に努めます。 

航空機騒音の測定 
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取取組組方方針針  

 

 
（１）ダイオキシン類対策の推進 
現現状状とと課課題題  

○「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、大気や河川水、土壌等、環境中のダイオキシン類の

汚染状況について、常時監視を実施していますが、概ね環境基準に適合しています。しかし、過去

に環境基準を超えた３河川（荒田川（岐阜市）、桑原川（羽島市）、津屋川（海津市））については、

毎年調査を行っていますが、環境基準を達成しない年もあり、監視を継続する必要があります。 

○また、ダイオキシン類の発生源対策として、法の規制を受ける施設（特定施設）の設置者に対して

自主測定を実施するよう指導を行っています。提出のあった自主測定結果はすべて排出基準を満た

していますが、毎年の自主測定を実施しない特定施設もあり、対応が必要です。 

 ＜常時監視地点数及び環境基準超過地点数＞ 

 大気 河川水 河川底質 地下水 土壌 環境基準超過 

平成 19 年度  5(2) 19(4) 14(4) 8(3) 20(8) 2(0)（河川水） 

平成 20 年度  8(2) 19(4) 14(4) 8(3) 20(8) 2(0)（河川水） 

平成 21 年度  5(2) 14(4) 12(4) 8(3) 20(8) 1(1)（河川水） 

                            （  ）は、うち岐阜市が実施した地点数 

 ＜特定施設自主測定の排出基準適合率＞ 

 排出ガス 排出水 

平成 19 年度 100％ 100％ 

平成 20 年度 100％ 100％ 

平成 21 年度 100％ 100％ 

 
具具体体的的なな施施策策  

○常時監視の継続 
・環境中のダイオキシン類の常時監視を引き続き実施します。なお、過去に環境基準を超えた２河

川については、その原因は不明ですが、引き続きモニタリング調査を行い、汚染状況の把握に努

めます。 
○特定施設の監視 
・特定施設については年１回以上の立入検査を行っていますが、自主測定を実施していない、もし

くは苦情があるなど、問題がある施設については、監視を強化し、法を順守するよう指導します。 

 

 

 

４．化学物質による環境汚染対策の推進 

 人体に有害なダイオキシン類については、今後も引き続き常時監視や、事業所への立入検査を行い、

大気や河川水、土壌への放出の予防に努めていきます。 

 また、その他の化学物質による環境汚染に対しても、これまで事業所への立入検査や指針の作成な

ど、事業者による適正管理を確保してきたことから、今後も、これらの取組みを継続するとともに、

リスクコミュニケーションなど、事業者による自主的な取組みを促進していきます。 
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（２）リスクコミュニケーションの推進 
現現状状とと課課題題  

○「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき、対象事

業者から化学物質の排出量等に関する届出を受理し、国へ送付するとともに、県内での排出量等を

集計し、公表しています（ＰＲＴＲ制度）。 
○ＰＲＴＲ制度で得られたデータを活用し、事業者が地域住民に積極的に情報提供し、意見交換を行

うことで、化学物質に対する理解と信頼を深め、リスクの低減を図る取組みとして、リスクコミュ

ニケーションがあります。本県では、このリスクコミュニケーションを推進するため、「岐阜県化学

物質適正管理指針」や「岐阜県リスクコミュニケーションマニュアル」を策定し、事業者への周知

に努めていますが、リスクコミュニケーションに取組む事業所の数は伸び悩んでいます。 
＜リスクコミュニケーション実施事業所数＞ 

平成 19 年度 19 事業所 

平成 20 年度 21 事業所 

平成 21 年度 24 事業所 

 
具具体体的的なな施施策策  

○リスクコミュニケーションの普及促進 

・リスクコミュニケーションに関する研修会を開催し、事業者の取組みを促進します。 

・また、積極的にリスクコミュニケーションに取組む事業者との意見交換会を実施し、リスクコミ

ュニケーションを継続的に実施していくための手法や、事業所が抱える課題や問題点について話

し合い、その解決方法を探っていきます。 

 

 
（３）企業の自主的な取組みの推進 
現現状状とと課課題題  

○県内事業所における環境に配慮した自主的かつ積極的な取組みを促進するため、公害防止、化学物

質の適正管理、廃棄物・リサイクル対策、地球環境保全、緑化推進及び環境保全活動への協力・支

援などを行う事業所を「岐阜県環境配慮事業所（Ｅ工場）」として登録しています。 
○企業の社会的責任として、環境に配慮した自主的な取組みや積極的な情報公開が求められています

が、こうした考え方や取組みは、県内事業者全体には未だ十分に広がっていない状況です。 
○また、事業者からは岐阜県環境配慮事業所の制度について、県民に十分に周知されておらず、登録

のメリットがないとの指摘もあります。今後は、登録することが事業所のメリットとなるよう、環

境保全に向けた事業者による自主的、積極的な取組みを広く県民へ周知していく必要があります。 
○地域的な公害防止を目的とした公害防止協定を発展させ、事業者と市町村に県も当事者に加えた、

「環境創出協定」の締結を進めています。しかし、目標値の設定や測定値等の公開に対して不安を

持つ事業者が多く、締結事業所数は７事業所に止まっています。 
  ＜環境配慮事業所登録数及び環境創出協定締結数＞ 

 環境配慮事業所登録 環境創出協定締結 

平成 19 年度 116 事業所 ６事業所 

平成 20 年度 115 事業所 ７事業所 

平成 21 年度 110 事業所 ７事業所 
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具体的な施策 

○岐阜県環境配慮事業所（Ｅ工場）登録制度の普及促進と環境創出協定締結の推進 
・事業者による自主的な環境配慮への取組みや、情報公開の重要性について啓発を行い、環境配慮

事業所登録制度の普及を促進するとともに、環境創出協定の締結を推進します。 
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取取組組方方針針  

 
 
（１）良好な景観の形成 
現現状状とと課課題題  

○良好な景観形成に向けて、まちづくり団体などによる自主的な取組みが進められており、住民の関

心が高まりつつあります。しかし、その取組みを見ると、熟度や地域毎の格差も見られることから、

継続的な支援とともに、支援を必要とする意欲ある地域へのアプローチが必要です。 

○農業用用排水路やため池等を対象に、自然環境や農村景観等の保全、親水機能の発揮等、多面的な

整備を実施してきた結果、施設を利用する住民から、「景観がよくなった」、「水に親しむ機会が増え

た」、「動植物にとってやさしい環境になった」等の意見が寄せられています。 

○ぎふ棚田 21 選に選定されている棚田は 19 地区ありますが、現在、棚田の保全活動を行う組織があ

るのは７地区に止まっています。その他の地区においても、保全活動を行う組織の立ち上げを促進

する必要があります。 

○地域住民による保全活動が積極的に行われている地域には、活動を先導するリーダーが存在します。

活動を広げるためには、それを先導する人材の育成が必要です。 

○都市におけるレクリエーションの場であるとともに、都市に緑をもたらし、大気汚染や騒音等の都

市公害を緩和するなど、多面的な機能を有する都市公園の整備を進めています。今後も、都市環境

の改善を図るため、緑化等、都市公園の充実を図る必要があります。 

○県民全体の景観への意識向上を図るため、引き続き景観に関する普及啓発活動を実施する必要があ

ります。 

○屋外広告物対策として、違反広告物の除却を、市町村と連携して積極的に実施する必要があります。 

 
具体的な施策 

○「まちづくり支援チーム」・「ふるさと応援チーム」の派遣 

・地域主体のまちづくり（良好な景観形成等）を支援するため、引き続き「まちづくり支援チーム」

や「ふるさと応援チーム」を派遣するとともに、意欲のある地域へも新たな派遣を行います。 

○「ぎふ水土里のプロジェクト」の推進 

・農地や農業用水等の地域資源（水・土・里）を健全な姿で未来につなげるため、その魅力や役割

を知ってもらうとともに、県民による保全活動を支援します。 

・棚田保全組織の立ち上げや、実際の保全活動を支援するとともに、活動情報の提供や、情報交換

の場を設けます。 

・地域住民活動を推進する人材「ふるさと水と土指導員」を育成します。 

○良好な景観に関する情報発信 

５．各種景観の保全と創出 

 良好な景観を維持、創出するため、地域における自主的なまちづくりの取組みを支援するほか、違

反広告物の簡易除却や、景観推進員の配置など、市町村や県民と連携した取組みを進めます。 

特に、農村地域では、地域資源である農地や農業用水等（「水・土・里」）を健全な姿で将来へ引き

継ぐための取組みを、積極的に推進していきます。 

また、我々の共有財産である文化財や史跡・名勝・天然記念物など、歴史的・文化的環境の保存と

その活用に向けた取組みを進めていきます。 
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・中山間地域では棚田やため池等、特に自然環境と農村景観が調和した景観が多く存在するため、

都市住民など広く県民に向けた情報発信を行い、山間地域の農村景観について関心を持ってもら

います。 

○中山間地域での取組みの推進 

・過疎地域を含む中山間地域において、自然環境や農村景観の保全、親水機能の発揮等、多面的な

整備を実施した施設について、住民へのアンケート調査を実施し、施設の利用状況の把握に努め

るとともに、利用の促進に向けた啓発を行います。 

○都市公園の充実 

・国が推進する環境対策事業を積極的に活用し、都市公園の整備を進めます。 

・緑化を推進し、大気浄化を積極的に進めます。 

○無電柱化事業の推進 

・道路管理者として無電柱化すべき路線や、市町村のまちづくりに関連して整備すべき路線につい

ては、補助事業等を活用して無電柱化を推進します。 

○県民協働の取組みの推進 

・景観シンポジウムの開催等を通じて、良好な景観形成に関する啓発と知識の普及を図るとともに、

景観形成に向けた活動への参加を促進します。 

・県民と一体になって良好な景観形成を図るとともに、意識の高揚を図るため、景観形成推進員を

配置します。 

○屋外広告物対策の強化 

・毎年９月 10日の「屋外広告の日」にあわせて、県下全市町村において一斉に違反広告物の簡易除

却を実施します。 

 

   

 
 
 
（２）歴史的・文化的環境の保全 
現状と課題 

○本県は、歴史的な町並みや史跡、天然記念物をはじめとする貴重な文化財を数多く有しています。 

○ふるさとへの愛着と誇りを育むため、郷土の文化財の保存とその積極的な活用を図っています。ま

た、文化財の保存修理事業を進めながら、文化財の周知と愛護思想の普及にも努めています。 

○貴重な文化財を大切に守り、後世に引き継いでいくためには、県民自らが身近な文化財に触れ親し

み、関心を高めることにより、その保存・活用を推進していくことが必要です。 

 

坂折棚田（恵那市） 違反広告物の簡易除却活動 
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具具体体的的なな施施策策  

○文化財の保存と活用の推進 

・文化財の状況把握に努め、保存修理の緊急度を的確に把握することで、限られた予算のもと、適

正かつ効率的な保存修理を行います。 

・文化財の調査、研究を推進するほか、文化財に関する情報の積極的な提供に努めるとともに、そ

の活用に取組む文化財保護団体やＮＰＯ等との連携、さらには、活動に対する支援等について検

討します。 
 
 

 

美しい町並み「高山市三町伝統的建造物群保存地区」 

白川郷合掌造り 
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第４部 低炭素社会ぎふづくり 

 

取取組組方方針針  

 

 
（１）中長期目標の設定 
現現状状とと課課題題  

○国においては、温室効果ガス排出量の削減に関する中長期目標を定めるため、地球温暖化対策基本

法案が検討されています。本県は、下記の国の目標達成に向け、地域から貢献する必要があります。 
・平成 32（2020）年までに平成２（1990）年比で 25％削減する 
・平成 62（2050）年までに平成２（1990）年比で 80％削減する 
 

具具体体的的なな施施策策  

○中長期目標の達成に向けた取組みの推進 
・今後策定予定の「岐阜県地球温暖化対策実行計画」において設定する中長期目標の達成に向け、

事業者対策、二酸化炭素吸収源対策、新エネルギー対策などの取組みを進めます。 
 

 

（２）事業者対策の推進 
現状と課題 

○事業活動（産業部門・業務部門）からの二酸化炭素排出量は、県内の二酸化炭素総排出量の約４割

を占めています。 
○「岐阜県地球温暖化防止基本条例」に基づき、「岐阜県事業活動環境配慮指針」及び「岐阜県自動車

通勤配慮指針」を策定し、事業者による自主的かつ積極的な取組みを促進しています。また、同条

例に基づき、一定規模以上の事業者に対し、温室効果ガス排出削減計画書、実績報告書等の提出を

義務付ける制度を設けています。 
○事業者による取組みを促進するため、提出制度の対象となっている事業者に対して周知徹底を図る

必要があります。また、制度の対象となっていない中小事業者においても、地球温暖化の防止に向

けた積極的な取組みが求められています。 
  

  

  

  

１．温室効果ガス削減に向けた取組みの推進 

 「岐阜県地球温暖化対策実行計画」において設定する、新たな温室効果ガスの排出削減目標を達成

するため、県民、事業者、行政等あらゆる主体が一体となって、「Ｃｈａｎｇｅ マイライフ」をはじ

めとする県民運動を展開します。 

また、「岐阜県地球温暖化防止基本条例」に基づく温室効果ガス排出削減計画書等の提出・公表制度

を円滑に運用するほか、カーボン・オフセットの普及促進を図るなど、実践的な取組みを着実に推進

します。  
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事業活動（産業部門･業務部門）からの二酸化炭素排出量              (単位:万 t-CO2) 
  1990年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003 年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 

産業 610.9  538.3  525.6  580.6  537.9  463.6  492.6  530.6  534.8  

運輸 411.7  404.5  404.4  396.8  375.5  394.5  396.4  391.3  390.3  

業務 171.0  212.1  228.7  260.8  246.8  250.9  246.6  255.2  238.9  

家庭 208.3  257.0  271.9  304.2  291.4  290.9  304.6  295.2  285.1  

工業 

ﾌﾟﾛｾｽ 
125.4  103.6  108.4  112.0  127.5  125.9  128.0  128.6  131.0  

廃棄物 34.4  35.1  35.9  36.5  36.5  46.6  46.4  46.7  46.0  

計 1,561.7  1,550.7  1,575.0  1,690.9  1,615.7  1,572.3  1,614.6  1,647.6  1,626.0  

                             備考:県清流の国ぎふづくり推進室調べ 

具体的な施策 

○事業者に対する周知 

・「岐阜県事業活動環境配慮指針」及び「岐阜県自動車通勤配慮指針」を周知するとともに、提出制

度の対象となっている事業者に対し、温室効果ガス排出削減計画書、実績報告書等の提出を徹底

します。また、提出制度の対象となっていない中小規模の事業者に対しても任意提出を勧奨しま

す。 

○温室効果ガス排出削減計画書、実績報告書の活用 

・提出された温室効果ガス排出削減計画書、実績報告書等を公表するとともに、事業活動に伴う温

室効果ガスの排出抑制のための措置や目標の進捗状況を管理します。 

○事業者の取組みに対する支援 

・岐阜県中小企業資金融資「経営合理化資金（新エネルギー等支援枠）」により、地球環境の保全・

改善を積極的に図るための設備等を導入する中小規模の事業者を支援します。 

 

 

（３）家庭での取組みの推進 
現現状状とと課課題題  

○近年の家庭部門における二酸化炭素排出量は、平成 18（2006）年度以降、減尐傾向にはあるものの、

平成２（1990）年度の排出量と比較すると、大幅に増加しています。 

○家庭における取組みを推進するには、私たちが普段の生活の中で取組むことができる具体的な事例

を示す必要があります。 
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ぎふエコ宣言 ～僕に・私にできる１０の宣言～ 

マイバッグ使用宣言 / マイカップ使用宣言 / マイボトル使用宣言  

マイカー使用自粛宣言 / マイはし使用宣言 / クールビズ・ウォームビズ宣言 

省電力宣言 / エコ水宣言 / エコドライブ宣言 / ゴミなし宣言 

 
家庭部門における二酸化炭素排出量の推移                  (単位:万 t-CO2) 

1990年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 

208.3  257.0  271.9  304.2  291.4  290.9  304.6  295.2  285.1  

                           備考:県清流の国ぎふづくり推進室調べ 

 
 
具具体体的的なな施施策策  

○「Ｃｈａｎｇｅ マイライフ」の推進 
・「Ｃｈａｎｇｅ マイライフ」をスローガンに、地球温暖化防止に向けて、県民一人ひとりが「ラ

イフスタイルを変える」ことを提案していきます。 
・具体的には、地球温暖化防止のための身近な 10 の取組みをまとめた「ぎふエコ宣言」への参加を

市町村、地球温暖化防止活動推進センターや地球温暖化防止活動推進員、各種団体などと連携し、

広く呼びかけます。 
 
 
 
 
 

・レジ袋の有料化による利用の自粛とマイバッグの使用を呼びかけます。 
・「マイはし協賛店」、「環境にやさしいはし推進店」を認定し、マイはしや環境にやさしいはしの使

用を呼びかけます。 
・エコドライブ講習会を開催し、エコドライブの実践を呼びか

けます。 
・モニター家庭において、省エネ対策の取組前と取組後の電気

使用量を測定・比較することで、二酸化炭素排出量を「見え

る化」するとともに、その結果をＰＲし、家庭での取組みを

促進します。 
・二酸化炭素の排出削減を進める観点から、地産地消を推進す

る「フードマイレージ」の考え方をイベントなどを通じて紹

介します。 
 

 

エコドライブ講習会 
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（４）カーボン・オフセットの普及 
現状と課題 

○事業活動やイベントの中で発生する二酸化炭素の排出量を把握し、削減に向け努力するとともに、

削減が困難な部分の排出量について、二酸化炭素を削減又は吸収するプロジェクトで相殺する「カ

ーボン・オフセット」の取組みが地球温暖化防止に貢献する新たな手段として注目されています。 
○本県では、平成 22 年６月に開催した「第 30 回全国豊かな海づくり大会～ぎふ長良川大会～」にお

いて、カーボン・オフセットを行いました。今後、カーボン･オフセットの普及を図るには、県の率

先した取組みが求められます。 
○カーボン・オフセットに用いるクレジットとして、本県が豊富に有する森林資源を活用したオフセ

ット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）の創出を進める必要があります。 
 
具具体体的的なな施施策策  

○県イベントにおけるカーボン・オフセットの推進 
・「岐阜県カーボン･オフセットガイドライン」を策定し、本県が企画・参画する一定規模以上のイ

ベントを対象に、カーボン・オフセットを行うとともに、参加者への地球温暖化防止の啓発を図

ります。 
○民間事業者への支援 
・民間事業者に対し、Ｊ－ＶＥＲ制度の概要説明や申請手続きの際の助言を行うことにより、オフ

セット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）の認証取得を支援します。 
・オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）等の買い手と売り手のマッチングを促進するイベントを

開催するなど、普及啓発を図ります。 
○広域的な取組みの推進 
・東海３県１市が協力してカーボン・オフセットの広域的な取組みを推進します。 

 
 

（５）地域環境の整備及び改善 
現現状状とと課課題題  

○本県における自動車の世帯当たり普及台数は、平成 22 年３月末現在、全国で４番目に多い 1.655 台

となっています。また、１世帯当たりの所有台数が多いことから、日常生活における自動車への依

存度が高い地域といえます。 
○自動車から排出される温室効果ガスを抑制するためには、交通渋滞の解消や公共交通の確保が必要

です。 
○住宅等建築物からの温室効果ガス排出削減対策として、「岐阜県地球温暖化防止基本条例」に基づき、

「岐阜県建築物環境配慮指針」を策定し、建築主による自主的かつ積極的な取組みを推進していま

す。また、同条例に基づき、一定規模以上の建築物を新築、増築又は改築しようとする建築主に対

し、建築物環境配慮計画書、建築物工事完了届出書の提出を義務づける制度を設けています。 
○都市公園や、特別緑地保全地区といった地域の緑地は、温室効果ガスの吸収量の増大やヒートアイ

ランド現象が緩和されるなどの効果が期待されます。  

 

具具体体的的なな施施策策 
○総合的な渋滞対策の推進 

    ・平成 18 年度から平成 27 年度までの 10 年間を計画期間とした「岐阜県第４次渋滞対策プログラム」  
を策定し、バイパスの整備や交差点改良などのハード対策と、公共交通機関の利用促進や信号現示
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の見直しなどのソフト対策の両面から総合的な渋滞対策を推進し、主要渋滞ポイントの通過時間の

短縮を目指します。 
○地域の交通手段の確保 
・県内の第三セクター鉄道、地域の路線バスの事業者、コミュニティバスを運営する市町村に対し、

助成措置を講ずることで、地域住民の交通手段を確保するとともに、日常生活における自家用自

動車への依存度を緩和します。 
○建築物における環境配慮の促進 
・「岐阜県建築物環境配慮指針」を周知するとともに、提出制度の対象となっている建築主に対し、

建築物環境配慮計画書、建築物工事完了届出書の提出を徹底します。また、提出された計画書を

公表するとともに、建築物に係る温室効果ガスの排出を抑制する措置や、省エネルギーのために

講じる措置、再生可能エネルギーの導入に関する事項を確認し、建築主の積極的な対策を求めま

す。  
○住宅の環境性能の向上 
・一定の省エネルギー性能などを有する住宅の新築などを支援することにより、省エネルギー性能

をはじめとする住宅の環境性能の向上を図ります。 
○地域の緑地保全 
・都市公園の適正管理や、特別緑地保全地区制度により、地域の緑地を保全します。 
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取取組組方方針針  

 

 
（１）新エネルギーの導入促進 
現現状状とと課課題題  

○新エネルギーは環境への負荷が小さいため、日本だけでなく世界的にも注目されています。しかし、

新エネルギーが全体のエネルギー供給に占める割合は約３％程度であり、新エネルギーが石油や天

然ガスの代替エネルギーとなる可能性は低い状況です。 
○太陽光発電をはじめとする新エネルギーは、初期投資における高コスト等の課題があり、導入が進

まない状況です。また、自然条件に左右されやすいため、安定的な電力供給の実現に向けて、更な

る技術開発が必要です。 

○本県では、花フェスタ記念公園やクックラひるがの（民間商業施設）等において、太陽光発電や燃

料電池、電気自動車など、複数のエネルギー資源や新たなエネルギー技術を最適に組み合わせたモ

デルとして「次世代エネルギーインフラ」を整備し、その普及に努めています。 
○電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）などの次世代自動車の普及促進につい

ては、平成 22 年 12 月に経済産業省から、先進的に取組む自治体として「ＥＶ・ＰＨＶタウン」に

選定されたところです。 

 
具具体体的的なな施施策策  

○県や市町村施設における率先導入 
・県有施設における新エネルギー関連設備の導入を進めるとともに、市町村等が行う新エネルギー

関連設備の導入に対して支援します。 
○岐阜県次世代エネルギービジョンの着実な推進 
・平成 22 年度に策定する、岐阜県次世代エネルギービジョンに基づく取組みの一つとして、岐阜大

学局地気象予報を活用し、県内での太陽光発電等の導入可能性を提示します。また、これを活用

して一般県民への普及啓発に努めます。 
○次世代エネルギーインフラ構築事業の推進 
・これまでに整備した次世代エネルギーインフラを活用し、太陽光発電、燃料電池及び蓄電池等の

最適な組み合わせについて調査・実証し、岐阜県モデルとして積極的に情報発信します。 
○次世代自動車の普及促進 
・ＥＶやＰＨＶの普及促進を図るため、電気自動車用充電設備を設置する事業者に対し、補助を行

います。また、中部経済産業局が所管する、充電設備の普及促進のための「中部充電インフラ普

及コンファレンス」において、中部各県と情報共有を図り、施策に反映することで設備の導入を

２．新エネルギー・省エネルギーの導入促進 

 新エネルギーに関しては、その特性を考慮しつつ、経済性、地域性、各種振興施策との融合を図り、

持続性ある形での導入促進に取組みます。 

 具体的には、「次世代エネルギーインフラ」を活用した情報発信と普及啓発に努め、地域の特性に

応じた持続可能なモデルの普及促進に取組むとともに、木質バイオマスや小水力発電など、本県の特

色を活かした新エネルギーの導入を進めます。 

 また、省エネルギーに関しては、事業者による取組みへの支援などを通じて、その普及促進に取組

みます。 
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促進します。 
・「ＥＶ・ＰＨＶタウン」に選定されたことを受け、マスタープランの策定を通じて、地元企業や

大学等とも連携し、次世代自動車の普及を促進します。 
○エネルギーバスツアーの実施    
・県民への普及啓発を図るため、県内の新エネルギー関連施設の見学や、県内観光施設を組み合わ

せた「バスツアー」を実施します。 
 

     
 
 
 
（２）木質バイオマスエネルギーの導入促進 
現現状状とと課課題題  

○近年、地球温暖化対策のひとつとして、クリーンエネルギーである木質バイオマスエネルギーに対

する関心が高まっています。 
○その中で、林内に放置されている間伐材等未利用森林資源（以下、「林地残材」という）を木質バイ

オマスエネルギーとして有効利用することに期待が寄せられており、豊富な森林資源を有する本県

においては、林地残材の積極的な利用を進める必要があります。 
 
具具体体的的なな施施策策  

○森林資源の総合活用 

・木材の根元部から先端部まで森林資源を余すことなく一体的に取り扱う供給システムや、地域に

おける森林資源の有効活用及び木質バイオマスエネルギーの循環モデルを構築するため、地元自

治体やエネルギーを利用する民間事業者など、関係者との連携に努めます。 
○木質バイオマスの利用促進 

・林地残材を有効利用し、木質バイオマスの利用促進を図るため、林地残材を活用した木質バイオ

マスの加工・利用施設の整備を支援します。 

 
 
（３）農業用水を活用した小水力発電の導入促進 
現現状状とと課課題題  

○地球温暖化防止に関心が高まる中、自然循環による再生可能なエネルギーである「小水力発電」が

注目されています。中でも、既設の農業水利施設を活用した小水力発電は、整備時の環境負荷が小

次世代エネルギーインフラ 
（花フェスタ記念公園） 

電気自動車 
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さく、また、既設の社会資本を有効利用する面からもニーズが高まっています。 

○本県の包蔵水力は全国１位（資源エネルギー庁調べ）ともいわれ、県内の農業用ダムや水路などの

農業水利施設には、小規模な小水力発電に利用可能な落差等が数多くあると考えられます。 

○今後、農業用水を活用した小水力発電の導入促進を図るためには、農業用水の管理者である土地改

良区等に対し、導入に向けた普及啓発を行う必要があります。 
 
具具体体的的なな施施策策  

○小水力発電施設の導入促進 

・農業用水を活用した小水力発電の可能地調査や、導入にあ

たっての経済性の検討を行うとともに、設置に係る諸手続

きや発電施設の設置を支援するなど、小水力発電施設の導

入を図ります。 
 
 

（４）省エネルギーの推進 
現現状状とと課課題題  

○県内中小事業者による省エネルギーの取組みを推進することは、県全体の温室効果ガスの排出削減

を進めるうえでも極めて重要です。 
○しかし、中小企業では、大企業と比較して省エネルギーに対する取組みが遅れており、今後の取組

みを促進するため、省エネルギーを経営課題として捉え、支援を強化する必要があります。 
○地球温暖化対策を一層推進する観点から、建築物における省エネルギー対策を強化するため、平成

22 年４月１日より「エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下、省エネ法という）」が改正され、

省エネ措置の届出等の対象となる建築物の範囲が拡大されました。本県ではホームページ等を活用

し、その周知に努めていますが、今後も様々な機会を捉えて周知を図る必要があります。 
 
具具体体的的なな施施策策  

○新エネルギー、省エネルギー関連製品の普及啓発 
・県内で開発、生産される新エネルギー、省エネルギーに関する製品情報のデータベースをインタ

ーネット上で提供し普及啓発を進めます。 
○県制度融資を通じた中小事業者の取組み促進 
・岐阜県中小企業資金融資「経営合理化資金（新エネルギー等支援枠）」により地球環境の保全・改

善を積極的に図るための設備等を導入する中小企業者・組合に対して支援を行います。 
○省エネ法に関する情報提供の充実 
・省エネ法における住宅・建築物関係の省エネ措置の届出等について、ホームページを用いて情報

提供します。また、様々な機会を捉えて、パンフレット等を用いて県民に周知します。 
 

農業用水に設置された「らせん式小水力発電施設」 
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取取組組方方針針  

 

 
（１）間伐の推進 
現現状状とと課課題題  

○過去５年間で約７万２千ヘクタールの間伐を実施してきましたが、今なお間伐が必要な人工林が多

くあり、森林の二酸化炭素吸収・貯留機能を維持・強化するため、人工林の間伐を適切な時期に実

施していく必要があります。 

○樹木が吸収・固定した二酸化炭素を炭素として長期間固定し続けたり、コンクリートや金属、石油

化学製品などの代替資源として活用し、二酸化炭素の排出抑制につなげるためには、間伐材を木材

や木質バイオマス資源として有効利用する必要があります。また、間伐材の利用を拡大するために

は、間伐材生産の採算性を向上させる必要があります。 

 
具具体体的的なな施施策策  

○計画的な間伐の推進 

・森林の状況に応じて、適切な時期に間伐を実施し、二酸

化炭素の吸収・貯留機能が高い森林づくりを推進します。 

○利用間伐の促進 

・収益を見込むことができる森林については、間伐した木

材を搬出して利用する「利用間伐」を進めます。 

・間伐材の生産について、低コストな作業システムを確立

し普及するため、事業地の集約化や林内路網の整備、高

性能林業機械の導入、人材の育成等を進めます。 

○間伐材の利用促進 

・直材や曲がり材など間伐材の品質に応じた加工体制の整

備を進めるとともに、県産材製品のブランド化や、住宅、

公共施設における県産材製品、木質バイオマスとしての

利用を促進します。 

○Ｊ－ＶＥＲ制度の取組みの推進 

・Ｊ－ＶＥＲ制度を活用した間伐促進策について研究し、 
普及を進めます。 

 

３．森林資源を活用した吸収源対策の推進 

 地球温暖化の防止には温室効果ガス、中でも最も影響が大きいとされる二酸化炭素の濃度を増加さ

せないことが重要で、森林がその吸収源として大きな役割を果たしています。県土の８割以上を占め

る豊かな森林資源を、二酸化炭素の吸収源として有効に活用するため、計画的に間伐を実施するとと

もに、間伐材の有効利用や、企業と連携した森林づくりなどを推進し、森林の保全・育成に取組んで

いきます。 

間伐実施前 

間伐実施後 
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（２）企業との協働による森林づくりの推進 
現現状状とと課課題題  

○近年、地球温暖化など環境問題への社会的な関心が高まる中、森林が有する山地災害の防止や水源

かん養、二酸化炭素の吸収源としての機能が高く評価され、これらの公益的機能の向上に貢献する

ため、森林づくりに参加する企業が増えています。 
○本県においても、平成 19 年から市町村と連携し、「企業の森」づくりに取組んでいますが、今後も

企業が参加しやすい環境を整備し、「企業の森」づくりを促進することにより、温室効果ガスの削減

を進める必要があります。 
 
具具体体的的なな施施策策  

○企業との協働による森林づくりの推進 

・今後も候補地の紹介や活動内容の提案を通じて、参加企業を積極的に支援します。 

・また、「岐阜県地球環境の保全のための森林づくり条例」に基づき、森林づくり活動により生じた

二酸化炭素吸収量を、企業が排出する二酸化炭素量から相殺できるものとして認定する制度を活

用し、企業との協働による森林づくり活動を推進します。 

 

企業との協働による森林づくり活動 
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取取組組方方針針  

 

 
（１）新エネルギー関連産業の育成支援 
現現状状とと課課題題  

○太陽光発電等の市場は拡大が見込まれ、企業間競争が激化しています。県内にも製造・販売を担う

関連産業が立地していますが、今後はこれらの育成支援を進めるほか、県外から企業誘致を行い、

関連産業の集積を図ることが必要です。 
○様々な用途が期待される電気自動車は、初期投資のコストが高いことや充電インフラの不足等によ

り、その普及が遅れています。今後は、電気自動車や充電インフラの普及促進を図り、観光・運輸

業界等にとって魅力ある市場とすることが必要です。 
 

具具体体的的なな施施策策  

○次世代エネルギーインフラ構築事業の推進 

・これまでに整備した、花フェスタ記念公園やクックラひるがの（民間商業施設）等の次世代エネ

ルギーインフラを活用し、太陽光発電、燃料電池及び蓄電池等の最適な組み合わせについて調査・

実証し、岐阜県モデルとして積極的に情報発信します。 

○東海三県広域連携新エネルギーシンポジウムの開催 

・愛知県、三重県及び名古屋市と連携し、新エネルギーに関するシンポジウムを開催します。各県

市と広域連携を図り、地域のものづくりと関連産業の結びつきを強化し、企業間の交流を促進し

ます。 

○「グリーンビジネス創出基金」による事業者の取組み支援 

・県内で企業等が行う、新エネルギーや省エネルギーに関する新たなビジネスモデルの創出や実証

実験、施設整備に対して補助します。 

○ビジネスミーティングの開催 

・観光やビジネス面での電気自動車の有効活用を図るため、観光・運輸業界等の関連企業とビジネ

スミーティングを開催し、情報交換や普及啓発を図ります。 

 

４．関連産業の育成支援 

 低炭素社会を実現するため、これまでに整備を進めてきた「次世代エネルギーインフラ」を活用し

た実証とＰＲを進め、家庭や施設、地域といった多様な特性に応じた新エネルギーの導入を促進し、

県内のエネルギー関連産業の振興に繋げていきます。 

 また、本県の中心産業である、ものづくり産業を振興するため、産学官の連携のもと、製造プロセ

スの省エネルギー化などの研究開発を推進し、環境に配慮したものづくり産業への転換を進めていき

ます。 



― �� ―

環境基本計画 

 
43 

（２）研究開発の推進 
現現状状とと課課題題  

○地球温暖化問題への対応として、製造業における二酸化炭素排出量の削減に向けた取組みを進める

必要があります。 
○バイオマスプラスチックは、製造過程における二酸化炭素排出量が石油由来の約１／３と、二酸化

炭素の削減に非常に有効な素材ですが、強度等が劣るため、素材・部材として利用が進んでいない

のが現状です。また、県内の主要産業の一つである陶磁器製造業においては、生産コストの大部分

を焼成コストが占めており、その省エネルギー化が強く求められています。 
○今後は、環境に配慮したバイオマス資源の有効利用や、製造プロセスの省エネルギー化等を通じて、

製造業における二酸化炭素排出量の削減に向け、環境関連技術の開発を進めることが重要な課題で

す。 
 
具具体体的的なな施施策策  

○環境配慮型ものづくり産業支援プロジェクトの推進 

・製造業について、バイオマス資源の有効利用、資源リサイクル、省エネルギー化を３つの柱とし

て、県の研究機関を中心に関連技術の確立と県内企業への普及を図ります。 
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第５部 循環型社会ぎふづくり 

 

取取組組方方針針  

 

 
（１）ごみ減量化の推進 
現現状状とと課課題題  

○ごみを減らす意識は県民の間に徐々に浸透し、実践活動も多くの県民や市民団体により行われてい

ますが、こうした意識がすべての県民に共有され、取組みが広く定着しているとまでは言えない状

況にあります。 
○本県の１人１日あたりのごみ排出量（平成 21年度）は 991ｇで、全国平均より低いものの、年々そ
の差が縮まる傾向にあります。 
○家庭ごみの減量化を図るには、県民の意識や関心を高めていくことが重要であり、ごみを減らす意

義や具体的手法、ごみとなるものをできるだけ家庭に持ち込まない、リデュース（発生抑制）の考

え方について、わかりやすい形で普及啓発を進める必要があります。また、一般廃棄物の処理につ

いて総括的な責任を有する市町村や、実践活動の推進役となることが期待される市民団体と連携を

図っていく必要があります。 
 

＜１人１日当たりごみ排出量＞                       （単位：ｇ） 

 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

岐阜県 1,050 1,048 1,047 1,057 1,048 1,060 1,027 1,013 991 

全 国 1,180 1,166 1,163 1,146 1,131 1,115 1,089 1,033 994 

                         出典：一般廃棄物処理事業実態調査 

○「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」を受け、平成 13 年度の
法施行時から調達方針を策定しています。 

 

具具体体的的なな施施策策  

○「家庭ごみ減量」の推進 
・市町村や市民団体と連携し、ごみを減らす意義や具体的な手法を伝える県民向け講習会を実施し

ます。例えば、食品廃棄物については、家庭から排出される生ゴミのリサイクルをモデル的に実

施していますが、講習会でその取組みを紹介することにより、生ゴミ等食品廃棄物のリサイクル

の普及啓発を図ります。 

１．循環資源の有効利用の推進 

一般廃棄物については、これまでもリサイクルの啓発など、市町村を中心に減量に向けた取組みが

進められているものの、近年排出量はほぼ横ばいで推移しています。 

ごみの減量化を実現するため、今後は、３Ｒ（Reduce（発生抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再

生利用））のうち、特に発生抑制（Reduce）に向けた取組みを県民、事業者、市町村などと連携し進

めていきます。 

  また、循環型社会を支える、各種リサイクルに関する法令の適正かつ円滑な運用に努めるほか、リ

サイクル製品の利用を推進するなど、循環資源の有効利用を進めます。 
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・県ホームページや広報誌、各種イベント等、様々な媒体や機会を活用し、家庭ごみ減量化の普及

啓発に努めます。 
○「環境にやさしい買い物」の推進 
・市町村や市民団体と連携し、環境にやさしい買い物や、ごみのリデュース（発生抑制）、リサイク

ル（再生利用）の考え方に関する県民向け講習会を実施します。 
・「東海三県一市グリーン購入キャンペーン」の実施や、商業施設等と連携した啓発活動等により、

環境にやさしい買い物の普及啓発に努めます。 
・市町村、市民団体、事業者とともに、小売店舗における容器包装の削減に向けて具体的な取組み

を検討します。 
○循環型社会形成推進協議会の開催 
・廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用について、県民、事業者、行政それぞれの自主的かつ積極

的な取組みを促進します。 
○東海三県一市グリーン購入キャンペーンの実施 
・グリーン購入の普及と定着を図るため、東海三県一市（愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市）と

日本チェーンストア協会中部支部、グリーン購入ネットワーク、（財）日本環境協会エコマーク事

務局との広域連携により、行政・団体・事業者が協働して消費者に対する啓発キャンペーンを実

施します。 
○岐阜県環境物品等調達方針によるグリーン購入の推進 
・県が調達を行う物品等のうち、原則として全て環境物品等を調達する「特定調達品目」を設定し、

それぞれの判断基準を示し、グリーン購入を推進します。 
○県内におけるごみ処理の状況及び３Ｒに関する施策状況等の紹介 
・ホームページ等を活用し、県内におけるごみ処理の状況及び市町村の３Ｒに関する施策状況等に

関する情報を提供します。 

      

 
 
 
（２）各種リサイクル法の適正な運用 
現現状状とと課課題題  

○容器包装廃棄物のリサイクル（市町村による分別収集、指定法人等への引渡し及び再生事業）は、

市町村における分別収集計画に基づき行われていますが、紙製容器包装については、分別収集が進

んでいない状況です。容器包装廃棄物のリサイクルを一層推進するためには、分別収集体制を整備

し、周知徹底を行う必要があります。 
○自動車リサイクルについては、自動車リサイクルシステムにより、全ての使用済自動車の処理工程

ごみ減量化講習会 ダンボールコンポスト 
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が厳格に管理されています。年次報告が未実施のフロン類回収業者や法定期限内に移動報告をして

いない解体業者等について、自動車リサイクル促進センターから報告があった場合は、指導を徹底

する必要があります。 
○建設リサイクルについては、法施行後、特定建設資材廃棄物のリサイクルが促進され、建設廃棄物

の再資源化等率は向上しました。しかし、高度成長期に建設された建物が更新期を迎えるなど、今

後、建設廃棄物の排出量の増大が見込まれるため、特定建設資材の分別解体や特定建設資材廃棄物

の再資源化を促進し、最終処分量を減らすとともに、廃棄物の排出を抑制することが重要です。 
○農業集落排水施設から発生する汚泥は有用な資源であるため、汚泥のコンポスト施設、移動脱水乾

燥車等の肥料化施設を整備するとともに、肥料として使用してもらうよう、普及啓発活動をさらに

実施する必要があります。また、家畜排せつ物や稲わらなどの農林系バイオマス資源とともに、食

品加工残渣の一層の有効活用を図る必要があります。 
 
具具体体的的なな施施策策  

○「容器包装リサイクル法」の円滑な推進 
・容器包装廃棄物の分別収集を完全に実施するため、市町村に対する施設整備の支援を行います。 
・「容器包装リサイクル法」について、積極的な普及啓発を実施するとともに、容器包装廃棄物の分

別収集等について市町村広報誌やごみカレンダー等を用いて周知徹底を図ります。 
○「家電リサイクル法」の円滑な推進 
・「家電リサイクル法」について、市町村広報誌やごみカレンダー等を用いた普及啓発を実施します。 
○「自動車リサイクル法」の円滑な推進 
・自動車リサイクル促進センターから報告があった年次報告未実施のフロン類回収業者や法定期限

内に移動報告をしていない解体業者等に対し、立入検査を実施して指導を行うなど、法の円滑な

運用を図ります。 
○「建設リサイクル法」の円滑な推進 
・県のホームページ等の媒体を活用し、法の制度や届出手続等について、普及啓発に努めます。 
・「建設リサイクル法」の対象建設工事が適切に施工されるよう、パトロールの充実に努めます。 
○建設系産業廃棄物の再資源化等の促進 
・「岐阜県優良建設廃棄物選別資源化センター」認定施設をモデル施設として推奨し、建設廃棄物

の選別・再資源化を適正に行うことのできる処分業者を育成します。 
・建設廃棄物は、適正に選別して再資源化を図り、埋立処分量を削減することが重要であることを

排出事業者に周知していきます。  
○汚泥リサイクルの普及啓発 
・汚泥肥料の施肥マニュアル作成のための栽培実験や、汚泥利用の啓発ＰＲ用パンフレットを作成

します。また、県政モニターへアンケートを実施し、普及啓発活動の効果を検証します。 
○バイオマス資源及び食品循環資源の利用促進 
・家畜排せつ物や稲わらなど、農林系バイオマス資源のたい肥化施設等の整備に対して支援を行い

ます。また、安全面に配慮した食品加工残渣の飼料化の取組みを支援します。 
 

 
（３）リサイクル製品の利用推進 
現現状状とと課課題題  

○岐阜県リサイクル認定製品数は平成 21年度末現在 188 製品で、平成 21 年度の販売実績は約 59億
円となっています。 
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＜リサイクル認定製品販売額＞                       （単位：億円） 

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 

販売額 64 70 60 62 59 

 

○現在の経済情勢では、各企業が資源リサイクルなどの環境保全活動と企業としての営利活動を両立

させることが非常に困難で、社会全体の環境に関する取組みを鈍化させる要因になっています。ま

た、リサイクル製品の開発にはコストがかかり、それが製品価格へ反映されるため、リサイクル製

品の利用が進まない要因となっています。 
○また、平成 17年度にリサイクル認定製品に係る制度の厳格化を図ったこと、また、公共事業の減尐
により、リサイクル認定製品の活躍の場が減尐することとなり、製品数が減尐しています。 

 

具具体体的的なな施施策策  

○岐阜県リサイクル認定製品の利用推進 
・リサイクル認定製品の認定と公共事業での積極的な利用を推進します。 
・建設技術フェアなど、事業者や自治体関係者が集まる場に出展し、広くＰＲを行います。また、

リサイクルに関する学識者等によるセミナーを開催し、消費者の需要にあった認定製品の開発に

向けた事業者の取組みを促進します。 
 

     

マイバッグ（廃プラスチック(シートベルト)を利用） 

（リサイクル認定製品） 

パーテーション（県産の間伐材を利用） 
（リサイクル認定製品） 
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取取組組方方針針  

 

 
（１）一般廃棄物の適正処理の推進 
現現状状とと課課題題  

○一般廃棄物処理施設への定期的な立入検査を実施していますが、概ね適正に維持管理されています。 
○一般廃棄物については、近年、様々な排出抑制やリサイクルが進められていますが、廃棄物を生活

環境上、支障が生じないうちに適正に処理することが極めて重要であり、そのためには、処理施設

が今後も適正に維持管理されることが不可欠です。 
 
具具体体的的なな施施策策  

○一般廃棄物処理施設への立入検査の実施 
・一般廃棄物処理施設に対して立入検査を実施し、必要な  
指導を行います。 

○ 一般廃棄物処理施設整備等に対する支援 
・市町村等が行う一般廃棄物処理施設の整備に対して、国

制度の活用を通じて支援を行います。また、市町村が行

う一般廃棄物のリサイクルを促進するため、使用済小型

家電の分別収集等の先進事例に関する情報提供や技術的

支援を行います。 
○県内におけるごみ処理の状況及び３Ｒに関する施策状況等の紹介 
・ホームページ等を活用し、県内におけるごみ処理の状況及び市町村の３Ｒに関する施策状況等に

ついて情報を提供します。 
○岐阜県環境美化運動推進要領の推進 
・「空き缶クリーンキャンペーン週間」等、県、市町村、県民等が一体となった環境美化運動を推進

します。 
 
 
（２）産業廃棄物の適正処理の推進 
現現状状とと課課題題  

○産業廃棄物の処理業者や処理施設への立入検査を定期的に実施していますが、概ね適正に処理され

ていることを確認しています。しかし、対象事業者が非常に多く、全ての事業者に対して同様に立

２．廃棄物の適正処理の推進 

循環型社会の実現に向けて、県民、事業者、行政がそれぞれの責務を十分認識し、一般廃棄物及び

産業廃棄物が適正に処理されるよう、処理施設に対する立入検査などを引き続き実施します。 

また、必要な処理施設の設置にあたり、地域住民の理解を得ることが困難となるなど、処理業者や

処理施設に対する不安感や不信感が見受けられます。このため、廃棄物の処理に対する理解を深めて

いただくための取組みのほか、併せて優良な排出事業者及び処理業者の育成にも努めます。 

なお、不法投棄等の不適正処理については、県民生活に与える影響が大きいため、関係機関との連

携を密にするとともに、監視活動を強化することにより、早期発見及び早期措置に努めていきます。 

一般廃棄物処理施設 
多治見市 三の倉センター 
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入検査を行うことは容易ではありません。 
○「廃棄物処理法」では、産業廃棄物の処理責任はそれを排出する事業者が負うこととされています

が、特に中小事業者においては、廃棄物関係法令や適正処理に関する知識が十分でない傾向があり

ます。 
○「岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例」において、事業者による

関係住民への事業計画の周知、事業者と関係住民との文書による意見交換、県による合意形成等に

関する判断等の制度を新たに規定しました。しかし、処理施設に対する不安・不信感等から、施設

の設置にあたり地域住民の理解を得ることが困難なケースがあります。 

○県内に保管されているＰＣＢ廃棄物については、「岐阜県ＰＣＢ廃棄物処理計画」に基づき、その適

正処理を進めています。なお、ＰＣＢ廃棄物は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する

特別措置法」により、平成 28年７月が処理期限とされています。それまでに全てのＰＣＢ廃棄物を
処理するため、県内のＰＣＢ廃棄物、特に微量ＰＣＢ廃棄物の数量を正確に把握する必要がありま

す。 
○農業用使用済みプラスチックについては、施設面積の減尐やハウスビニールの複数年張りの普及な

どにより、その排出量が近年減尐傾向にあります。また、農業用使用済みプラスチックの処理は適

切に行われていますが、過半が埋立や焼却による処理となっており、今後は再生処理率を向上させ

る必要があります。 
○家畜排せつ物は、昔から肥料として有効利用されていますが、近年、生産コストの低減を図るため、

畜産経営の規模拡大が進んだことにより、１経営体から発生する家畜排せつ物の量が増えています。

今後も家畜排せつ物を適正に処理するためには、生産された堆肥が、円滑に利用されなければなり

ません。 
 
具具体体的的なな施施策策  

○産業廃棄物処理業者等に対する効果的な立入検査の実施 
・産業廃棄物の取扱状況等を勘案して定期立入の回数を設定し、一斉立入、随時立入等を組み合わ

せて実施することにより、重点的かつ効果的な監視指導を行います。 
○中小排出事業者の意識高揚と関係法令等の理解促進        
・主に中小事業者を対象に、廃棄物関係法令や適正処理についての知識を深めていただくため、法

令講習会を実施します。 
○産業廃棄物処理施設設置に係る合意形成等を図るための手続条例の運用 
・条例に規定された制度が円滑に運用されるよう、事業者及び関係住民に対して制度の周知を図り

ます。 
・事業者が行う関係住民への事業計画の周知について、より効果的に実施できるよう、ガイドライ

ンを策定します。 
○優良な産業廃棄物処理業者の育成 
・処理業者等が主催する法令講習に講師を派遣する等、処理業者の関係法令に関する知識の向上を

図ります。 
○廃棄物処理施設に対する県民の理解促進 
・処理業者等との連携やホームページの活用等により、産業廃棄物処理施設に関する認識と理解を

深めてもらうための啓発活動を実施します。 
・産業廃棄物処理施設に対する周辺住民の不安感や不信感を解消するため、処理業者に対し、処理

施設の操業状況や廃棄物の処理状況、自主測定結果等の情報公開を促します。 
○ＰＣＢ廃棄物の計画的な適正処理の推進 
・微量ＰＣＢ廃棄物の疑いがあるコンデンサ等の検査費用に対する補助を行い、ＰＣＢ廃棄物の保
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管状況の把握に努めます。 
・ＰＣＢ廃棄物の処理が円滑に進むよう、日本環境安全事業㈱豊田事業所との連携を密にするとと

もに、保管事業者への周知、啓発に努めます。 
○農業用使用済プラスチック適正処理の推進 
・岐阜県農業用使用済プラスチック適正処理推進協議会を中心に、農業関係団体等に対し、再生処

理率向上に係る働きかけや情報提供を行い、引き続き指導します。 
○家畜排せつ物処理施設の整備に対する支援 
・国庫補助の対象とならない、小規模農家が利用する家畜排せつ物処理施設の整備を支援します。 
○畜産環境保全推進指導協議会の開催 
・県域並びに地域の協議会を開催し、畜産経営に起因する環境問題について、情報交換を行うとと

もに、実態調査や巡回指導を行います。 
○耕畜連携農業推進連絡会議の開催 
・県域並びに地域の連絡会議を運営し、畜産農家で生産された良質な堆肥を耕種農家において有効

利用することにより、資源循環型農業を確立します。 
 
 
（３）不法投棄等の不適正処理対策の推進 
現現状状とと課課題題  

○不法投棄など、廃棄物の不適正処理に関する行政指導の状況は以下のとおりです。 
    ＜廃棄物の不適正処理に関する行政指導の状況＞ 

 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 

文書指導 18 ３ 10 19 17 

改善命令 １ ０ ０ ０ ０ 

措置命令 ２ ２ ０ ０ ０ 

許可取消処分等 13 ９ ９ 17 13 

計 34 14 19 36 30 

○不適正処理事案は悪質で巧妙化しています。また、行政の指導に従わず、大規模で深刻な不適正処

理事案に発展するケースも後をたちません。これまでに大規模な不法投棄事件を相次いで検挙して

きましたが、依然として予断を許さない状況にあるため、今後も関係機関との連携を密にした取締

りを継続する必要があります。 
○過去に廃棄物の不適正処理が行われた現場等について、地

域住民が自ら状況を監視する組織として「岐阜県ふるさと

環境保全委員会」があります。その活動は、各委員会の自

主性に任せていますが、より効果的な監視を行うため、県

関係機関との連携をより密にする必要があります。 
○また、日常の監視活動については、圏域が広く、山間部な

ど人目につきにくい場所も多いため、行政によるパトロー

ルのみでは限界があります。したがって、地域住民や市民

団体と行政が協働し、地域ぐるみの監視体制を確立するこ

とが必要です。 
○産業廃棄物の処理責任は、第一義的には排出事業者にあることから、処理業者はもちろん、排出事

業者に対しても、廃棄物処理法の遵守や社会的責任の徹底を促す必要があります。 
 

不法投棄の現場 
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具具体体的的なな施施策策  

○通報体制の整備 
・廃棄物インターネット 110番を通じ、不法投棄等の情報収集に努めます。 
○取締り等の実施 
・地域住民と連携した監視活動のほか、関係機関との連携

を保ちつつ、事犯の内容に応じて指導、警告、検挙等を

積極的に行います。 
○不適正処理事案の公表 
・産業廃棄物の不適正処理事案に関する事実や行政の対応  
状況を県ホームページで公表します。 

○関係機関との連携 
・産業廃棄物の不適正処理事案について、関係機関が相互

に連携し、厳正な措置を実施するため、連絡会議を開催

します。 
・警察的手法（聴き取り、張り込み、現場指導）を活用したパトロール及び立入検査を実施するた

め、現地機関に廃棄物監視指導専門職を配置します。 
・監視カメラを活用するほか、行政による監視が手薄となる夜間・休日には、不法投棄等監視パト

ロールを実施します。 
○岐阜県ふるさと環境保全委員会による監視活動の支援 
・各委員会から通報、要望、情報提供等を聴き取り、必要に応じて事業者への立入検査等を行うほ

か、委員会による監視活動を積極的に支援します。 
○「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」の適確な運用 
・埋立て等に関して、廃棄物の有無に関わらず立入検査を可能とする「岐阜県埋立て等の規制に関

する条例」を適確に運用します。 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

産業廃棄物運搬車輌の路上検査 
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（４）災害時における廃棄物処理対策の推進 
現現状状とと課課題題  

○災害時には被災地が混乱し、災害廃棄物を適正に処理できなくなる可能性があります。このため、

各市町村は災害時に発生する廃棄物の総量を予測し、収集運搬の手段、仮置場等の確保、分別方法

等、その処理方法に関する計画（以下「災害廃棄物処理計画」という）を策定する必要があります。 
○平成 22 年４月時点において、21 市町村が災害廃棄物処理計画を策定していますが、災害発生時の
廃棄物処理を円滑に行うため、全ての市町村において計画が策定されることが必要です。 
○また、被災市町村のみで対応が困難な場合には、早期に支援体制を確立する必要があります。この

ため、本県では「岐阜県市町村災害廃棄物広域処理計画」を策定し、災害発生時における県及び県

内市町村等の応援・連絡体制を定めています。また、災害発生時における廃棄物の収集運搬等につ

いて、関係団体と無償団体救援協定を締結しています。 
○災害時には不法投棄などの不適正処理が行われる可能性もあり、その防止に努める必要があります。 
 

具具体体的的なな施施策策  

○市町村における災害廃棄物処理計画の策定支援 
・支援ツール等を配布し、災害廃棄物処理計画の策定を支援するとともに、様々な機会をとらえ、

計画の早期策定を呼びかけます。 
○災害時における支援体制の確立 
・災害時には、被災市町村からの応援要請に基づき、広域的な支援体制を早期に確立するとともに、

関係団体に対して協定に基づく応援を要請します。 
○災害時における廃棄物の適正処理に関する啓発 
・災害時においても、事業活動によって生じた廃棄物が自らの責任で適正処理されるよう、啓発活

動に努めます。 
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取取組組方方針針  

 
 
（１）リサイクル関連産業の育成支援 
現現状状とと課課題題  

○リサイクルがビジネスとして成立するためには、リサイクル製品であっても、安全で高い品質が求

められることはもちろん、消費者のニーズにあった製品開発や、将来有望なリサイクル技術の開発

が求められます。 
○容器包装に多用されるプラスチック廃棄物（廃プラスチック）のリサイクルに関しては、再資源化

の工程における機械装置の腐食発生や製品への臭気残留、不純物混入などによる品質低下といった

技術的な問題があり、現状では一定の限界があります。 
○今後、廃プラスチックの再資源化を進めるためには、その性状把握を通じた腐食原因物質の特定や

腐食の抑制対策など、研究開発を進め、再生材の品質向上を図るとともに、再資源化プラスチック

を活用した高付加価値化製品の開発を促進することが必要です。 
○メッキ汚泥等をはじめとする金属系産業廃棄物については、廃棄物の減量化や安全化が課題となっ

ています。また、鉄やニッケル等の混合金属廃棄物の分別回収も大きな課題ですが、その効率的な

回収技術は確立されていません。 
○金属系産業廃棄物については、今後、再利用が可能な鉄やニッケル等について、効率的で還元率の

高い金属回収技術を確立することが、資源リサイクルの推進はもとより、廃棄物の減量化や安全化

の観点からも必要です。 
 

具具体体的的なな施施策策  

○リサイクル関連産業の育成支援 
・廃棄物の発生抑制やリサイクルを促進するため、リサイクル関連産業の技術開発、販売促進等に

関するセミナーを開催します。 
○環境配慮型ものづくり産業支援プロジェクトの実施 
・製造業について、バイオマス資源の有効利用、資源リサイクル、省エネルギー化を３つの柱とし

て、県の研究機関を中心に環境関連技術の確立と県内企業への普及を図ります。 

３．関連産業の育成支援 

循環型社会の実現には、廃棄物の発生抑制とリサイクルの促進が不可欠であり、そのために、事業

者が行うリサイクル製品の技術開発及び販売促進のための取組みを支援します。 

 また、研究開発を推進し、その成果の県内企業への技術移転を進めることにより、循環型社会の実

現に向けた企業の取組みを積極的に推進していきます。 
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第６部 環境にやさしいぎふの人づくり 

 
取取組組方方針針  

 
 
（１）教えることのできる人材の育成と活用 
現現状状とと課課題題  

○学校や地域における環境教育・環境学習を推進するためには、指導者の育成とその有効活用を図る

必要があります。環境教育・環境学習を今後、より効果的に推進するため、県民と指導者間のネッ

トワークを構築することが課題となっています。 
○環境教育・環境学習を実施するにあたっては、自然のみならず、ライフスタイル、エネルギー、食

糧問題など、総合的な視点が必要です。したがって、それぞれの専門能力を持つ人材をつなぎ、カ

リキュラムを調整するコーディネーターが求められています。 
○学校における環境教育を担う教員の資質向上を図るため、教員に対する研修機会を確保するととも

に、実体験を重視するなど、研修の実施方法についても工夫が必要です。 
○県が開催した自然観察会の参加者からは「おもしろかった」という声が多く寄せられており、自然

観察会に対する潜在的な需要は高いと考えられます。 
○木の文化への理解を深め、自然環境への配慮を推進する「木育」が全国的に広がっていますが、そ

の企画・運営ができる人材が不足しています。 
 

具具体体的的なな施施策策  

○教えることのできる人材に関する情報の充実とその活用 
・企業や学校、地域における環境教育・環境学習を支援するため、講師やスタッフとして活躍でき

るボランティア人材に関する情報の充実を図るとともに、ホームページ等を通じてその提供を行

います。 
・また、企業や地域からの求めに応じて、その人材や県職員を企業や学校、地域のコミュニティ等

へ派遣することで、環境学習を推進します。 
○自然ふれあいサポーター制度の取組み推進 
・自然観察会等のガイドができる資格を有する方を｢自然ふれあいサポーター｣として委嘱し、その

情報を県ホームページで公表することで、県民が有資格者情報やイベント情報の入手、有資格者

との連絡をスムーズに行えるようにし、県民の自然観察会等への参加を促進します。 
○木育指導者の養成 

１．環境教育・環境学習の推進 

 環境に関する県民の意識は高まっています。環境問題を正しく理解し、行動するために、大人から

子どもまで幅広い世代を対象とした環境教育、環境学習機会のより一層の充実を図ります。 

また、環境に配慮した行動から得られる喜びや充実感を感じてもらえるよう、体験を重視するなど、

充実したプログラムの提供に努めます。 

さらに、本県の豊かな自然や、地域での環境保全活動など、環境に関する様々な情報を集積し、県

民・事業者・行政など、あらゆる主体と共有するとともに、その情報を県内外に向けて発信していき

ます。 
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・森林文化アカデミーにおいて２年間の専修教育により、木材を活用したものづくり技術・デザイ

ン知識を修得し、木育プログラムの作成・運営をコーディネートできる人材を育成します。 
○教員に対する研修の実施 
・岐阜県総合教育センターなどで実施する教員研修を通じて、環境教育を実践できる教員の資質向

上に努めます。 
・教員研修では、農業協同組合、農業生産法人、森林文化アカデミーのほか、県内の環境教育に関

連する団体等とも連携し、実体験を重視した研修を行います。 
・県内の農業科を設置する高校と連携して行う、児童生徒が自然に触れる体験の機会等を利用し、

教員の環境教育に関する知見を広めます。 
 
 
（２）学習の機会の提供及び活用 
現現状状とと課課題題  

○平成 20 年度に環境省が行った「環境にやさしいライフスタイル調査」によると、自然とのふれあい

を今より増やしたいと考えている人は 63％となっており、環境学習の機会の充実が望まれています。 
○学習機会の提供については、行政やＮＰＯ等のほか、大手企業等がＣＳＲ活動の一環として行う学

校への出前講座等、様々な主体が活発に取り組んでおり、参加する県民も多くなっています。 
○今後も地球温暖化問題など様々な分野を対象に、また、子どもから大人、家庭から学校・職場まで、

あらゆる年代、場面における学習機会をより一層充実させる必要があります。そのためには、ＮＰ

Ｏなどの各団体や企業、行政がそれぞれの活動分野を活かしながら、協力して取組むことが必要で

す。 
○集落機能の低下や農業従事者の高齢化、農産物の価格低迷による農家所得の減尐といった社会経済

情勢の変化により、農家による農地や農業用水等の管理が困難となっています。このため、農村地

域だけでなく、都市住民の方にも参加いただき、より多くの県民の方に農業農村の魅力や多面的機

能を知ってもらうことが必要です。 
○近年、子ども達が森林と関わる機会が尐なくなっています。学校林を保有する専門高校では、実習

を通じた森林の保育（植林や除伐等）に関する学習や、農業科を設置する高校では、実験を通じた

屋上緑化の効果についての学習といった取組みが行われていますが、森林・林業等についての理解

を深めるため、森林環境教育の一層の充実が必要です。 
○川遊びのような河川等の水辺にふれる機会が減尐し、河川が有する自然環境や生息する多様な生物

への認識、理解が低下しています。 
 
具具体体的的なな施施策策  

○体験を重視した児童生徒の環境教育・環境学習の充実 
・児童生徒の発達段階や学校の実態に応じて、河川や里山などの自然環境に親しみながら、豊かな

人間性や生きる力を育成する体験学習の取組みの充実に努めます。 
・小・中学校等の児童生徒の体験活動を支援するため、施設に関する情報提供を行うほか、博物館

などでは、親子で参加できる体験型環境学習の場を提供します。 
○専門高校と小・中学校の連携促進 
・専門高校による小・中学校への出前授業や、学校施設の開放等により、地域に根ざした学習活動

を推進します。 
・専門高校において実施している河川等の水質調査の結果を小・中学校に提供し、環境教育での活

用を進めます。 
○小・中学校における環境教育の情報発信 
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・保護者向けの学校便り等に学校での取組みを掲載するなど、保護者等への情報発信に努めます。 
○地球温暖化に関連する学習機会の充実 

・出前講座の実施 
・岐阜県地球温暖化防止活動推進センターや企業と協働し、

県内の小中学校や企業、団体等を対象にした出前講座を

実施します。 
・地球温暖化防止月間における啓発 
・12 月の地球温暖化防止月間には、イベントの開催等を

通じて、地球温暖化防止に関する普及啓発を重点的に行

います。 
○農業に関連する学習機会の充実 
・「ぎふ水土里のプロジェクト」の推進 
・小学生や地域住民を対象に、農業用用排水路やため池、水田における生き物調査や、農業農村

の多面的機能について学ぶ機会を設けます。 
・農業農村の魅力や多面的な機能をＰＲするため、県内各地で幅広い年齢層の方が参加いただけ

るウォーキング大会やパネル展示会等を開催します。  
○林業に関連する学習機会の充実 
・木育の推進 
・木育の実施を希望する保育所等の施設に木育推進員を派遣し、木育のＰＲ、木育教室開催のコ

ーディネートを行い、普及啓発を進めるとともに、木育指導者研修を開催し、指導者を育成し

ます。 
・緑と水の子ども会議の推進 
・緑と水の子ども会議の実施にあたり、小中学校、高等学

校及び特別支援学校に対してプログラムの提案、講師の

紹介、活動経費の負担等の支援を行い、学校現場での森

林環境教育を推進します。 
・森林文化アカデミー生涯学習講座の開催 
・一般県民を対象にした環境に関する講座を実施します。 

○河川に関連する学習機会の充実 
・川の体験学習への支援 
・一人でも多くの子どもたちに治水や河川の有する自然環境への関心や理解を深めてもらうよう、

地域の小中学校に積極的に働きかけ、川の体験学習に対する支援を拡充します。また、ＮＰＯ

などとの連携を図り、県民協働による学習を進めます。 
・カワゲラウオッチング（水生生物調査）の取組みの推進 
・小中学校や環境保全団体が調査を実施する際には、要望に応じて講師の派遣や器具の貸し出し

など、支援を行います。 
・より一層の普及を図るため、指導者の育成に取組むとともに、過去の調査結果を、河川の水質

状況を学習するための基礎資料として活用を進めます。 
・「水のこども会議」の実施 
・森林や身近な河川の生き物や、水に関わる人々の暮らしなど、「水」をキーワードにした学習を

通じて、子ども達に森川海が一体となった自然環境保全に対する理解を深めてもらうため、「水

のこども会議」を実施します。 
・「流々プロジェクト」の実施 
・身近な水路から川までの水の経路を実際に歩くことで、子ども達に自分たちの生活と川、海の

緑と水の子ども会議 

地球温暖化に関する環境学習 
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繋がりを再認識してもらう、「流々プロジェクト」を実施します。 
 
 

（３）環境情報の共有 
現現状状とと課課題題  

○最近では多くの県民が、環境に関する情報を入手するため、インターネットや電子メールを活用し

ています。本県においても、ホームページを活用し、県内の環境に関する様々な情報を集積し、県

民との情報共有を行っています。 
○今後は、インターネットを活用しない県民との情報共有も含め、より多くの方との情報共有を進め

る必要があります。また、共有する情報の内容の充実を図り、県民の様々なニーズに応えていく必

要があります。 
 

具具体体的的なな施施策策  

○情報共有の機会の充実 
・県が行う啓発イベントなど様々な機会をとらえ、また、ホームページや地上デジタルテレビのデ

ータ放送など、様々な媒体を活用し、より多くの県民との情報共有に努めます。 
○共有する環境情報の内容の充実 
・県民のニーズにあった内容を中心に、また、常に新しい情報を掲載し、ホームページの内容の充

実を図ります。 
・ホームページでは市町村のほか、企業や環境保全団体などの取組み事例も積極的に掲載するなど、

充実した情報を発信します。 
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取取組組方方針針  

 

 
（１）県民協働による環境保全活動の推進 
現現状状とと課課題題  

○「公益信託はつらつファンド」により、社会参加活動の担 
い手となるＮＰＯ法人の設立や人材育成に対して助成を 
行ってきた結果、環境保全を活動分野に掲げる法人数は 
200 を超え、様々な活動が行われています。 

○環境月間（６月）や県民環境の日（毎月第２土曜日）には、

各圏域毎での環境塾の開催、メールマガジンの配信など、

県民協働での環境保全活動の実践、啓発を進めています。 

○今後も県民協働による環境保全活動の取組みをさらに促

進するため、より充実した支援を行う必要があります。 

○「全国豊かな海づくり大会」を通じて高められた県民の環

境保全意識の高まりを県民運動に発展させ、より多くの県民の参加のもと、環境保全活動を推進す

る必要があります。 

○企業の社会的責任（ＣＳＲ）に対する関心が高まる中、森林づくり活動を通じて社会貢献活動を展

開したいと考える企業が増えています。今後は、企業に対する森づくりの提案や候補地の紹介の他、

地元の受入体制づくりを進めることが必要です。 

 
具具体体的的なな施施策策  

○環境教育・環境学習や環境保全活動を実践する団体への支援 

・ホームページやメールマガジン等の広報媒体を通じて、ＮＰＯやボランティア団体の活動を紹介

し、取組みの輪を広げるとともに、団体の活動の充実に向けて支援します。 

○「清流の国ぎふ」づくりの推進 

・「清流の国ぎふ」を県内外に向けてＰＲするため、清流月間を設定し、多彩な取組みを推進します。

また、「清流の国ぎふ」づくりに向けた取組みを県民総参加で推進するため、「『清流の国ぎふ』づ

くり県民連携会議」を運営します。 

○「森林・環境税（仮称）」導入の検討 

・「清流の国ぎふ」づくりに向けた新たな取組みを進めるための税財源として、「森林・環境税（仮

称）」の導入について、その是非も含め、県民の皆様の意見を伺いながら検討します。 

○企業による森づくりの推進 

２．「清流の国ぎふ」づくりを支える仕組みづくり 

平成 22年に開催された「全国豊かな海づくり大会」では、約 300の協賛行事に 100万人余りの方々

に参加いただきました。 

今後、この「全国豊かな海づくり大会」を通じて、森・川・海が一体となった環境保全への意識の

高まりを、県民総参加による「清流の国ぎふ」づくりへと発展させるため、清流を「守る」「活かす」

「伝える」の基本方針のもとに、様々な取組みを進めていきます。 

また、「清流の国ぎふ」づくりに向けた取組みを進めるための新たな税財源の導入については、そ

の是非も含め、県民の皆様の意見を伺いながら検討を進めていきます。 

長良川環境レンジャーの活動（岐阜市） 
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第７部  計画の推進 

 
 

・本計画の推進にあたっては、今後策定又は改定等が予定されている、「岐阜県地球温暖化対策実行計画」、

「生物多様性地域戦略」、「岐阜県廃棄物処理計画」など、環境に関連する各種計画・ビジョン等にお

ける具体的施策も実施しながら、「清流の国ぎふ」づくりを着実に進めていきます。 
    
 

 
・本計画に掲げる環境に関する施策、取組みは、本県の行政全般に関わるものであり、本計画の着実な

推進のためには全庁的な取組みが必要です。 
・組織体制にあたっては、幹部会議等の庁内組織を通じて本計画の進捗状況等の点検、施策の見直し等

を図ります。 
・意見及び助言を受けるため、岐阜県環境審議会に報告します。 
 

 
・県民の役割 
   環境問題の多くは、私たちの生活から生じる環境への負荷がその一因となっていることから、それ
を自らの問題としてとらえ、環境保全への意識を一層高めるとともに、日常生活において積極的に環

境に配慮した取組みを行っていくことが期待されます。 
 
・地域住民組織・ＮＰＯの役割 
   地域における環境保全活動はもとより、専門的な知識や技術を有していることから、行政ではでき
ないきめ細やかな活動が期待されます。 

 
・事業者 
   企業としての社会的責任の重要性から各種法令の順守はもとより、環境に配慮した経営を進めるこ
とが必要です。また、行政や地域との連携により環境保全に関する活動に積極的に参画することが期

待されます。 
 
・市町村 
   地域住民に最も近い自治体として、様々な環境課題に取組む際には、より効果的できめ細かな施策
を行うことができます。それぞれの社会的、自然的条件に応じた地域の環境保全の推進役として期待

されます。 
 
・県 
   県は、環境の保全と創出に関する施策を総合的、計画的に推進するとともに、その成果を広く公表
し適切な進行管理を行います。 
また、自ら率先して環境への負荷の低減を目指した行動を実践します。 

 
 

３．各主体の役割 

２．推進体制 

１．計画の着実な推進に向けて 
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  ・本計画に掲げた目標、施策については目指す数値目標の達成状況、各施策の進捗状況等を確認しなが

ら適切な進行管理を行います。 
  ・本計画の進捗状況等を岐阜県環境審議会に報告するとともに、その状況を毎年「環境白書」や岐阜県

ホームページにおいて公表します。 
 

     
 
 

４．進行管理 
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Ⅰ　　自然共生社会ぎふづくり

指　　　標　　　名 単　位
計画策定時
の現況値
（H21年度末）

中間目標値
（H25年度末）

目標値
（H27年度末）

指標の趣旨及び考え方

間伐実施面積 ㌶
14,373

（単年度）

56,000
（H22年度～
H25年度）

70,000
（H22年度～
H26年度）

（趣旨）
・生物多様性の保全機能、水源かん養機能を維
持・回復した森林面積を示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・「岐阜県間伐推進加速化計画」の目標値を設定
する。

岐阜県希少野生生物保護条例に基づく指定
希少野生生物の種の数

種 16 － 20

(趣旨)
・希少な野生生物であって、捕獲等の禁止などの
規制をすることで、生育・生息を保護するべき種数
を示す。
(最終目標値の考え方（根拠））
・前計画と同様、希少野生生物の４種増を目標と
する。

岐阜県希少野生生物保護条例に基づく指定
希少野生生物の保護区の数

保護区 5 6 7

(趣旨)
・保護するべき希少な野生生物の現状をもとに、希
少な野生生物と一体的に保護するべき箇所数を示
す。
(最終目標値の考え方（根拠））
・前計画と同様、希少野生生物の２保護区の増を
目標とする。

ツキノワグマの放獣率 ％ 7 11 15

(趣旨)
・全国的に希少と言われるツキノワグマの放獣の
度合いを示す。
(最終目標値の考え方（根拠））
・過去５か年における放獣率の平均（7.3%）の約２
倍を目指す。

外来生物防除実施計画策定市町村数 市町村数 19 23 27

(趣旨)
・外来生物の防除体制整備の進捗度合いを示す。
(最終目標値の考え方（根拠））
・計画策定が必要と考えられる27市町村全ての策
定を目指す。

獣害防護柵の受益面積 ㌶ 181 660 900

(趣旨)
・獣害防護柵の受益面積の増加に応じて、鳥獣被
害が減少すると考え、鳥獣害対策の進捗状況を把
握する指標として設定する。
(最終目標値の考え方（根拠））
・H21年の鳥獣被害額を、5年間で1割削減するた
めに必要な防護柵の受益面積を設定する。

耕作放棄地解消面積 ㌶ - － 350

(趣旨)
・耕作放棄地解消への取組みの度合いを把握する
ため、耕作放棄地のうち、農地に再生できた面積
を指標として設定する。
(最終目標値の考え方（根拠））
・長期構想において年間70ｈａの耕作放棄地を解
消する目標があり、平成23年度からの累計350ｈａ
とする。

農林漁業体験施設数 箇所 72 87 90

(趣旨)
・グリーン・ツーリズムの受入体制づくりの成果指
標として、都市住民などに農林漁業体験などを提
供する施設の数を設定する。
(最終目標値の考え方（根拠））
・農林漁業体験施設数の25％（18箇所）増加を目
指す。

農林漁業体験者数 人数 118,000 138,000 150,000

(趣旨)
・グリーン・ツーリズムの受入体制づくりと情報発信
の成果指標として、県内での農林漁業体験を行っ
た者の数を設定する。
(最終目標値の考え方（根拠））
・１施設あたり体験者数の微増を見込みつつ、施
設数の増加により体験者数の目標値を設定する。

５．目標指標
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指　　　標　　　名 単　位
計画策定時
の現況値
（H21年度末）

中間目標値
（H25年度末）

目標値
（H27年度末）

指標の趣旨及び考え方

公用車における環境にやさしい車の導入率 ％ 51.2 53.0 56.6

（趣旨）
・本県における環境対応車導入状況を示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・H25以降、年1.8％増加を目指す。

フロン類回収量報告書提出率 ％ 95 98 100

（趣旨）
・フロン類回収量を示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・提出率100％を目指す。

騒音の環境基準達成率（一般地域） ％ 89.2 90.0 100

（趣旨）
・環境基準達成率を把握することより、県内の環境
騒音の状況を示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・環境基準達成率100％を目指す。

騒音の環境基準達成率（自動車騒音） ％ 92.5 95.0 100

（趣旨）
・環境基準達成率を把握することより、県内の環境
騒音の状況を示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・環境基準達成率100％を目指す。

ダイオキシンの排出基準適合率 ％ 100 100 100

（趣旨）
・排出基準適合率を把握することにより、特定施設
の維持管理状況の適正さを示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・排出基準適合率100％を目指す。

良好な景観づくりに向けて活動している住民
組織の数

団体 93 106 120

（趣旨）
・県民の良好な景観形成に対する意識の高まり度
合いを示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・実績を踏まえ、30％増（5年間）を目指す。
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Ⅲ　低炭素社会ぎふづくり

指　　　標　　　名 単　位
計画策定時
の現況値

（H21年度末）

中間目標値
（H25年度末）

目標値
（H27年度末）

指標の趣旨及び考え方

温室効果ガス削減目標

ぎふエコ宣言参加者人数 人 122,194 200,000 220,000

（趣旨）
・県内での地球温暖化防止に関する取組みの波
及度合いを示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・H25年度末までに20万人の参加を目指す。その
後は県外からの入り込み者（県内への通勤者、観
光客など）への普及を年1万人ずつ図る。

新エネルギー・省エネルギー関連指標

（趣旨）
・本県におけるエネルギーインフラの将来像を定量
的に示したもの。
（最終目標値の考え方（根拠））
・「岐阜県次世代エネルギービジョン」の目標値を
設定する。なお、「次世代エネルギーインフラの導
入」については、インフラの構成要素の一つである
蓄電池等の普及がＨ27年度以降と見込まれるた
め、中間目標は設定しない。

・ＥＶ・ＰＨＶの導入 台 60
16,000

(H27年度）
156,000

(H32年度）

・太陽光発電の導入 世帯 10,100
60,000

(H27年度）
75,000

(H32年度）

・次世代エネルギーインフラの導入 世帯 ー -
65,000

(H32年度）

温室効果ガス排出削減計画提出事業者数 事業所 - 330 350

（趣旨）
・各事業所の温室効果ガスの排出状況や削減に
関する対策の状況を示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・年10所の増を目指す（初期値：300所）

農業用水を活用した小水力発電の導入 箇所 0 1 3

(趣旨)
・自然エネルギー活用による環境負荷軽減のた
め、農業用水路の落差等を利用した小水力発電
の導入促進を図る。
(最終目標値の考え方（根拠））
・期間内に小水力発電施設整備を計画している地
区数を計上する。

木質バイオマス活用施設数 施設数 5 7 7

(趣旨)
・森林資源を有効利用し、木質バイオマスのエネ
ルギー利用の促進を図る。
(最終目標値の考え方（根拠））
・中期：長期構想の目標値
・最終：岐阜県森林づくり基本計画における10年後
（H28)の指標※H23見直しの予定

新エネルギー・省エネルギー推進専門員の養成 人 78 100 100

（趣旨）
・企業・地域等での新エネルギー・省エネルギー推
進の機会の充実度を示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・辞退者を勘案して100人の養成を目指す。

利用間伐材積 ㎥/年 123,000
227,000

（H25年度）
249,000

（H26年度）

（趣旨）
・樹木が吸収・固定したCO２の固定期間の延長や
コンクリートや金属、石油化学製品などの代替資
源としてCO２の排出抑制につながることから、森
林の地球温暖化防止への貢献度を示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・「岐阜県間伐推進加速化計画」の目標値を設定
する。

間伐実施面積（再掲） ㌶ 14,373
56,000

（H22年度～
H25年度）

70,000
（H22年度～
H26年度）

（趣旨）
・森林の健全な成長につながる森林面積を示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・「岐阜県間伐推進加速化計画」の目標値を設定
する。

企業との森林づくり協定件数 件数 16 21 23

(趣旨)
・企業が参加しやすい環境整備を行い、新たな協
定締結を目指す。
(最終目標値の考え方（根拠））
・年間１件の新たな協定締結を目指す。

岐阜県地球温暖化対策実行計画に定める目標値

65 
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Ⅳ　循環型社会ぎふづくり

指　　　標　　　名 単　位
計画策定時
の現況値
（H21年度末）

中間目標値
（H25年度末）

目標値
（H27年度末）

指標の趣旨及び考え方

１人１日あたりのごみ排出量 グラム 991 973 969

(趣旨)
・ごみを減らす意識を有した県民の増加を示す。
(最終目標値の考え方（根拠））
・一般廃棄物の排出量目標値と将来推計人口によ
り算出する。

３県１市グリーン購入キャンペーン参加店舗数
（岐阜県分）

店舗数 714 900 1,000

(趣旨)
・身近な消費行動を通してグリーン購入の普及と
定着を目指す。
(最終目標値の考え方（根拠））
・未参加の店舗に参加を呼びかけることにより、毎
年５０店舗の増加を目指す。

分別収集取組市町村目標数 市町村 42市町村中 42市町村中 42市町村中

（趣旨）
・県内における容器包装廃棄物の分別収集状況
（リサイクルの状況）の進捗度を示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・岐阜県分別収集促進計画の目標値を設定する。

・その他の紙製容器包装 18 27 27

・その他のプラスチック製容器包装 39 41 41

・鋼製容器 40 42 42

・アルミニウム製容器 40 42 42

・段ボール製容器包装 29 41 41

・飲料用紙製容器 35 42 42

リサイクル認定製品の数 製品数 188 195 200

（趣旨）
・リサイクルの浸透度や達成度を示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・消費者の需要にあった製品分野の増加を目指
す。

農業集落排水汚泥リサイクル率 ％ 58 62 65

（趣旨）
・発生汚泥の処理方法を毎年調査し、一般廃棄物
としての排出抑制の進捗度合いを示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・試算による推計値を目標として設定する。

環境美化活動参加人数 人 315,596 350,000 370,000

(趣旨)
・ゴミのポイ捨てに対する県民の意識向上度を示
す。
(最終目標値の考え方（根拠））
・毎年１万人ずつの参加者増加を目指す。

一般廃棄物関係 千ｔ/年

（趣旨）
・廃棄物の減量により施策の効果や県民の意識の
高まり度合いを示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・国の方針やこれまでの実績を踏まえて設定。

・排出量 736 718 708

・再生利用量 168 172 177

・中間処理による減量 509 493 482

・最終処分量 59 53 49

産業廃棄物関係（農業系を除く） 千ｔ/年 H20年度

（趣旨）
・廃棄物の減量により施策の効果や県民の意識の
高まり度合いを示す。
（最終目標値の考え方（根拠））
・国の方針やこれまでの実績を踏まえて設定。

・発生量 3,878 4,085 4,095

・資源化量 1,640 1,838 1,884

・中間処理による減量 2,112 2,127 2,095

・最終処分量 126 120 116
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鏡池（高山市） 
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（１）関心のある環境問題

さまざまな環境問題を１１項目設定し、関心のある環境問題を調査しました（３項目までの複数選択）。

その結果、「地球温暖化、オゾン層破壊など地球環境問題」が最も多く、次いで「森林、河川、農地

など自然環境の悪化」、「廃棄物の不法投棄」が挙げられました。

問１　関心のある環境問題

233

188

129

197

564

213

276

482

240

254

289

7

10

29

0 100 200 300 400 500 600

（人）

水質の汚れ

大気の汚れ

土壌や地下水の汚れ

ダイオキシン・環境ホルモンなど化学物質の影響

地球温暖化、オゾン層破壊など地球環境問題

無回答

省資源・省エネルギーへの取組

太陽光発電、バイオマスエネルギーなど新エネルギーへの

取組

森林、河川、農地など自然環境の悪化

貴重な動植物の減少、外来生物の増加など生態系の変化

家庭ごみの増加

廃棄物の不法投棄

環境問題に関心はない

その他

(n=1116)

（２）水環境の保全

水環境を守るための取組みとして行政に望むことを８項目設定し、調査しました（３項目までの複数

選択）。その結果、「工場・事業場からの排水に対する規制・監視を強化する」が最も多く、次いで「森

林や里山、農地を守る」、「家庭でできる生活排水対策を進める」が挙げられました。

問２　水環境を守るための取組

531

311

268

437

339

486

334

210

18

16

26

0 100 200 300 400 500 600

工場・事業場からの排水に対する規制・監視を強化する

下水道、農業集落排水施設等の整備を進める

水質浄化等の技術開発を進める

家庭でできる生活排水対策を進める

河川清掃活動を進める

森林や里山、農地を守る

身近な河川や水辺の整備など豊かな水環境づくりを進める

水質を守る活動に取り組む企業・団体への支援・連携を進める

わからない

その他

無回答

（人）

(n=1116)

県 民
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（３）地球温暖化対策  
地球温暖化防止のために一人ひとりが取組むべき事柄を８項目設定し、調査しました（３項目までの

複数選択）。その結果、「ごみの減量化やリサイクルを行う」が最も多く、次いで「蛍光灯や電気機器

をこまめに消すなどエネルギーの無駄を省く」、「バスや電車などの公共交通機関や自転車を利用し、

自家用車の使用を控える」が挙げられました。 

問３　地球温暖化対策について

385

381

579

200

157

256

608

381

17

28

28

0 100 200 300 400 500 600 700

（人）

バスや電車などの公共交通機関や自転車を利用し、

自家用車の使用を控える

燃費効率の良い自動車やハイブリッド自動車など環境に

やさしい車を利用し、エコドライブを心がける

蛍光灯や電気機器をこまめに消すなどエネルギーの

無駄を省く

省エネルギー型の家電製品などに取り替える

住居の断熱効果を高める

家庭で太陽光発電・燃料電池などを利用する

ごみの減量化やリサイクルを行う

旬のもの、地元産の食品を購入し、保管・輸送にかかる

エネルギーを削減する

わからない

その他

無回答

(n=1116)

 

また、地球温暖化防止のための取組みとして行政に望むことを１１項目設定し、調査しました（３項

目までの複数選択）。その結果、「森林を守る取組や緑化を進める」が最も多く、次いで「学校や社会

教育における環境教育、環境学習を充実する」、「ごみ減量のための３Ｒ対策を広める」が挙げられま

した。 

問４　地球温暖化防止のための取組

190

375

117

230

296

496

384

190

79

193

387

18

25

32

0 100 200 300 400 500 600

（人）

省エネルギー機器や省エネ型建築物等を広める

太陽光発電、燃料電池、バイオマスエネルギーなど

新エネルギーを広める

パークアンドライドなど都市部への車の流入を

規制するなどの施策を進める

燃費効率の良い自動車やハイブリッド自動車など環境に

やさしい車やエコドライブを広める

自転車の利用促進のための駐輪場の整備や自転車道

・歩道の整備を進める

無回答

森林を守る取組や緑化を進める

ごみ減量のための３Ｒ対策を広める

環境問題に取り組む企業・団体の活動や連携を支援する

環境税など新たな費用負担の枠組みを導入する

エコポイントなど経済的手法を導入する

学校や社会教育における環境教育、環境学習を充実する

わからない

その他

(n=1116)
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（４）自然環境  
自然環境保全のための取組みとして行政に望むことを８項目設定し、調査しました（３項目までの複

数選択）。その結果、「森林や農地の保全を進める」が最も多く、次いで「学校や社会教育における自

然環境保全に関する教育を充実する」、「自然環境を復元するような公共工事を進める」が挙げられま

した。 

問５　自然環境を守るための取組

383

336

305

511

76

384

272

611

20

16

31

0 100 200 300 400 500 600 700

（人）

自然環境保全のための規制を強化する

自然にふれあい、自然を理解するための学習会や

グリーンツーリズム、エコツーリズム等を行う

自然環境保全に取り組む企業や団体の活動を支援する

学校や社会教育における自然環境保全に関する

教育を充実する

自然の仕組みや大切さなどを分かりやすく解説する

専門家を養成する

自然環境を復元するような公共工事を進める

外来生物をできるだけ駆除する

森林や農地の保全を進める

わからない

その他

無回答

(n=1116)

 

（５）ごみ問題  
ごみ減量化を促進するための効果的な取組みを７項目設定し、調査しました（３項目までの複数選択）。 

その結果、「日常生活の中でできるごみの減量に積極的に取り組む」が最も多く、次いで「ごみの分

別収集や資源回収を徹底する」、「事業者が、生産から廃棄まで責任を持ち、資源ごみの回収などを行

う」が挙げられました。 

問６　ごみ減量化促進のための取組

823

368

312

458

370

423

154

13

34

31

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

（人）

日常生活のなかでできるごみの減量に積極的に取り組む

消費者が、壊れにくく長持ちする製品を購入し、

壊れても修理して長く使う

消費者が、再生原料を使用した製品やリサイクルが

行いやすい製品を購入する

ごみの分別収集や資源回収を徹底する

事業者が、長く利用できる製品やリサイクルが

簡単な製品の開発や提供を行う

事業者が、生産から廃棄まで責任を持ち、

資源ごみの回収などを行う

ごみ収集の有料化やデポジットのような経済的手法を

導入する

わからない

その他

無回答

(n=1116)
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（６）環境学習・環境保全活動

環境問題に関する学習会や環境保全活動への参加状況を調査したところ、既に参加している人が６％

程度にとどまった半面、７０％以上の人が、「時間的な余裕」や「活動団体に関する情報」、「一緒に

取組む仲間」があれば参加したいとの意向があることが分かりました（問７）。

また、取り組みたいテーマについては、「自然環境の保全」が最も多く、次いで「ごみの３Ｒ対策」、

「地球温暖化」が挙げられました（問８）。

問７　環境学習・環境保全活動に関する取組

わからない

 98人 8.8%

既に参加している

 69人 6.2%

活動団体の情報があれ

ば参加してみたい

130人 11.6%

一緒に取り組む仲間が

いれば参加してみたい

154人 13.8%
参加してみたいとは

思わない

97人 8.7%

時間的余裕があれば

参加してみたい

529人 47.4%

問８　環境学習・環境保全活動に関して取り組みたいテーマ

335

296

241

276

231

414

55

8

20

0 100 200 300 400 500

（人）

ごみの３Ｒ対策

地球温暖化

新エネルギー

省エネルギー

環境にやさしいものづくりの

体験学習

自然環境の保全

わからない

その他

無回答

(n=882)

無回答

 39人 3.5%
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（１）関心のある環境問題  
さまざまな環境問題を１１項目設定し、関心のある環境問題を調査しました（３項目までの複数選択）。 

その結果、「森林、河川、農地など自然環境の悪化」が最も多く、次いで「地球温暖化、オゾン層破

壊など地球環境問題」、「省資源・省エネルギーへの取組」が挙げられました。 

問１　関心のある環境問題

40

13

16

16

69

63

41

75

24

26

27

1

5

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

（団体）

水質の汚れ

大気の汚れ

土壌や地下水の汚れ

ダイオキシン・環境ホルモンなど化学物質の影響

地球温暖化、オゾン層破壊など地球環境問題

省資源・省エネルギーへの取組

太陽光発電、バイオマスエネルギーなど

新エネルギーへの取組

森林、河川、農地など自然環境の悪化

貴重な動植物の減少、外来生物の増加など

生態系の変化

家庭ごみの増加

廃棄物の不法投棄

環境問題に関心はない

その他

無回答

（n=151）

 

（２）水環境の保全  
水環境を守るための取組みとして行政に望むことを８項目設定し、調査しました（３項目までの複数

選択）。その結果、「森林や里山、農地を守る」が最も多く、次いで「家庭でできる生活排水対策を進め

る」、「身近な河川や水辺の整備など豊かな水環境づくりを進める」が挙げられました。 

問２　水環境を守るための取組

51

40

37

59

37

81

55

37

2

4

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

（団体）

工場・事業場からの排水に対する規制・監視を

強化する

その他

無回答

下水道、農業集落排水施設等の整備を進める

水質浄化等の技術開発を進める

家庭でできる生活排水対策を進める

河川清掃活動を進める

森林や里山、農地を守る

身近な河川や水辺の整備など豊かな

水環境づくりを進める

水質を守る活動に取り組む企業・団体への

支援・連携を進める

わからない

（n=151）

 

事業者・ＮＰＯ等 
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（３）地球温暖化対策  
地球温暖化防止のための取組みとして行政に望むことを１１項目設定し、調査しました（３項目まで

の複数選択）。その結果、「森林を守る取組や緑化を進める」が最も多く、次いで「太陽光発電、燃料

電池、バイオマスエネルギーなど新エネルギーを広める」、「学校や社会教育における環境教育、環境

学習を充実する」が挙げられました。 

問３　地球温暖化防止のための取組

42

65

10

28

12

78

36

50

17

11

60

0

2

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
（団体）

省エネルギー機器や省エネ型建築物等を広める

太陽光発電、燃料電池、バイオマスエネルギーなど

新エネルギーを広める

パークアンドライドなど都市部への車の流入を

規制するなどの施策を進める

燃費効率の良い自動車やハイブリッド自動車など

環境にやさしい車やエコドライブを広める

自転車の利用促進のための駐輪場の整備や

自転車道・歩道の整備を進める

森林を守る取組や緑化を進める

ごみ減量のための３Ｒ対策を広める

環境問題に取り組む企業・団体の活動や

連携を支援する

環境税など新たな費用負担の枠組みを導入する

エコポイントなど経済的手法を導入する

わからない

その他

無回答

（n=151）

学校や社会教育における環境教育、

環境学習を充実する

 

（４）自然環境  
自然環境保全のための取組みとして行政に望むことを８項目設定し、調査しました（３項目までの複

数選択）。その結果、「学校や社会教育における自然環境保全に関する教育を充実する」が最も多く、

次いで「森林や農地の保全を進める」、「自然環境保全に取り組む企業や団体の活動を支援する」が挙

げられました。 

問４　自然環境を守るための取組

51

56

75

81

12

46

15

76

1

3

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

（団体）

自然環境保全のための規制を強化する

自然環境保全に取り組む企業や団体の活動を支援する

学校や社会教育における自然環境保全に関する

教育を充実する

自然の仕組みや大切さなどを分かりやすく解説する

専門家を養成する

自然環境を復元するような公共工事を進める

外来生物をできるだけ駆除する

森林や農地の保全を進める

わからない

その他

無回答

自然にふれあい、自然を理解するための学習会や

グリーンツーリズム、エコツーリズム等を行う

（n=151）

 



― �� ―

環境基本計画

75

（５）ごみ問題

ごみ減量化を促進するための効果的な取組みを７項目設定し、調査しました（３項目までの複数選択）。

その結果、「日常生活の中でできるごみの減量に積極的に取り組む」が最も多く、次いで「ごみの分

別収集や資源回収を徹底する」、「事業者が、生産から廃棄まで責任を持ち、資源ごみの回収などを行

う」が挙げられました。

問５　ごみ減量化促進のための取組

36

29

67

49

56

46

2

4

2

105

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

（団体）

消費者が、壊れにくく長持ちする製品を購入したり、

壊れても修理して長く使う

消費者が、再生原料を使用した製品や

リサイクルが行いやすい製品を購入する

日常生活のなかでできるごみの減量に積極的に

取り組む

事業者が、長く利用できる製品やリサイクルが

簡単な製品の開発や提供を行う

事業者が、生産から廃棄まで責任を持ち、

資源ごみの回収などを行う

ごみの分別収集や資源回収を徹底する

ごみ収集の有料化やデポジット制度のような

経済的手法を導入する

その他

無回答

わからない

（n=151）

（６）環境学習・環境保全活動

環境問題に関する学習会や環境保全活動の機会の提供について調査したところ、約半数の団体が既に

そうした機会を設けており（問６）、また、「既に設けている」あるいは、「今後設けたい」と考えて

いる事業所・団体のテーマについては、「自然環境の保全」が最も多く、次いで「ごみの３Ｒ対策」、

「地球温暖化」が挙げられました（問７）。

問６　環境学習・環境保全活動の機会

無回答

5団体 3.3%

わからない

12団体 7.9%

できれば設けたい

39団体 25.8%

ぜひ設けたい

13団体 8.6%

既に設けている

72団体 47.7%

特に設ける必要を

感じない

10団体 6.6%

（n=151）
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問７　環境学習・環境保全活動に関するテーマ

50

45

19

30

20

72

5

6

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

（団体）

ごみの３Ｒ対策

地球温暖化

新エネルギー

省エネルギー

環境にやさしいものづくりの

体験学習

自然環境の保全

わからない

（テーマは決めていない）

その他

無回答

（n=124）

 

さらに、今後の環境保全活動についての考えを８項目設定し、調査しました（３項目までの複数選択）。 

その結果、「行政と協働で環境保全活動を行いたい」が最も多く、次いで「環境保全の取組を社会貢

献やイメージアップにつなげたい」、「住民と協働で環境保全活動を行いたい」が挙げられました。 

問８　今後の環境保全活動について

29

29

64

85

42

33

30

6

4

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

（団体）

（n=151）

環境保全の取組を新たなビジネスチャンスにつなげたい

環境保全の取組を通じてコスト削減を図りたい

環境保全の取組を社会貢献やイメージアップに

つなげたい

行政と協働で環境保全活動を行いたい

住民と協働で環境保全活動を行いたい

他の事業者・団体との協働で環境保全活動を行いたい

環境保全活動を担う人材育成を進めたい

特に環境保全に関する取組を進める考えはない

わからない

無回答

 

加えて、今後、環境保全の取組みとして努力したいものを調査したところ、「県民や行政との協力に

よる地域の環境保全活動の推進」が最も多く、次いで「水質の保全」、「産業廃棄物の減量や再使用、

再資源化への取組」が挙げられました（問９）。 

その際、行政に対しては、「事業者等の取組への資金援助、技術開発への支援」及び「各種情報提供」

を望む意見が多く挙げられました（問１０）。 
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問９　取り組みたい環境保全活動

39

12

13

7

8

31

5

27

16

4

17

23

52

4

3

5

16

0 10 20 30 40 50 60
（団体）

無回答

（n=135）

その他

わからない

環境報告書の作成・公表など社会的責任を果たすため

の情報公開の推進

県民や行政との協力による地域の環境保全活動の推進

組織内における従業員に対する環境教育・研修の実施

環境保全技術の開発・研究

ＩＳＯ14001認証取得など環境管理システムの構築

環境にやさしい製品の製造および販売

二酸化炭素排出の抑制

公害防止・省エネ施設への投資

産業廃棄物の減量や再使用、再資源化への取組

環境汚染化学物質の管理・排出抑制

騒音・振動・悪臭の防止

土壌・地下水汚染対策

大気の保全

水質の保全

 

問10　環境保全活動を進めるための取組

87

80

52

38

56

4

2

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（団体）

環境に配慮した製品・サービスの購入や環境保全

活動への参加を消費者にうながす仕組みづくり

事業者や団体の個々の取組への資金援助、

技術開発への支援

事業者や団体に対する各種の情報提供

事業者や団体が情報交換やネットワークづくりが

できる機会の提供

研修会の開催等による人材育成の支援

わからない

その他

無回答

（n=151）
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岐阜県環境基本条例（平成７年岐阜県条例第９号） 

 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第９条） 

第２章 豊かで快適な環境の保全及び創出

に関する基本的施策（第１０条―第

２９条） 

第３章 地球環境の保全の推進等（第３０条 

・第３１条） 

附則 

 

私たち岐阜県民は、美しく豊かな環境に恵ま

れ、過去から現在へ永い年月の間、自然と共生

しながら、生活の歴史を刻み、個性ある文化を

つくり出してきた。 

しかし、今日、物質的な豊かさを求める人間

生活や、エネルギー及び資源を大量に消費する

社会経済活動は、自然の生態系に影響を及ぼし、

地球環境をも大きく変化させようとしている。

そして人類の生命活動にも危害をもたらしつ

つある。 

地球全体も私たちのふるさと岐阜県も、将来

の世代まで、豊かで、快適で、健康に良い環境

を保持しなければならない。 

このため、私たちは、あらためて自然のもた

らす恵みに深く思いをめぐらすとともに、環境

が、大気、水、土壌など自然系の均衡と循環で

成り立っていることを認識し、従来以上に環境

の保全に努力するのみならず、さらに豊かで快

適な環境を積極的につくり出すという新たな

決意の下に、県民、事業者及び行政が一体とな

って、優れた自然環境を誇る岐阜県らしい人間

と自然の共生を実現できる社会を築いていか

なければならない。 

ここに、すべての県民の参加と協働により、

健康に良い豊かで快適な環境を保全し、さらに

創出し、将来の世代まで継承するため、この条

例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、豊かで快適な環境の保全

及び創出について基本理念を定め、並びに県

民、事業者及び県の責務を明らかにするとと

もに、豊かで快適な環境の保全及び創出に関

する施策の基本となる事項を定め、これに基

づく施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ

て現在及び将来の県民の健康で文化的な生

活の確保に寄与すること 

 

（定義） 

第２条 この条例において「環境への負荷」と

は、人の活動により環境に加えられる影響で

あって、環境の保全上の支障の原因となるお

それのあるものをいう。 

２ この条例において「地球環境の保全」とは、

人の活動による地球全体の温暖化又はオゾ

ン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の

種の減少その他の地球の全体又はその広範

な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環

境の保全であって、人類の福祉に貢献すると

ともに県民の健康で文化的な生活の確保に

寄与するものをいう。 

３ この条例において「公害」とは、環境の保

全上の支障のうち、事業活動その他の人の活

動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の

汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は

水底の底質が悪化することを含む。）、土壌

の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘

採のための土地の掘削によるものを除く。）

及び悪臭によって、人の健康又は生活環境

（人の生活に密接な関係のある財産並びに

人の生活に密接な関係のある動植物及びそ

の生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害

が生ずることをいう。 

 

（基本理念） 

第３条 豊かで快適な環境の保全及び創出は、

大気、水、土壌等からなる環境を良好な状態

に保持することにより、県民の健康を確保す

ることを目的として行われなければならな

い。 

２ 豊かで快適な環境の保全及び創出は、人と

自然が共生する社会において県民が良好な

環境の恵みを享受するとともに、これを将来

［沿革］平成１２年岐阜県条例第２号改正  
平成２３年岐阜県条例第１３号改正 
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の世代へ継承していくことを目的として行

われなければならない。 

３ 豊かで快適な環境の保全及び創出は、環境

への負荷を低減することその他の行動に、す

べての者が自主的かつ積極的に取り組むこ

とによって行われなければならない。 

４ 地球環境の保全は、すべての事業活動及び

日常生活において積極的に推進されなけれ

ばならない。 

 

（県民の責務） 

第４条 県民は、その日常生活において、豊か

で快適な環境の保全及び創出に積極的に努め

るとともに、環境への負荷の低減に努めなけ

ればならない。 

２ 前項に定めるもののほか、県民は、市町村

又は県が実施する豊かで快適な環境の保全及

び創出に関する施策に協力する責務を有する。 

 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、事業活動を行うに当たって

は、これに伴って生ずる公害を防止し、又は

自然環境を適正に保全するため、必要な措置

を講ずる責務を有する。 

２ 事業者は、物の製造、加工又は販売その他

の事業活動を行うに当たっては、その事業活

動に係る製品その他の物が廃棄物となった場

合に、その適正な処理が図られることとなる

よう必要な措置を講ずる責務を有する。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、物

の製造、加工又は販売その他の事業活動を行

うに当たっては、その事業活動に係る製品そ

の他の物が使用され又は廃棄されることによ

る環境への負荷の低減に資するよう努めると

ともに、再生資源その他の環境への負荷の低

減に資する原材料、役務等を利用するよう努

めなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、事業者は、そ

の事業活動に関し、豊かで快適な環境の保全

及び創出に自ら努めるとともに、市町村又は

県が実施する豊かで快適な環境の保全及び創

出に関する施策に協力する責務を有する。 

 

 

（県の責務） 

第６条 県は、豊かで快適な環境の保全及び創

出を図るため、次に掲げる事項に関する施策

を策定し、及び実施する責務を有する。 

一 公害の防止に関する事項 

二 大気、水、土壌その他の環境の自然的構

成要素を良好な状態に保持し、県民の健康

を保護し、及び増進するための環境の確保

に関する事項 

三 野生生物の保護その他の生物の多様性

の確保に関する事項 

四 森林、河川等における多様な自然環境の

保全及び創出に関する事項 

五 個性豊かで良好な景観の保全及び創出

並びに歴史的文化的資産の保全に関する

事項 

六 環境の美化その他良好な生活環境の確

保に関する事項 

七 資源の循環的な利用及びエネルギーの

有効利用に関する事項 

八 廃棄物の適正処理並びに廃棄物の減量

化及び再利用に関する事項 

九 地球環境の保全に関する事項 

十 前各号に掲げるもののほか、豊かで快適

な環境の保全及び創出に関する事項 

 

（市町村との連携等） 

第７条 県は、豊かで快適な環境の保全及び創

出を図る上で市町村が果たす役割の重要性に

かんがみ、市町村が行うその区域における自

然的社会的条件に応じた豊かで快適な環境の

保全及び創出のための施策の策定を支援する

よう努めるとともに、この条例の施行に関し

市町村と密接な連携を図るものとする。 

 

（県民環境の日） 

第８条 県民及び事業者の間に、豊かで快適な

環境の保全及び創出についての関心と理解

を深めるとともに、積極的に環境の保全に関

する活動を行う意欲を高めるため、県民環境

の日を設ける。 

２ 県民環境の日は、毎月第二土曜日とする。 
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（清流月間） 

第８条の２ 豊かで快適な環境の保全及び創

出を図る上で森林から生み出される清流が

果たす役割の重要性に鑑み、清流についての

関心と理解を深めるとともに、清流の保全に

関する活動への参加意欲を高めるため、清流

月間を設ける。 

２ 清流月間は、毎年七月とする。 

３ 県は、清流の保全についての関心と理解を 

深めるための啓発活動その他清流月間の趣

旨にふさわしい事業を実施するよう努める

ものとする。 

 

 （年次報告等） 

第９条 知事は、毎年、県議会に環境の状況並

びに県が豊かで快適な環境の保全及び創出に

関して講じた施策に関する報告を提出しなけ

ればならない。 

２ 知事は、前項の報告を、毎年、公表しなけ

ればならない。 

 

第２章 豊かで快適な環境の保全及び

創出に関する基本的施策 

（環境基本計画） 

第１０条 知事は、豊かで快適な環境の保全及

び創出に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、岐阜県環境基本計画（以下

「環境基本計画」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について

定めるものとする。 

一 豊かで快適な環境の保全及び創出に関 

する目標 

二 豊かで快適な環境の保全及び創出に関

する施策の方向 

三 豊かで快適な環境の保全及び創出に関

する配慮の方針 

四 前３号に掲げるもののほか、豊かで快適

な環境の保全及び創出に関する重要事項 

３ 知事は、環境基本計画を定めるに当たって

は、あらかじめ岐阜県環境審議会及び市町村

長の意見を聴かなければならない。 

４ 知事は、環境基本計画を定めたときは、遅

滞なくこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更につ

いて準用する。 

 

（県民の意見の反映） 

第１１条 県は、環境基本計画の策定及び変更

並びに豊かで快適な環境の保全及び創出に

関する施策について、県民の意見を反映する

ことができるよう必要な措置を講ずるもの

とする。 

 

（県の施策と環境基本計画との整合等） 

第１２条 県は、環境に影響を及ぼすと認めら

れる施策を策定し、及び実施するに当たって

は、環境基本計画との整合を図るものとする。 

２ 県は、豊かで快適な環境の保全及び創出に

関する施策について総合的に調整し、及び推

進するために必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

（環境影響評価の推進） 

第１３条 県は、土地の形状の変更、工作物の

建設その他これらに類する事業を行う事業

者（以下「開発事業者」という。）が、その

事業の実施に当たり、あらかじめその事業に

係る環境への影響について自ら適正に調査、

予測又は評価を行い、その結果に基づき、そ

の事業に係る環境の保全及び創出について

適正に配慮することを推進するため、必要な

措置を講ずるものとする。 

 

（環境への配慮の促進） 

第１４条 県は、開発事業者が、その事業の実

施に当たり、環境への配慮が必要と認められ

る事業について開発事業者が配慮すべきも

のとして県が定める事項に即し、自ら積極的

に環境を保全し、及び創出することを促進す

るため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（規制の措置） 

第１５条 県は、豊かで快適な環境を保全する

ため、公害の原因となる行為及び自然環境の

適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行

為に関し、必要な規制の措置を講じなければ

ならない。 
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２ 前項に定めるもののほか、県は、環境の保

全上の支障を防止するため、必要な規制の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（誘導的措置） 

第１６条 県は、環境の保全上の支障を防止す

るため、事業者又は県民が自らの行為に係る

環境への負荷の低減のための施設の整備そ

の他の適切な措置をとるよう誘導すること

に努めるものとする。この場合において、特

に必要があるときは、適正な助成その他の措

置を講ずるものとする。 

 

（環境総括責任者の設置の促進） 

第１７条 知事は、事業者が、事業活動を行う

ことに伴う環境への負荷を低減すること並

びに事業活動を豊かで快適な環境の保全及

び創出に資するものとすることに関する業

務を総括管理する責任者を設置することを

促進するよう努めるものとする。 

 

（公共的施設の整備等） 

第１８条 県は、下水道、廃棄物の公共的な処

理施設その他の環境の保全上の支障の防止

に資する公共的施設の整備及び森林の整備

その他の環境の保全上の支障の防止に資す

る事業を推進するため、必要な措置を講ずる

ものとする。 

２ 県は、公園、緑地その他の公共的施設の整

備その他の自然環境の適正な整備及び健全

な利用のための事業を推進するものとする。 

 

（良好な景観の保全等） 

第１９条 県は、地域の特性を活かした良好な

景観、水と緑に親しむことができる生活空間、

歴史的文化的環境その他の快適な環境の保

全及び創出を図るため、必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

 

（資源の循環的な利用等の促進） 

第２０条 県は、環境への負荷の低減を図るた

め、県民、事業者及び市町村による資源の循

環的な利用及びエネルギーの有効利用が促

進されるよう必要な措置を講ずるものとす

る。 

２ 県は、環境への負荷の低減を図るため、県

の施設の建設及び維持管理その他の事業の

実施に当たって、資源の循環的な利用及びエ

ネルギーの有効利用が促進されるよう必要

な措置を講ずるものとする。 

 

（廃棄物処理対策の促進） 

第２１条 県は、生活環境の保全を図るため、

県民、事業者及び市町村と協働して、廃棄物

の排出の抑制、廃棄物の安全な処理、廃棄物

の再利用その他の廃棄物の適正な処理が促

進されるよう必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

（環境教育、学習の推進等） 

第２２条 県は、県民及び事業者が豊かで快適

な環境の保全及び創出についての理解を深

めるとともに、これらの者の豊かで快適な環

境の保全及び創出に資する活動を行う意欲

が増進されるようにするため、豊かで快適な

環境の保全及び創出に関する教育及び学習

の推進その他の必要な措置を講ずるものと

する。 

 

（自発的な活動の促進） 

第２３条 県は、県民、事業者又はこれらの者

で構成する団体（以下「県民等」という。）

による県土を魅力あるものとするための活

動その他豊かで快適な環境の保全及び創出

のための自発的な活動が促進されるよう必

要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、豊かで快適な環境の保全及び創出の

ための活動に関し、顕著な功績があった県民

等を顕彰するものとする。 

 

（環境に関する情報の提供） 

第２４条 県は、豊かで快適な環境の保全及び

創出に関する教育及び学習の推進並びに自

発的な活動の促進に資するため、豊かで快適

な環境の保全及び創出に関する情報を適切

に提供するよう努めるものとする。 
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（調査及び研究の実施等） 

第２５条 県は、豊かで快適な環境の保全及び

創出に関する施策を策定し、及び適正に実施

するため、公害の防止、自然環境の保全及び

創出、地球環境の保全その他環境の保全及び

創出に関する事項について、情報の収集に努

めるとともに、科学的な調査及び研究の実施

その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

（監視等の体制の整備） 

第２６条 県は、環境の状況を的確に把握し、

及び環境の保全に関する施策を適正に実施

するために必要な監視、測定、検査等の体制

の整備に努めるものとする。 

 

（財政上の措置） 

第２７条 県は、豊かで快適な環境の保全及び

創出に関する施策を推進するために必要な

財政上の措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

 

（国等との協力） 

第２８条 県は、豊かで快適な環境の保全及び

創出を図るため広域的な取組を必要とする

施策について、国及び他の地方公共団体（以

下「国等」という。）と協力して、その推進

に努めるものとする。 

２ 県は、豊かで快適な環境の保全及び創出を

図るため必要があると認めるときは、国等に

対し必要な措置を講ずるよう要請するもの

とする。 

 

（豊かで快適な環境の保全及び創出のため

の推進体制の整備） 

第２９条 県は、県民、事業者、市町村及び県

が協働し、豊かで快適な環境の保全及び創出

に関する施策を積極的に推進するための体

制を整備するものとする。 

 

第３章 地球環境の保全の推進等 

（地球環境の保全の推進） 

第３０条 県は、地球環境の保全が県民の健康

で文化的な生活を将来にわたって確保する

上での課題であることにかんがみ、地球環境

の保全に関する施策を積極的に推進するも

のとする。 

２ 県は、国際機関、国等及びその他の関係機

関と協力し、地球環境の保全に関する調査及

び研究、環境の状況の監視、観測及び測定、

海外の地域等への環境の保全に関する技術

の提供等により、地球環境の保全に関する国

際協力の推進に努めるものとする。 

 

（地球環境の保全に関する行動計画の策定

等） 

第３１条 県は、県民、事業者、市町村及び

県がそれぞれの役割に応じて地球環境の

保全に資するよう行動するための計画を

定め、その普及及び啓発に努めるとともに、

これに基づく行動を推進するものとする。 

 

   附 則（抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成７年４月１日から施行

する。 

２から４まで  略 

 

   附 則（平成 12年岐阜県条例第２号） 

 この条例は、平成 12年４月１日から施行す

る。 

 

附 則（平成 23年岐阜県条例第 13号） 

 この条例は、公布の日（平成 23 年３月 23

日）から施行する。 
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岐阜県環境基本計画の策定経過 

 
 

 
平成２２年 １月～２月  環境に関する県民等意識調査               

       ２月２３日  岐阜県環境審議会〔諮問・企画政策部会に付託〕 
 

 
平成２２年 ４月３０日  庁内に岐阜県環境基本計画策定協議会を設置 

 ７月１６日  岐阜県環境審議会企画政策部会 
              〔現行計画に基づく取組みの検証及び計画骨子案の審議〕 

 ９月 ６日  岐阜県環境審議会 
              〔計画骨子案の審議〕 

 ９月２４日  岐阜県議会循環社会・防災対策特別委員会〔計画骨子案を説明〕 
岐阜県議会が開催する説明会〔計画骨子案を説明〕 

１０月１２日  岐阜県議会厚生環境委員会〔計画骨子案を説明〕 
１０月１９日  市町村との意見交換会（岐阜圏域・西濃圏域） 
１０月２０日  市町村との意見交換会（中濃圏域） 
１０月２１日  市町村との意見交換会（東濃圏域） 
１０月２２日  市町村との意見交換会（飛騨圏域） 
１０月２９日  岐阜県環境審議会企画政策部会〔計画案の審議〕 
１１月１９日  岐阜県環境審議会企画政策部会〔計画案の審議〕 
１２月 ７日  計画案に対する市町村長への意見照会（１２月２４日まで） 

      １２月 ８日  計画案に対するパブリックコメント（平成２３年１月１２日まで） 
      １２月１３日  岐阜県議会厚生環境委員会〔計画案を説明〕 
 平成２３年 １月３１日  岐阜県環境審議会企画政策部会〔計画案の審議・部会報告の決定〕 

岐阜県環境審議会〔部会報告を受けて審議・答申〕 
 ２月２３日  平成２３年第１回定例県議会開会〔議案の提出〕 
２月２５日  岐阜県議会が開催する説明会〔計画案を説明〕 
３月１４日  岐阜県議会厚生環境委員会〔議案の審議〕 

 ３月１７日  平成２３年第１回定例県議会閉会〔議決〕 
 ３月２４日  知事決定  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

平成２２年度 

平成２１年度 
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岐阜県環境基本計画の策定にあたっては、下記の機会を利用して、県民等の皆様からご意見をいただ

きました。 
 
 
○環境に関する県民等意識調査（平成 22年１月～２月） 
・県民 2,000人及び事業者・NPO等 218団体を対象に実施 

 
○各種会合の場等を活用した意見聴取（平成 22年５月～７月） 
・延べ 1,076人を対象に実施 

 
○岐阜県議会 
・厚生環境委員会（平成 22年 10月、12月、平成 23年３月） 
・循環社会・防災対策特別委員会（平成 22年９月） 
・議会が開催する説明会（平成 22年 9月、平成 23年 2月） 

 
○岐阜県環境審議会 

  ・審議会（平成 22年２月、９月、平成 23年１月） 
・企画政策部会（平成 22年７月、10月、11月、平成 23年１月） 

 
○県内市町村との意見交換会（平成 22年 10月） 

 
○市町村長に対する意見照会（平成 22年 12月） 
・13市町から 63件の意見が提出 

 
○パブリックコメント（平成 22年 12月～平成 23年 1月） 
・7名から 15件の意見が提出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境基本計画の策定にあたってご意見をいただいた機会 
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岐阜県環境審議会委員名簿 

 
 平成 23年 1月 31日（答申時）現在  

                             （敬称略・区分毎に 50音順に記載） 

区分 氏   名 役      職      等 

議会  安 田  謙 三   県議会議長 

学 
 
 
 
 

識 
 
 
 
 

経 
 
 
 
 

験 
 
 
 

 

者 

  阿 部 恵 美   池田町エコライフを進める会事務局長 

 池 永  輝 之  岐阜経済大学経済学部教授 

  伊 藤 圭 子   獣医師 

  大 野 信 彦   県市長会（土岐市長） 

  岡 﨑 和 夫    県町村会副会長（池田町長） 

  岡 安 大 助   中日新聞岐阜支社報道部長 

 小野木 三 郎   公募委員（無職） 

 神 谷  眞弓子  東海学院大学短期大学部学長 

  川 合 千代子   水資源・環境学会員 

  櫻 井 靖 雄   日本労働組合総連合会岐阜県連合会副会長 

 佐治木 弘 尚  岐阜薬科大学教授 

  佐 藤   健  岐阜大学工学部教授 

 澤 野   都  岐阜新聞社編集局報道本部報道部主任 

  芝     英 則  弁護士 

  竹 中 昌 子   県地域女性団体協議会会長 

  田 中 俊 弘   岐阜薬科大学特命教授 

  永 田 知 里   岐阜大学大学院医学系研究科教授 

  中 谷 敬 子  県商工会女性部連合会会長 

  野 村 昭 子   県生活学校連絡協議会副会長 

 原   富美子  県林業グループ連絡協議会副会長 

  平 田   亨   公募委員（サービス業） 

 堀 内 孝 次  岐阜大学名誉教授 

 簑 輪  幸 代  弁護士 

 村 瀬 典 康  公募委員（建築士） 

行 

政 

機 

関 

  荒 川 嘉 孝   中部経済産業局資源エネルギー環境部長 

 市 原  信 男   中部地方環境事務所長 

 辻 村   豊   岐阜地方気象台長 

 中 川 一 郎  東海農政局企画調整室長 

 野 田   徹  中部地方整備局企画部長 
 

辻
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諮問・答申 

 
諮 問 

                             環政第６６１号 

                          平成２２年２月２３日 

 

   岐阜県環境審議会 

    会長 池永 輝之 様 

 

                     岐阜県知事 古 田  肇  印 

 

 

新たな岐阜県環境基本計画の策定について（諮問） 

 

   今後の岐阜県の豊かで快適な環境の保全及び創出に関する施策の総合的かつ 
計画的な推進を図るため、岐阜県環境基本条例（平成７年岐阜県条例第９号） 
第１０条第１項に定める環境基本計画を策定するに当たり、同条例第１０条第 
３項の規定により、貴審議会の意見を求めます。 

 

 

諮 問 理 由 

 

   本県では、平成１８年３月に、岐阜県環境基本条例第１０条第１項に基づく 
「岐阜県環境基本計画」（平成８年３月策定、平成１３年３月改定）を策定し、 
環境の保全及び創出に関する取組を推進してきました。この計画は、環境行政 
に関する政策総点検の結果を反映し、行政の取組だけでなく、県民、地域住民 
組織、ＮＰＯ、事業者といった各主体が、協働して環境の保全及び創出に関し 
て取り組むべき方針を定めております。この計画の計画期間は平成１８年度か 
ら平成２２年度までの５年間としており、計画期間が終了する来年度には、こ 
れまでの環境行政の進捗状況を検証し、今後の県の環境行政の基本目標と施策 
の方向を定める新たな計画の策定を行う必要があります。 

   最近では、地球温暖化問題に対し、気候変動枠組条約に基づいて京都議定書 
に代わる新たな国際的な枠組みづくりについて活発な議論がなされており、我 
が国においても中長期目標の設定や対策の強化が進められつつあります。また、 
生物多様性の危機が叫ばれる中、生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ 
１０）の開催も契機として、生物多様性保全の取組を強化していく必要があり 
ます。さらに、世界の人口増加や途上国の経済発展等に伴い資源制約が懸念さ 
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れる中で、３Ｒの推進等により循環型社会づくりを進め、持続可能な社会を構 
築していくことが求められています。 

   このような背景から、今般、環境の時代といわれる中で、本県における豊か 
で快適な環境の実現を目指し、取り組むべき環境行政の基本方針とするため、 
新たな岐阜県環境基本計画の策定について、貴審議会の意見を求めるものであ 
ります。 
 

 

答 申 

                               環審第１号 

                          平成２３年１月３１日 

 

 岐阜県知事 古 田  肇 様 

 

                        岐阜県環境審議会 

                         会長 池永 輝之 印 

 

 

新たな岐阜県環境基本計画の策定について（答申） 

 

   平成２２年２月２３日付け環政第６６１号で諮問のありました標記について、 

別添のとおり答申します。 

   当審議会は、諮問を受けて以降、審議を企画政策部会に付託し、現行計画に基 
づく取組みの成果を検証し、それにより明らかとなった課題や、県民や事業所・ 
団体に対するアンケート調査や意見聴取、さらには、市町村長への意見照会やパ 
ブリックコメントの中で提出された意見を踏まえて真摯な議論を重ね、別添のと 
おり「岐阜県環境基本計画（案）」として答申を取りまとめました。 

   この計画は、「第３０回全国豊かな海づくり大会～ぎふ長良川大会～」の開催 
を契機に高まりを見せた、森・川・海が一体となった自然環境保全に対する意識 
の高まりを受け、今後、「清流」を本県のアイデンティティとして守り、活かし、 
伝えていくため、『県民総参加による緑豊かな「清流の国ぎふ」づくり』を基本 
理念としています。 

   「自然共生社会ぎふづくり」をはじめとする５つの基本施策は、基本理念であ 
る「清流の国ぎふ」を実現するための今後の県環境行政の基本的な方向を明らか 
にするものです。 

   知事におかれましては、この答申に基づき、速やかに「岐阜県環境基本計画」 
を定め、施策を着実に推進されますことを望みます。 

                                                     ［別添（計画書）略］ 
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環境用語集 

【あ行】 

アイドリングストップ 

 自動車排ガスによる大気汚染の防止とともに、二

酸化炭素の排出量削減による地球温暖化防止を図る

ため、駐停車時に自動車のエンジンを停止すること。

アイドリングストップ装置やそれを搭載した車両も

開発・販売されている。 

 

悪臭物質 

 不快な臭いの原因となって生活環境を損なうおそ

れのある物質を指し、化学的にみると、窒素や硫黄

を含む化合物が主で、その他に低級脂肪酸などがあ

げられる。「悪臭防止法（昭和 46年第 91号）」では、

悪臭の代表的な構成成分であるアンモニア、メチル

メルカプタン、硫化水素、硫化メチル等 22の物質を

「特定悪臭物質」に指定している。 

 臭いは、人間の主観的判断によるものであるため、

個人によっては法に定められたもの以外についても

悪臭と感じる場合がある。 

 

アスベスト 

 絶縁、断熱性に優れているため、建築物の柱など

への吹きつけやタイル、ボードなどの建築資材や電

気製品、自動車部品等、用途が広い。これが粉じん

となって大気中に飛散し、長期間大量に吸引するこ

とにより、中皮腫や肺ガンなどを発症する可能性が

あり、現在日本では使用が禁止されている。 
 

１工事１配慮運動 

農業農村整備事業の工事を行う際に、コスト縮減

に取り組みつつ、尐しの工夫で環境との調和に配慮

した整備を行い、地域の生態系（魚やカエルなど）

や棚田に代表される景観などの農村資源を守ってい

く運動。 
 

一般環境大気測定局 

 大気汚染状況の常時監視を行うために設置されて

いる測定局のうち、住宅地などの一般的な生活空間

における大気汚染の状況を常時監視するものをいう。 
 

一般廃棄物 

 廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物のことをい

い、人の日常生活から排出されるごみやし尿がその

主なものである。 
 市町村は、一般廃棄物の処理に関する総括的な責

任を有しており、市町村の定める一般廃棄物処理計

画に従い、一般廃棄物の処理等を行うこととされて

いる。 

 

ＥＶ・ＰＨＶタウン 

電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブリッド自

動車（ＰＨＶ）の本格普及に向けた実証実験に関す

る経済産業省のモデル事業。選定したモデル地域に

おいて、自治体、地域企業等が連携し、ＥＶ・ＰＨ

Ｖの導入、環境整備（充電インフラや普及啓発）を

集中的に行い、普及モデルの確立を図る。 

 

魚つき保安林 

水生昆虫類の餌となる落ち葉の供給、樹木や下草

が地表を覆うことによる水質の濁り防止、水面へ木

陰をつくることによる水温上昇抑制等の機能の発揮

を目的として、森林法に基づいて一定の伐採制限や

開発行為の制限等を課した森林。 

 

エコツーリズム 

 従来型の観光とは異なり、自然環境や歴史文化を

対象とし、住民の伝統的な生活様式を含めた地域生

態系を破壊することなく観察・体験することを目的

とする新しい旅行形態をいう。 
 

エコマーク商品 

 環境保全型商品とも呼ばれ、使用・廃棄時に環境

への負担が尐なく、資源・エネルギー・水を節約す

る、リサイクルしやすい・したもの、製造・流通過

程で環境に負荷のかかる物質を使わないなど、環境

の保全に役立つ性格を有する商品をいう。（財）日本

環境協会が環境の保全に寄与していると認定した商

品について「エコマーク」を使用・表示できる。 

 

汚水処理人口 

公共下水道、農業集落排水施設及びコミュニティ

プラントによる処理可能区域内の人口及び前記処理

可能区域外の合併処理浄化槽による処理人口の合計。 
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オゾン層 

 成層圏下層（上空約 10～50km の層）には、大気
中のオゾン（Ｏ３）の約 90％が集まって高濃度の層
を形成しており、これをオゾン層という。オゾン層

は太陽から降り注ぐ紫外線のうち、特に生物に有害

な波長を吸収している。 
 
オゾン層の破壊 

 ある種のフロンガス（例えばフロン 11、12、113）

が大気中に放出されると、これらの物質は非常に分

解されにくいため、成層圏にまで達し、そこで強い

紫外線により分解され、種々の化学反応を経てオゾ

ンが分解される。成層圏のオゾンが減尐すると、地

表に達する紫外線の量が増大し、皮膚ガンや、白内

障等の眼疾患の増加や免疫機能の低下、農作物の品

質低下、水生生物への悪影響をもたらす恐れがある

といわれている。 
 

汚濁負荷量 

①汚濁物質の全発生量、又は汚濁水全量に含まれる

汚濁物質の総量で日排出量で表される。 
 汚濁負荷量(kg/日) 
  ＝濃度(mg/l)×総水量(m３/日)×10－3 
②「水質汚濁防止法」では、「汚濁負荷量」を「指定

項目で測定される汚濁の総量（絶対量）」と定義（第

４条の２）している。閉鎖性水域の水質改善のため

の総量規制の項目として、化学的酸素要求量（ＣＯ

Ｄ）、窒素含有量及びりん含有量が指定されている。 
 

汚泥 

 工場排水などの処理後に残る泥状のものや各種製

造業の製造工程で出る泥状のものなどをいい、排水

処理施設からの汚泥、パルプ廃液汚泥などがある。 
農業集落排水から発生する汚泥は汚水中に浮遊す

る物質や微生物の死骸が沈殿したものである。 
 

オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ（Japan Verified 

Emission Reduction））制度 

国内で実施される温室効果ガス排出削減・吸収プ

ロジェクトにより実現された排出削減・吸収量をカ

ーボン・オフセット（「カーボン・オフセット」参照）

に用いられる信頼性の高いクレジット（J-VER）と
して認証する制度。環境省が平成 20年 1月に創設。  
 

温室効果ガス 

気候変動枠組条約の京都議定書では、二酸化炭素、

メタンなど６種類の温室効果ガスが定められている。 
地表から宇宙へ放出される赤外線を吸収すること

により、地表を暖める働きがあるガスのこと。 

 

【か行】 

化学物質リスクコミュニケーション 

 事業者による「化学物質の管理」に関する情報や、

「化学物質のリスク」に関する情報を、事業者と地

域住民との間で共有化し、その情報についてお互い

に意見交換を行うこと。 
  これにより、事業者と地域住民との間に信頼関係
ができるだけでなく、事業者の取組に対して地域住

民の意見が反映されることから、従来の規制とは異

なった化学物質の管理の改善が図られるものと期待

されている。 
 

下層植生 

植栽の時期や樹種構成の関係により樹冠が２層以

上の構造を有している森林において、下位の層にあ

る樹冠を構成する木及び草本類からなる植物集団。 
 

カドミウム 

 延性、展性に富み、電気メッキや顔料、合成樹脂

安定剤、蓄電池極板、合金等に用いられているが、

有毒であり「イタイイタイ病」の原因物質といわれ

ている。大量のカドミウムが長期間にわたって体内

に入ると慢性中毒となり、機能低下を伴う肺障害（気

腫）、胃腸障害、腎臓障害、肝臓障害、血液変化（白

血球・赤血球の減尐）等の症状が起こることもある。 
 

カーボン・オフセット 

日常生活や経済活動において避けることができな

い温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排

出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出さ

れる温室効果ガスについてその排出量を見積り、排

出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資する

こと等により、排出される温室効果ガスを埋め合わ

せるという取組み。 

 

カワゲラウオッチング 

水に親しみながら、川に棲むカワゲラなどの水生

昆虫の調査を行い、河川の水質を判定するとともに、

調査を通じて水質保全の必要性を認識する取組み。 

 

感覚による川の評価方法 

特別な知識や機材を用いずに「感覚」を使って水
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辺の様子を評価する岐阜県独自の川の評価方法。視

覚や嗅覚を利用して川の状態を調べ、川底の見え方、

水のにおい、ゴミの量など６項目を４段階で評価す

る。 
 

環境影響評価 

環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実

施に際し、その環境への影響について事前に調査、

予測及び評価を行うこと。 
 

環境影響評価に係る事後調査 

工事中及び供用後の環境の状態等を把握するため

の調査のこと。以下の場合に、環境への影響の重大

性に応じて環境保全措置の一つとして検討し、調査

を実施するもの。 
・予測の不確実性が大きい場合  
・効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる

場合等  
 

環境基準（※） 

 人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持

することが望ましい基準として、大気汚染、水質汚

濁（公共用水域、地下水）、土壌汚染及び騒音につい

て「環境基本法（平成５年法律第 91 号）」に定めら

れている。 

 上記の他、ダイオキシン類については、「ダイオキ

シン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）」

において、大気、水質、土壌及び河川底質について、

人の健康を保護する上で維持されることが望ましい

基準として定められている。環境保全施策を総合的

に実施していく上での行政上の到達、維持の目標値

として位置づけられている。 

 

環境教育、環境学習 

環境や環境問題に対する興味・関心を高め、必要

な知識・技術・態度を獲得させるために行われる教

育・学習活動のこと。 

 

環境創出協定 

地域的な公害防止対策に地球環境保全・化学物質

対策を加え、自主管理・自主目標を設定するととも

に、環境負荷に関する情報を全面的に公開すること

を内容とした三者（企業、市町村、県）による協定。 
 

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推

進に関する法律 

持続可能な社会を構築するため、環境保全の意欲

の増進及び環境教育の推進に必要な事項を定め、も

って現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の

確保に寄与することを目的とする法律。平成 15 年

制定。 

 

ぎふクリーン農業 

化学肥料・化学合成農薬の適正で効率的な使用と

それらに代わる各種代替技術の利用により、化学肥

料（窒素成分）及び化学合成農薬の使用量を従来の

栽培と比べていずれも 30％以上削減した栽培のこと。 

 

岐阜県埋立て等の規制に関する条例 

土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止し、もっ

て県民の生活環境を保全するとともに、県民生活の

安全を確保することを目的とする条例。平成１８年

制定。 
 

岐阜県環境配慮事業所（Ｅ工場） 

化学物質の適正管理をはじめ、地球環境保全対策、

緑化への取組及び地域の環境保全活動に積極的に取

り組む事業所をＥ工場として登録し、広く公表する

ことで企業の環境保全意識を高め、社会的に評価を

高める制度。 
 

岐阜県希少野生生物保護条例 

絶滅のおそれのある希尐な野生生物を守り、岐阜

県の貴重な財産を次代に継承することを目的に制定

された条例。希尐野生生物のうち、特に保護を図る

ことが必要なものを「指定希尐野生生物」として指

定し、全県で捕獲、採取を禁止するとともに、必要

があるときは生息地、生育地を保護区に指定し、開

発行為を規制することとしている。平成 15年制定。 
 
岐阜県公害審査会 

 公害に係る民事上の紛争について、公正・中立な

立場で、あっせん、調停、仲裁を行う組織。13名の
委員で組織され、委員は議会の同意を得て知事が任

命し、弁護士のほか、公害防止に関する専門家や社

会経験豊かな有識者で構成されている。 

 
岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適

正化等に関する条例 

産業廃棄物処理施設等の設置等に係る手続の適正

化と透明性の確保を図り、もって産業廃棄物処理施

設等の設置等に係る合意の形成及び生活環境の保全
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に寄与することを目的とする条例。平成 21年制定。 

 
岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱 

市町村との協働により、地下水の常時監視等を通

じ地下水汚染の早期発見に努めるとともに、地下水

の汚染事故が発生した場合に迅速かつ適切に対応す

るために必要な手続きについて定めている要綱。 

 
岐阜県地球温暖化防止基本条例 

地球温暖化の防止について、県、事業者、県民及

び観光旅行者等の責務を明らかにするとともに、温

室効果ガスの排出抑制等を促進するための条例。平

成 21年制定。 

 
岐阜県地球環境の保全のための森林づくり条例 

森林が有する二酸化炭素の吸収作用を維持し、又

は向上させ、もって地球温暖化の防止に寄与するた

めに、岐阜県が事業者（森林整備を主たる業とする

者を除く。）による森林づくり活動を推進することを

目的とする条例。平成 20年制定。 

 
岐阜県リサイクル認定製品 

リサイクル製品の利用促進を図るとともに、リサ

イクル産業の育成を図るため、平成９年６月に岐阜

県が全国で初めて認定制度を創設した。主に県内で

発生する循環資源を原材料に用い、県内で製造され

た再生品で、この制度に基づいて、廃棄物の減量及

び資源の有効利用に資すると認められた製品をいう。 

 
グリーン購入 

 製品やサービスを購入する際、必要性を十分に考

慮し、価格や品質、利便性、デザインだけでなく環

境のことを考え、環境への負荷ができるだけ小さい

ものを優先して購入すること。 

 
グリーン・ツーリズム 

 農山漁村地域において、自然、文化、農林漁業と

のふれあいや人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活

動のこと。 
 
渓畔林（けいはんりん） 

河川周辺の森林のうち、上流の狭い谷底や斜面に

あるもの。 
 

健康項目 

環境基準が定められた項目のうち、人の健康の保

護に関する項目のこと。カドミウムなどの重金属、

トリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物等が該

当する。 
これに対してｐH や大腸菌群数など生活環境の保
全に関する項目は、生活環境項目と略される。 
 

建設リサイクル法 

正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律」。コンクリートや木材など特定の建設資

材について、その分別解体や再資源化等を通じて、

資源の有効利用及び廃棄物の減量等を促進すること

で、生活環境の保全等に寄与することを目的とした

法律。この法律により、一定規模の工事を行う場合

は、発注者による工事の事前届出や受注者から発注

者への再資源化等の実施報告などが義務づけられて

いる。平成 12年制定。 

 

光化学オキシダント 

大気中の窒素酸化物や炭化水素類が、紫外線によ

り光化学反応を起こして二次的に生成される酸化性

物質で、光化学スモッグの原因物質となる。 
 

光化学スモッグ 

光化学オキシダント（光化学オキシダント参照）

や視程の低下を招く粒子状物質（エアロゾル）を生

成する現象、あるいはこれらの物質からできたスモ

ッグ状態のことをいう。 

 

公共用水域 

河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他の公共の用に

供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんが

い用水路その他公共の用に供される水路をいう。た

だし、下水道法に規定する公共下水道及び流域下水

道であって終末処理施設を設置しているものは除か

れる。 
 
コロニー 

鳥類などの集団繁殖地のこと。カワウのコロニー

は、本県では１箇所確認されている。コロニーは繁

殖期以外は「ねぐら」（休憩地で夜間眠る場所のこと）

として使用されている。 
 

コンポスト（※） 
生ごみや下水汚泥、浄化槽汚泥、家畜の糞尿、農

作物廃棄物などの有機物を、微生物の働きによって

醗酵分解させ堆肥にしたものをいう。 



― �� ―

資料編 

 

 
92 

【さ行】 

再生可能エネルギー（クリーンエネルギー） 

非化石エネルギーにおいて、エネルギー源として

永続的に利用することができると認められるもの。

後述する新エネルギーの他、大規模水力、海洋エネ

ルギー等が含まれる。 

 

里山（林） 

集落の近くにあって、地域住民が日常生活の中で、

生活用燃料や堆肥を作るための落ち葉の採取等に利

用している、あるいは、利用していた森林。近年で

は周辺の水辺や農地を含めて里山として扱う場合も

あり、生物の生息空間としての重要性が見直されて

いる。 
 

産業廃棄物 

 工場、事業場における事業活動に伴って生じた廃

棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アル

カリ、廃プラスチック類、製紙業等から出る紙くず、

木製品製造業等から出る木くず、ゴムくず、金属く

ず、がれき類、畜産業に係る動物の糞尿等をいう。 
産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で、これ

による環境汚染を生じさせないよう適正に処理する

責務がある。 

 

酸性雨 

 工場・事業場から排出されるばい煙、自動車の排

出ガス中に含まれている硫黄酸化物、窒素酸化物等

の大気汚染物質が大気中で酸化され、硫酸、硝酸等

となって取り込まれた酸性の強い雤のこと。 
 一般に清浄な雤でも大気中の炭酸ガスによって飽

和されて pH5.6程度となっているので、それ以下の
pH の雤水を酸性雤という。近年日本各地で pH4.0
以下を記録することもまれではなく、北ヨーロッパ

やアメリカ北東部では、強酸性の雤により森林、湖

沼等の生態系に重大な影響を及ぼしている。 
 

シアン 

 メッキ工場などで使用されたり、化学反応により

合成されて生成する極めて毒性の強いシアン化合物

をいう。摂取すると、通常では数秒ないし数分で中

毒症状が現れ、頭痛、めまい、意識障害、けいれん

及び体温降下をおこし、数分で死亡することもある。 
 

ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility） 

企業は社会的な存在であり、自社の利益、経済合

理性を追求するだけではなく、利害関係者全体の利

益を考えて行動するべきであるとの考え方。 
 

ＣＯＤ（Chemical Oxygen Demand：化学的酸素要求

量） 

 水中の有機物による汚濁の程度を示すもので、水

中に含まれている有機物が過マンガン酸カリウム等

の酸化剤によって酸化されるときに消費される酸化

剤の量を酸素の量に換算した値をいい、数値が高い

ほど有機物の量が多く、汚れが大きいことを示す。 
 

ジクロロメタン（※） 

発がん性の疑われている有機塩素系溶剤の一種

で、無色透明の液体、不燃性、水に難溶である。金

属・機械等の脱脂洗浄剤、塗料剥離剤等に使われる

など、洗浄剤・溶剤として優れている反面、環境中

に排出されても分解されにくく、地下水汚染の原因

物質の一つとなっている。 

 

次世代エネルギーインフラ 

太陽光発電や燃料電池、電気自動車など、複数の

エネルギー資源や新たな技術を最適に組み合わせた

クリーンで高効率な「次世代のエネルギー供給シス

テム」。県営都市公園「花フェスタ記念公園」、民間

複合施設「クックラひるがの」等、県内５箇所に整

備。 

 

自然環境保全協定 

 「岐阜県自然環境保全条例（昭和 47 年条例第 17
号）」第 36 条に基づき、一定規模以上の開発行為に
対し、自然環境の保全のために必要な事項等を内容

とする協定書を事業者と知事との間で締結する制度。 
 

自然環境保全地域 

「自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85 号）」第

12条には、(1)原生自然環境保全地域、(2)自然環境

保全地域、(3)都道府県自然環境保全地域の３種の

保全地域が規定されている。(1)(2)は岐阜県にはな

い。(3)については「岐阜県自然環境保全条例（昭

和 47年条例第 17号）」第 14条に基づき、優れた自

然環境を有し、保全していくことが特に必要な地域

を知事が指定し、地域内での行為を規制し、すぐれ

た自然環境を保全している。この条例に基づいて指

定されるのは、自然環境保全地域と緑地環境保全地

域の２種類である。 
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自然共生工法 

 河川全体の自然の営みを視野に入れ、時に猛威を

ふるう自然の力から生命、財産を守り、地域の暮ら

しや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有

している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河

川景観を保全創出することに効果のある工法の総称。 

 

自然公園 

 国内の優れた自然の風景地を保護するとともにそ

の利用の増進を図るために、「自然公園法（昭和 32
年法律第 161号）」第５条及び「岐阜県立自然公園条
例」第４条に基づき指定する区域をいう。自然公園

には、国が指定する国立公園、国定公園のほか、県

が指定する県立自然公園の３種類がある。 
 

自然保護員 

県内の自然環境保全地域、自然公園、鳥獣保護区

等において、自然環境を保全するために巡視する県

の非常勤職員。 
 

地盤沈下面積 

沈下を示す水準点が３点以上隣接している地域の

面積のこと。 

 

循環型社会 

廃棄物の発生抑制、資源の循環的な利用、適正な

処分が確保されることによって、天然資源の消費を

抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。 

 

循環資源 

 循環型社会形成推進基本法で定義されたもので

あり、廃棄物等（無価物である廃棄物及び使用済み

製品等や副産物等）のうち有用なものを指す。 
 

省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法

律) 

内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的

環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資す

るため、工場、建築物及び機械器具についてエネル

ギー使用の合理化に関する所要の措置その他エネ

ルギーの使用の合理化を総合的に進めるために昭

和 54年に制定された。 
工場・事業所のエネルギー管理の仕組みや、自動

車の燃費基準や電気機器などの省エネ基準におけ

るトップランナー制度、運輸・建築分野での省エネ

対策などを定めており、住宅・建築物分野では、大

規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である

場合の是正措置命令や、中小規模の建築物の省エネ

処置に関する届出等が規定されている。 
 

浄化槽 

生活排水のうち、し尿（トイレ汚水）と雑排水（台

所や風呂、洗濯などからの排水）を併せて処理する

ことができる浄化槽を指していう。これに対して、

し尿のみを処理する浄化槽を単独処理浄化槽という。

「浄化槽法（昭和 58年法律第 43号）」の改正等によ
って、単独処理浄化槽（し尿のみを処理し、台所、

風呂場などの生活排水の処理を行わない浄化槽）の

新設は実質的に禁止されているため、現在では単に

浄化槽といえば合併処理浄化槽を意味する。 

 

小水力発電 

小水力発電には厳密な定義はなく比較的小さな

水力発電の総称であり、中小河川や農業用水路など

の高低差を利用した水力発電のこと。 

 

新エネルギー 

 非化石エネルギーの中で、経済性の面における制

約から普及が十分でないが、その促進を図ることが

非化石エネルギーの導入を図るため特に必要なも

の。具体的には太陽光、風力、中小水力、太陽熱、

雪氷熱、バイオマス等がある。 
 

針広混交林（しんこうこんこうりん） 

 針のような葉を持った「針葉樹」と、平たくて広

い葉を持つ「広葉樹」が混ざり合って成立している

森林。 

 

親水施設 

川や沼、ため池や用水路などの一部を「親水（水

とのふれあい）」という機能を持たせるように整備し

た施設。水遊びの場、散策、レクリエーションや水

生生物にふれあう場などとして利用される。 

 

水源かん養（機能） 

洪水を緩和させる、流量を安定させるなど、森林

のもつ水資源を保全する働き。 

 

水質汚濁防止法 

国民の健康を保護し、生活環境を保全するため、

公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止することを

目的として、工場及び事業場から公共用水域に排出
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される水及び水の地下への浸透を規制するとともに、

工場及び事業場等から排出された汚水等によって人

の健康に被害が生じた場合の事業者の損害賠償責任

について定めた法律。昭和 45年制定。 

 

水質環境基準の類型指定 

 水質環境基準は、人の健康保護に関する項目と生

活環境の保全に関する項目がある。前者は県内の全

ての水域について同じ基準であるが、後者は水域の

利用目的に応じて、ＡＡからＥの６段階に類型化さ

れた基準のいずれかを当てはめて指定することと

なっている。 

 

水質総量規制 

東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の閉鎖性水域の富栄養

化が問題になっており、これを改善するために、閉

鎖性水域に流入する汚濁負荷量の削減を図る制度。

これは、濃度規制とは異なり、事業場から排出され

る汚濁物質の総量（濃度×水量）を規制するもので

あるため、各事業場において汚濁物質の絶対量を削

減する必要がある。 
 

水準測量 

標高を求める測量のこと。 
 

水田魚道 

 メダカやドジョウなどの生き物が、田んぼで生息

できるように、水路間の落差や水田と水路の落差を

つなぎ、水のネットワークを再生させるために設置

した魚道。 

 

３Ｒ（スリーアール） 

 リデュース（Reduce、発生抑制）、リユース(Reuse、
再使用）、リサイクル（Recycle、再生利用）の３Ｒ
（頭文字）により、循環型社会形成を進めようとい

う考え方。 

 

生活排水 

炊事、洗濯、入浴等、人の生活に伴い、公共用水

域に排出される水をいう。生活排水は、下水道や合

併処理浄化槽に接続している家庭では、し尿ととも

に処理されるが、そのほかの家庭では未処理のまま

流されており、河川等の公共用水域の大きな汚濁原

因となっている。 

 

 

生態系 

 生物群集（植物群集及び動物群集）及びそれらを

とりまく自然界の物理的、化学的環境要因が総合さ

れた物質系をいう。生産者、消費者、分解者及び還

元者から構成され、無機物と有機物との間に物質代

謝系が成立している。 

 自然環境を基準にして陸地生態系、海洋生態系等

に区分され、また生物群集を基準にして森林生態系、

鳥類生態系等に区分されている。 

 
生物多様性基本法（※） 
「生物多様性条約」の国内実施に関する包括的な

法律。「環境基本法（平成５年法律第 91号）」の下位
法として位置付けられる基本法で、生物多様性に関

する個別法に対しては上位法として枠組みを示す役

割を果たす。平成 20年制定。 
 
戦略的環境アセスメント（ＳＥＡ（ Strategic 

Environmental Assessment）） 

個別の事業実施に先立つ「戦略的(Strategic)な意
思決定段階」、すなわち、政策(Policy)、計画 (Plan)、
プログラム(Program)の「３つのＰ」を対象とする環
境アセスメントであり、早い段階からより広範な環

境配慮を行うことができる仕組み。 

 
【た行】 

ダイオキシン類 

 「ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11年法律
第 105号）」においては、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－
ジオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ塩化ジベンゾフラン（Ｐ

ＣＤＦ）及びコプラナーポリ塩化ビフェニル（Ｃｏ

－ＰＣＢ）を「ダイオキシン類」と定義している。

廃棄物の焼却過程が主な発生源となっており、塩素

の結びつきによって、ＰＣＤＤは 75種類、ＰＣＤＦ
は 135 種類、Ｃｏ－ＰＣＢは十数種類の異性体に分
けられ、これらのうち 29種類について毒性があると
されている。 
 

大気汚染防止法 

 国民の健康の保護や生活環境の保全を目的として、

工場及び事業場から事業活動に伴って発生するばい

煙等の規制や自動車排出ガスに係る許容限度のほか、

大気汚染に関し、人の健康に被害が生じた場合の事

業者の賠償責任等を定めた法律。この法律に基づき、

地域の自然・社会的条件により、都道府県が該当地

域のばい煙発生施設から発生するばい煙等について、
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国の定める許容限度より厳しい排出基準を定めるこ

とができる。昭和 43年制定。 
 
Ｃｈａｎｇｅマイライフ 

 岐阜県民が取り組む地球温暖化防止活動のスロー

ガン。マイバッグ、マイボトルの使用やマイカー使

用の自粙など、県民一人ひとりがライフスタイルを

変えることを提案している。 

 
地下水位(※) 

井戸の水面を標高で表したもので、被圧地下水の

場合は帯水層の水圧をあらわすこととなる。 
 
地球温暖化 

地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に見て

上昇する現象。 

大気中に含まれる二酸化炭素などの温室効果ガス

が、産業革命以降人類の活動による化石燃料の使用

や森林の減尐などにより、濃度が急激に増加したこ

とが原因と考えられている。 

 
中間処理 

一般的に廃棄物の最終処分に至るまでに行われる

様々な無害化、安定化・減容化処理等をいう。具体

的な方法としては、焼却、中和、溶融、脱水、破砕、

圧縮、コンクリート固化などがある。 
 

鳥獣害対策相談員 

県が開催する養成講座を受講し、現地で農作物に

対する鳥獣被害対策の指導にあたる者。 
 
鳥獣保護区 

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平

成 14年法律第 88号）」第 28条に基づき野生鳥獣の
保護を図ることを目的に、その捕獲を禁止する区域

として指定されるもの。この区域において、特に鳥

獣の保護又は生息地の保護を図る必要があるところ

として「特別保護地区」に指定されると、野生鳥獣

の生息に影響を及ぼす行為が制限される。 
 

低公害車 

大気汚染物質の排出が従来の自動車よりも尐ない

など、環境への負荷が尐ない自動車の総称。天然ガ

ス自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車、メタ

ノール自動車、低燃費かつ低排出ガス認定車などが

ある。 

底質 

河川、湖、海などの水底を形成する表層土及び岩

盤の一部とその上の堆積物を合わせたものをいう。

底質の状態はその上部の水質と相互に関連しており、

水質が汚濁すると底質汚染を引き起こし、また汚染

された底質から有機物や有害物質などが溶出し水質

を汚濁するという事態が生じる。 

 

テトラクロロエチレン 

エーテルのような芳香臭のある無色透明の液体

である。ドライクリーニング用洗浄剤、金属の脱脂

洗浄剤、一般溶剤などに使用されている。揮発性有

機化合物の一種で、洗浄剤、溶剤として優れた特性

を持つ反面、環境中に排出されても分解されにくく、

地下水汚染の原因物質でもある。 

 

天然記念物 

動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む）、植物

（自生地を含む）及び地質鉱物（特異な自然現象が

生じている土地を含む。）で国や都道府県、市町村

にとって学術的価値が高いもののうち、国や都道府

県、市町村が文化財として指定したものをいう。 

 

特定外来生物 

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止

に関する法律（外来生物法）（平成 16年法律第 78号）」
第２条に規定される生物（平成 22 年２月１日現在
97 種類。）であり、外来生物（海外起源の外来種）
であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ

被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの

中から指定されるが、生きているものに限られ、個

体だけではなく、卵、種子、器官なども対象に含ま

れる。なお、外来生物法では、特定外来生物の飼育、

栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入等が原則とし

て禁止されているほか、国、地方公共団体等により

防除を行うこととなっている。 
 

特定施設 

 大気汚染、水質汚濁、騒音等の公害を防止するた

めに、公害関係法令では、「特定施設」という概念を

設けている。 

 「大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号）」では

「ばい煙、揮発性有機化合物又は粉じんを排出する」

施設、「水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号）」

では「有害物質又は生活環境項目として規定されて

いる項目を含む汚水又は廃液を排出する」施設、「騒
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音規制法（昭和 43年法律第 98号）」では「著しい騒

音を発生する」施設、また「ダイオキシン類対策特

別措置法（平成 11 年法律第 105 号）」では「ダイオ

キシン類を発生し、大気中に排出する施設又はダイ

オキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設」を

いい、政令でその種類、規模、容量等の範囲が定め

られている。 

 

特定鳥獣保護管理計画 

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平

成 14年法律第 88号）」第７条に基づき都道府県知事
が定める計画で、都道府県の区域内において生息数

が著しく増加又は減尐している鳥獣がある場合、そ

の鳥獣の生息状況などを勘案して、長期的な観点か

ら、その鳥獣を保護するための管理に関する計画を

策定している。岐阜県ではニホンカモシカ、ツキノ

ワグマ、イノシシ、ニホンジカの４種類の鳥獣につ

いて策定している。 
 

特別緑地保全地区 

都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の

歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮し

たまちづくりのための動植物の生息、生育地となる

緑地等の保全を図ることを目的とする都市緑地法第

12条に規定された制度。 

 

土壌汚染対策法 

土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染

による人の健康被害の防止に関する措置を定めるこ

と等により土壌汚染対策を実施し、国民の健康を保

護することを目的とする。平成 14年制定。 

 

トリクロロエチレン 

揮発性を有し、不燃性でクロロホルム臭のある無

色透明の液体である。金属、機械部品の洗浄剤、一

般溶剤、塗料のシンナーなどに使用される。揮発性

有機化合物の一種で、洗浄剤、溶剤として優れた特

性を持つ反面、環境中に排出されても分解されにく

く、地下水汚染の原因物質でもある。 

 

【な行】 

二酸化硫黄（ＳＯ２） 

無色、刺激性の強いガスで、匂いを感じ、1～10ppm
程度で、目に刺激を与え、粘膜質、特に気道に対す

る刺激作用がある。 

 

二酸化窒素（ＮＯ２） 

赤褐色の刺激性の気体であり、水に溶解しにくい

ので、肺深部に達し肺水腫等の原因となる場合があ

る。 

 

燃料電池 

水素と大気中の酸素とを化学的に反応させること

によって直接電気を発生させる装置。窒素酸化物、

硫黄酸化物を排出せず、環境特性に優れるクリーン

な発電装置である。 

 

農業生産工程管理（ＧＡＰ（ Good Agricultural 

Practice）） 

適正な農業生産活動の実践を行うため、環境保全

や食品安全などの観点から定められた点検項目に沿

って農作業を行い、記録、点検・評価、改善を行う

ことにより農業生産工程の管理を行うこと。 

 

【は行】 

ばい煙 

 「大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号）」では、
燃料その他の燃焼、熱源としての電気の使用、合成、

分解その他の処理により発生する硫黄酸化物、ばい

じん及びカドミウム等の有害物質をいう。 
 

バイオマスエネルギー 

バイオマス（生物資源）エネルギーとは、化石資

源を除く、動植物に由来する有機物で、エネルギー

源として利用可能なものを指す。バイオマスは利用

と同時にバイオマスを育成することによって、排出

される二酸化炭素のバランスを考慮しながら利用

すれば追加的な二酸化炭素は発生しない。 

 

バイオマスプラスチック 

 石油などの化学資源からではなく、主にトウモロ

コシや未利用植物資源などの生物由来の有機物か

ら得られたでんぷん・糖類を原料として作られるプ

ラスチックのこと。元来地上にある生物を原料とす

るため、地上の二酸化炭素の増減に影響を与えない

再生可能な資源である。 

 バイオマスプラスチックは新しい概念のため、未

だ世界的に統一された定義は無いが、日本バイオプ

ラスチック協会では、「原料として再生可能な有機資

源由来の物質を含み、化学的又は生物学的に合成す

ることにより得られる分子量 （Mn）1,000以上の高
分子材料」と定めている。 
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廃棄物処理施設 

廃棄物処理施設には、産業廃棄物を処理する施設

と一般廃棄物を処理する施設がある。 
産業廃棄物処理施設は、産業廃棄物の中間処理（無

害化・減量化など）や、埋め立て処分を行う施設で、

廃棄物処理法で定められた産業廃棄物処理施設を設

置する場合は、都道府県知事等の許可が必要となる。 
一般廃棄物処理施設には、一般廃棄物を処理する

施設のうち、一定規模以上の焼却処理施設、選別施

設、たい肥化施設、破砕施設、し尿処理施設、最終

処分場などがある。 
民間業者が一般廃棄物処理施設を設置する場合は、

都道府県知事の許可が必要となり、市町村が設置す

る場合は、都道府県知事に届け出る。 
 

鋼製スリット型えん堤 

全面がコンクリートのえん堤とは異なり、中央部

分が鋼製のスリット型となっているため、通常時は

動物や魚類の行動を遮断しないことや安定した土砂

を下流に供給するといった特徴があるえん堤。 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ （ Pollutant Release and Transfer 

Register）制度 

 化学物質を取り扱う事業者が、化学物質の環境中

への排出量や廃棄物として外部へ移動した量を自ら

把握してこれを行政に報告し、行政がデータをとり

まとめて公表する制度。これによって、行政は、排

出源情報を知ることにより、環境リスク対策を進め

ることができる。事業者は、自己の環境中への排出

量を知ることにより、化学物質の適正な管理に役立

てることができる。市民は、地域でどんな化学物質

が排出されているか知ることにより、環境リスクに

対する理解を深めることができる。 
 

ＢＯＤ（Biochemical Oxygen Demand：生物化学的

酸素要求量） 

水中の有機物による汚濁の程度を示すもので、水

中に含まれている有機物が一定時間（５日間）、一

定温度（20度）の下で、微生物によって酸化分解さ

れるときに消費される酸素の量をいい、数値が高い

ほど有機物の量が多く、汚れが大きいことを示す。

一般的に魚の生息できる水質はＢＯＤが５mg／L 以

下である。 

 

ビオトープ 

 野生生物を意味する Biosと場所を意味する Topos
とを合成したドイツ語で、直訳すれば「生物生息空

間」となる。有機的に結びついた生物群、すなわち

生物社会（一定の組み合わせの種によって構成され

る生物群集）の生息空間を意味する。 
 

ヒートアイランド現象 

都市部において、高密度にエネルギーが消費され、

また、地面の大部分がコンクリートやアスファルト

で覆われているために水分の蒸発による気温の低下

が妨げられて、郊外部よりも気温が高くなっている

現象をいう。等温線を描くと、都市中心部を中心に

して島のように見えるためにヒートアイランドとい

う名称が付けられている。 

 

ＰＣＢ（Polychlorinated Biphenyls：ポリ塩化ビフ

ェニル） 

 ＰＣＢは、化学的に安定しており、熱安定性にも

優れた物質で、その用途は、絶縁油、潤滑油、感圧

紙、インク等多範囲に及んだ。 
カネミ油症事件の原因物質で、環境汚染物質とし

て注目され、大きな社会問題となったため、現在、

製造は禁止されている。 
 

微小粒子状物質 

浮遊粒子状物質のなかで、粒径 2.5μm以下の小さ

なもの。 

 

フードマイレージ（※） 

輸入食料の総重量と輸送距離を掛け合わせた値。

食料の生産地から食卓までの距離が長いほど、輸送

にかかる燃料や二酸化炭素の排出量が多くなるため、

フードマイレージが高いほど、食料の消費が環境に

対して大きな負荷を与えていることになる。 

 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ（Suspended Particulate 

Matter)） 

 自重で落下せず、大気中で浮遊する物質をいう。

このうち粒径が 10㎛（マイクロメーター）以下のも
のについては、そのほとんどが気道または肺胞に沈
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着し、人の健康に影響を与えることから、「浮遊粒子

状物質」として環境基準が定められている。 
 

フロン 

 非常に分解されにくい物質で、冷蔵庫、カーエア

コン等の冷媒などに広く使われている。フロンその

ものは無毒であるが、オゾン層の破壊によって、紫

外線の地上への到達量が増加することにより、皮膚

ガンの増加や生態系への悪影響をもたらすといわれ

ている。また、強力な温室効果ガスでもある。 
 

分別収集 

 ごみを処理するには、ごみの種類ごとに分類され

ていると処理しやすく、また、資源化、再利用のた

めにも有効である。このため、通常一般家庭からご

みを排出する際に、可燃物、不燃物、粗大ごみなど

に分類する分別収集方式がとられている。平成９年

から「容器包装リサイクル法」に基づく市町村の分

別収集が実施されている。 

 

ｐＨ（ペーハー） 

 溶液中の水素イオン濃度を表わす指数。７を中性

とし、７より大きいものをアルカリ性、小さいもの

を酸性という。 
 

ベンゼン 

芳香族炭化水素の一種。特有の臭気を持つ無色の

揮発性の液体で、溶剤などに用いられる。 

 

保安林 

水源のかん養等特定の公共目的を達成するため、

農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される

森林。このような森林は、木を伐ることが制限され

たり、木を植えることが義務づけられるなど法律に

よる規制を受ける。 
 

包蔵水力 

技術的・経済的に開発可能な発電水力資源の量。 

 

【ま行】 

水土里（みどり） 

「水」は清い流れの農業用水、「土」は緑豊かな農

地、「里」は豊かな自然や農村風景を表しており、「水

土里」は豊かな自然環境、美しい農村環境、きれい

な水、澄んだ空気など清廉なイメージを表現するた

めの造語。 

木育 

みずみずしい感性の持ち主である幼尐期の子ども

たちを対象に、森や木とふれあう体験を通じて、人

と自然とのつながりを自ら考える豊かな心を育む活

動。 

 

木育推進員 

木育の活動を進めるために、木育や森林環境教育

についての知識と技術を持つ者で、県が委嘱した者。

保育園や幼稚園などでの木育の普及啓発の活動を実

施。 

 

モンキードッグ 

ニホンザルによる農作物の被害を防ぐための、サ

ルを追い払う訓練を受けた犬のこと。 
 

【や行】 

野生生物保護推進員制度 

 希尐野生生物の保護に熱意と見識を有する者に、

知事が委嘱する（任期３年）。希尐野生生物の個体や

生息地（生育地）調査や、県民が実施する野生生物

保護活動に必要な助言・指導などを行う。 

 

【ら行】 

利用間伐 

植栽したスギやヒノキ等の密度管理を目的とした

伐採（間伐）のうち、伐採木を木材等に有効利用す

るもの。 

 

流々
る る

プロジェクト 

子どもたちが、自分の住んでいる身近な水路から

川までの水の経路を実際に歩くことによって、自分

たちの生活が川・海とつながっていることを再認識

する授業モデルのこと。 

 

レッドデータブック 

 絶滅の危機に瀕している野生動植物の名前、形態

の特徴、分布状況、減尐要因などを掲載し、その危

機の現状を伝え、個体の生息地などの保護・保全活

動に結びつけようという目的で作成された報告書の

こと。 
[引用] 

（※）が付いている用語については、EICネット（独立行政法人

国立環境研究所が提供し、財団法人環境情報普及センターが運用）

の「環境用語集」（http://www.eic.or.jp/ecoterm/）から引用してい

ます。 





 


